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参考１－１ 

石川県地域防災計画（地震災害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

地震災害対策編 
 
 

（令和６年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

地震災害対策編 
                  
 

（令和７年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第１章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会 

 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会、金沢エナジー株式会社、 

小松ガス株式会社 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 本県の特質と既往の地震災害 

１～２（略） 

 

３ 社会的要因とその変化 

  地震災害は、自然的条件に起因する災害と社会的条件によってもたらされる

災害が同時複合的に現出するという特徴を持っている。 

被害を拡大する社会的要因としては、主として次のような点が指摘される。 

（１）～（６）（略） 

（７）新たな感染症への対策 

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感

染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイル

ス感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 本県の特質と既往の地震災害 

１～２（略） 

 

３ 社会的要因とその変化 

  地震災害は、自然的条件に起因する災害と社会的条件によってもたらされる

災害が同時複合的に現出するという特徴を持っている。 

被害を拡大する社会的要因としては、主として次のような点が指摘される。 

（１）～（６）（略） 

（７）新たな感染症への対策 

新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当たる職員

等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策

の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。 
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現       行 修   正   案 備 考 

（８）（略） 

 

４ 既往地震とその被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）（略） 

 

４ 既往地震とその被害 
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現       行 修   正   案 備 考 
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現       行 修   正   案 備 考 

（略） 

（２）（略） 

（３）令和６年能登半島地震の概要  

ア（略） 

イ 津波の状況 

  気象庁はこの地震により、16時 12分に石川県能登及び石川県加賀のほか、

新潟県常上中下越、佐渡、富山に「津波警報」を発表して注意を喚起した。 

16 時 21 分に輪島港で最大 1.2ｍ以上の津波を観測するとともに、19 時 9 分

には金沢で最大 90ｃｍの津波を観測した。 

16 時 22 分に石川県能登の「津波警報」を「大津波警報」に切り替えるとと

もに、山形県、福井県、兵庫県北部の津波注意報を津波警報に切り替えた。

20 時 30 分に石川県能登の「大津波警報」を「津波警報」に切り替え、2 日

1 時 15 分に石川県能登及び石川県加賀を含む各地の「津波警報」を「津波

注意報」に切り替えた。10 時 00 分に津波による被害の恐れはなくなったと

判断し、「津波注意報」を解除した。 

ウ 被害の概要 

令和６年能登半島地震による石川県内での被害について、令和６年３月１

日時点で、人的被害は、死者２４１人、重傷者 

３１２人、軽傷者８７６人の合わせて１，４２９人であった。住家被害は、

全壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水を合わせて７６，８２４棟であ

り、非住家被害１２，８４２棟を合わせると、建物被害は８９，６６６棟で

あった。 

避難所については、県内１９市町で開設され、ピーク時の４日には、３７

１箇所の避難所に３３，５３０人の被災者が避難した。 

また、地震発生当日の夜には、震度５弱以上の１７市町に災害救助法が適

用され、自衛隊や消防など防災関係機関による懸命の救助・救出活動が行わ

れた。 

 

５（略） 

 

第５節 地震被害想定調査における地域の危険性 

１（略） 

２ 想定地震の設定 

（略） 

(1)～(3)略 

（略） 

（２）（略） 

（３）令和６年能登半島地震の概要  

ア（略） 

イ 津波の状況 

  気象庁はこの地震により、16時 12分に石川県能登及び石川県加賀のほか、

新潟県常上中下越、佐渡、富山に「津波警報」を発表して注意を喚起した。 

19 時 9 分には金沢で最大 80ｃｍの津波を観測した。 

16 時 22 分に石川県能登の「津波警報」を「大津波警報」に切り替えるとと

もに、山形県、福井県、兵庫県北部の津波注意報を津波警報に切り替えた。

20 時 30 分に石川県能登の「大津波警報」を「津波警報」に切り替え、2 日

1 時 15 分に石川県能登及び石川県加賀を含む各地の「津波警報」を「津波

注意報」に切り替えた。10 時 00 分に津波による被害の恐れはなくなったと

判断し、「津波注意報」を解除した。 

 

ウ 被害の概要 

令和６年能登半島地震による石川県内での被害について、令和７年４月３

０日時点で、人的被害は、死者５７４人（うち災害関連死３４６人）、行方

不明者２人、重傷者３９３人、軽傷者８７６人の合わせて１，８４５人であ

った。住家被害は、全壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水を合わせて

１１６，０６９棟であり、非住家被害３７，５４６棟を合わせると、建物被

害は１５３，６１５棟であった。 

避難所については、県内１９市町で開設され、ピーク時の４日には、３７

１箇所の避難所に３３，５３０人の被災者が避難した。 

  また、地震発生当日の夜には、震度５弱以上の１７市町に災害救助法が適

用され、自衛隊や消防など防災関係機関による懸命の救助・救出活動が行わ

れた。 

 

５（略） 

 

第５節 地震被害想定調査における地域の危険性 

１（略） 

２ 想定地震の設定 

（略） 

(1)～(3)略 
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現       行 修   正   案 備 考 

(4) 能登半島北方沖の地震 

1993 年（平成５年）能登半島沖地震及びその余震の震源は、北へ約６０度

の傾きを持った面上に分布する。1993 年（平成５年）の地震の震央と 1985 年

（昭和 60 年）の７月と１０月に発生した地震の震央を結ぶ線は、能登半島北

縁の海岸線とほぼ平行になる。この線は、海底地形の急峻部にも相当する。こ

れらに基づき、地震の震央を結んだ線をもとに、想定震源断層を設定した。 

３～５（略） 

 

第６節～第８節（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 能登半島北方沖の地震 

1993 年（平成５年）の能登半島沖の地震及びその余震の震源は、北へ約６

０度の傾きを持った面上に分布する。1993 年（平成５年）の地震の震央と 1985

年（昭和 60 年）の７月と１０月に発生した地震の震央を結ぶ線は、能登半島

北縁の海岸線とほぼ平行になる。この線は、海底地形の急峻部にも相当する。

これらに基づき、地震の震央を結んだ線をもとに、想定震源断層を設定した。 

３～５（略） 

 

第６節～第８節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～３（略） 

４ 住民に対する防災知識の普及 

県、市町及び防災関係機関は、地震防災思想の高揚を図り、自主防災体制の確立

を期するため、住民に対して、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等あら

ゆる機会を利用して防災知識の普及の徹底を図る。なお、防災マップの作成にあ

たっては住民も参加する等の工夫をすることにより、災害からの避難に対する住

民等の理解の促進を図るよう努める。 

（２）普及の内容 

 ア～コ（略） 

（新設） 

 サ（略） 

５（略） 

６ 災害教訓の伝承 

（１） 県及び市町は、能登半島地震など、過去に起こった災害の教訓や災害文

化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映

像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く

一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等を適切に保存するとともに、

その持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

 

第２節～第３節（略） 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１（略） 

２ 防災ボランティアの環境整備 

 防災ボランティアの活動には、無線通信、医療看護、建築物・宅地の危険度判

定等一定の知識、経験や特定の資格を要するものや、避難所における炊出し、清

掃作業等特に資格や経験を必要としないものがあるが、当面、次の業務に区分し、

被災者ニーズ等の情報提供を適切に行ったうえで、その効果的な活用が図られる

よう、県及び市町の各担当部局と関係機関とが連携して環境整備を行う。 

 
 

第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～３（略） 

４ 住民に対する防災知識の普及 

県、市町及び防災関係機関は、地震防災思想の高揚を図り、自主防災体制の確立

を期するため、住民に対して、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等あら

ゆる機会を利用して防災知識の普及の徹底を図る。なお、防災マップの作成にあ

たっては住民も参加する等の工夫をすることにより、災害からの避難に対する住

民等の理解の促進を図るよう努める。 

（２）普及の内容 

 ア～コ（略） 

 サ 消火器、ガスのマイコンメーター、感震ブレーカー、非常持出品等の配備 

 シ（略） 

５（略） 

６ 災害教訓の伝承 

（１）県及び市町は、令和６年能登半島地震など、過去に起こった災害の教訓や

災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映

像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の

人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく

後世に伝えていくよう努める。 

 

第２節～第３節（略） 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１（略） 

２ 防災ボランティアの環境整備 

 防災ボランティアの活動には、無線通信、医療看護、建築物・宅地の危険度判

定等一定の知識、経験や特定の資格を要するものや、避難所における炊出し、清

掃作業等特に資格や経験を必要としないものがあるが、当面、次の業務に区分し、

被災者ニーズ等の情報提供を適切に行ったうえで、その効果的な活用が図られる

よう、県及び市町の各担当部局と関係機関とが連携して環境整備を行う。 
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現       行 修   正   案 備 考 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 航空機、船舶、特殊車両等の操縦、運転業務（県民文化部局等） 

 オ 通訳業務（観光部局） 

 カ その他専門的な技術、知識を要する業務（県民文化部局等） 

キ その他の業務（県民文化部局等） 

 

第５節 防災訓練の充実 

１（略） 

２ 防災訓練計画 

 県、市町、防災関係機関及び事業所等は、地震災害予防の万全を期するため、

単独又は共同して、次に定めるところにより防災訓練を行う。 

なお、訓練を行うにあたっては、訓練の目的を具体的に設定したうえで、訓練

参加者、使用する器材及び冬季や夜間といった実施時間、地域の災害リスク等の

訓練環境などについて具体的な設定を行うよう努める。この際、各機関の救援活

動等の連携強化に留意する。また、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、

課題を発見するための訓練の実施にも努めるとともに、訓練のシナリオに緊急地

震速報を取り入れるなど、地震発生時の対応行動の習熟を図るよう努める。 

 

 

 

 

 

 

（１）（略） 

（２）実地訓練 

 地震災害の発生を想定し、災害応急対策を実地に行う。 

ア 総合防災訓練 

県又は市町は、防災関係機関及び広域応援協定締結自治体と連携して、地

域防災計画の習熟、防災体制の確立、防災技術の向上及び住民の防災意識の

高揚等を図ることを目的に、防災関係機関の参加及び学校、自主防災組織、

地域住民等の地域に関係する多様な主体の協力を得て、水防、消防、避難、

救出・救助、通信、輸送、応急復旧、福祉避難所開設・運営、災害ボランテ

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 通訳業務（観光部局） 

 オ その他専門的な技術、知識を要する業務（生活環境部局等） 

カ その他の業務（生活環境部局等） 

 

 

第５節 防災訓練の充実 

１（略） 

２ 防災訓練計画 

県、市町、防災関係機関及び事業所等は、地震災害予防の万全を期するため、

単独又は共同して、次に定めるところにより防災訓練を行う。 

なお、訓練を行うにあたっては、訓練の目的を具体的に設定したうえで、訓練参

加者、使用する器材及び冬季や夜間といった実施時間、地域の災害リスク等の訓

練環境などについて具体的な設定を行うよう努める。この際、各機関の救援活動

等の連携強化に留意する。 

また、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の多様なニーズ

に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めると

ともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努め

ることに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよ

う努めるものとする。 

さらに、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓

練の実施にも努めるとともに、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるな

ど、地震発生時の対応行動の習熟を図るよう努める。 

（１）（略） 

（２）実地訓練 

 地震災害の発生を想定し、災害応急対策を実地に行う。 

ア 総合防災訓練 

県又は市町は、防災関係機関及び広域応援協定締結自治体と連携して、地

域防災計画の習熟、防災体制の確立、防災技術の向上及び住民の防災意識の

高揚等を図ることを目的に、防災関係機関の参加及び学校、自主防災組織、

地域住民等の地域に関係する多様な主体の協力を得て、水防、消防、避難、

救出・救助、通信、輸送、応急復旧、福祉避難所開設・運営、災害ボランテ
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現       行 修   正   案 備 考 

ィアセンター開設・運営等の各種の訓練を総合的に実施する。また、新型コ

ロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対

応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施する。 

イ～エ（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１（略） 

２ 県の活動体制 

（１）略） 

（２）地域防災計画に基づく防災活動要領（マニュアル）等の整備 

県の各部局長等は、地域防災計画の内容に基づき、災害時の応急対策活動

を円滑に行えるよう、災害発生時の職員の配備計画、連絡体制（動員伝達系

統）、担当業務及び参集場所（登庁不能時を含む。）を盛り込んだ防災活動

要領（マニュアル）の整備を行う。 

なお、防災活動要領は、組織の改編や人事異動、地域防災計画の見直し等

の状況の変化に対応して毎年度検討を加え、必要がある場合は直ちに修正

し、４月末までに危機管理監に報告する。 

（３）～（８）（略） 

（９）受援計画の策定等 

 ア（略） 

 イ 県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員を迅速・的確に受け入れて

情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全

体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペ

ースの確保を行う。なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策とし

て、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務

スペースの適切な空間の確保に配慮するほか、応援職員の派遣に当たって

は、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

 

 

 ウ（略） 

（１０）～（１８）（略） 

３ 市町の活動体制 

（１）～（６）（略） 

（７）受援計画の策定等 

ィアセンター開設・運営等の各種の訓練を総合的に実施する。また、感染症

の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避

難所開設・運営訓練を積極的に実施する。 

 イ～エ（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１（略） 

２ 県の活動体制 

（１）（略） 

（２）地域防災計画に基づく防災活動要領（マニュアル）等の整備 

県の各部局長等は、地域防災計画の内容に基づき、災害時の応急対策活動

を円滑に行えるよう、災害発生時の職員の配備計画、連絡体制（動員伝達系

統）、担当業務及び参集場所（登庁不能時を含む。）を盛り込んだ防災活動

要領（マニュアル）の整備を行う。 

なお、防災活動要領は、組織の改編や人事異動、地域防災計画の見直し等

の状況の変化に対応して毎年度検討を加え、必要がある場合は直ちに修正

し、４月末までに危機管理部長に報告する。 

（３）～（８）（略） 

（９）受援計画の策定等 

 ア（略） 

 イ 県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員を迅速・的確に受け入れて

情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全

体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペ

ースの確保を行う。なお、感染症対策として、会議室のレイアウトの工夫や

テレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配

慮するほか、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理等を徹底す

る。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援

職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設

の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な施設等の

リスト化に努めるものとする。 

 ウ（略） 

（１０）～（１８）（略） 

３ 市町の活動体制 

（１）～（６）（略） 

（７）受援計画の策定等 
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 ア（略） 

イ 市町は、国や他の地方公共団体等からの応援職員を迅速・的確に受け入れ

て情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内

全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務ス

ペースの確保を行う。なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策と

して、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執

務スペースの適切な空間の確保に配慮するほか、応援職員の派遣に当たって

は、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

（８）～（１６）（略） 

４～５（略） 

 

第７節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ

－ＬＴＥ）、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

（２）市町の整備 

市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（ＪＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを含

む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安

全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災

害情報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確

保に努める。 

（３）～（６）（略） 

３ 石川県総合防災情報システム 

 県は、災害時の災害情報を共有し、的確な意思決定を図るため、県庁内防災関

係課、出先機関、市町、消防本部、国等の防災関係機関（各防災拠点）をネット

ワークで結んだ「石川県総合防災情報システム」を整備し、災害情報の収集、伝

達に努めるものとする。 

また各機関が横断的に共有すべき防災情報をＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通

ネットワーク）に集約できるよう努める。 

 ア（略） 

イ 市町は、国や他の地方公共団体等からの応援職員を迅速・的確に受け入れ

て情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内

全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務ス

ペースの確保を行う。なお、感染症対策として、会議室のレイアウトの工夫

やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に

配慮するほか、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク

着用等を徹底する。 

（８）～（１６）（略） 

４～５（略） 

 

第７節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全モバイルシス

テム、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

（２）市町の整備 

市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（ＪＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを含

む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安

全モバイルシステム、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災害情

報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確保に

努める。 

（３）～（６）（略） 

３ 石川県総合防災情報システム 

県は、災害時の災害情報を共有し、的確な意思決定を図るため、県庁内防災関

係課、出先機関、市町、消防本部、国等の防災関係機関（各防災拠点）をネット

ワークで結んだ「石川県総合防災情報システム」を整備し、災害情報の収集、伝

達に努めるものとする。 

また各機関が横断的に共有すべき防災情報を総合防災情報システム（ＳＯＢＯ

－ＷＥＢ）に集約できるよう努める。 
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石川県総合防災情報システム 

 

 （略） 

 ・河川情報システム 

（略） 

 

４（略） 

 

第８節 消防力の充実、強化 

１～３（略）  

４ 消防力の強化 

（１）～（２）（略） 

（３）消防団の活性化 

   市町長は、地域における消防防災の中核として活躍し、有事の際の国民保

護等ますます重要な役割が期待されている消防団の大規模災害等への対応

力を強化し、施設・装備の充実、処遇の改善、及び知識・技能の向上のため

の教育訓練体制の充実を図る。 

また、消防団については、団員の条例定数確保を当面の目標とし、女性消

防団員の入団促進、事業所の消防団活動への理解促進、将来の消防の担い手

となる子どもに対する啓発等を推進するとともに、機能別団員制度の導入を

検討するなど、地域ぐるみで活性化を図る。 

（４）～（５）（略） 

５ 消防機械器具の点検整備と出動計画等 

市町長は、消防機関に消防機械器具の点検整備をさせるとともに、次の事項

についてあらかじめ計画を定めておく。 

 

（１）～（２）（略） 

６～８（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 避難体制の整備 

１ 基本方針 

市町は、建物倒壊及び出火、延焼、津波等の災害、新型コロナウイルス感染

症を含む感染症対策等を踏まえ、災害の危険が切迫した緊急時において安全が

石川県総合防災情報システム 

 

 （略） 

 ・河川総合情報システム 

（略） 

 

４（略） 

 

第８節 消防力の充実、強化 

１～３（略） 

４ 消防力の強化 

（１）～（２）（略） 

（３）消防団の活性化 

市町長は、地域における消防防災の中核として活躍し、有事の際の国民保

護等ますます重要な役割が期待されている消防団の充実強化に向けて、大規

模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、必

要な資格の取得など実践的な教育訓練体制の充実を図る。 

また、消防団については、団員の条例定数確保を当面の目標とし、女性消

防団員の入団促進、事業所の消防団活動への理解促進、将来の消防の担い手

となる子どもに対する啓発等を推進するとともに、機能別団員制度の導入を

検討するなど、地域ぐるみで活性化を図る。 

（４）～（５）（略） 

５ 消防機械器具の点検整備と出動計画等 

市町長は、消防機関に大規模地震や津波災害など多様な災害にも対応する消

防ポンプ自動車等の消防機械器具の点検整備をさせるとともに、次の事項につ

いてあらかじめ計画を定めておく。 

（１）～（２）（略） 

６～８（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 避難体制の整備 

１ 基本方針 

市町は、建物倒壊及び出火、延焼、津波等の災害、感染症対策等を踏まえ、

災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及
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確保される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要十分な

指定避難所並びに避難路について、管理者の同意を得た上で、必要な数・規模

の施設等をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等に

ついて、町内会、自主防災組織等を通じて住民に周知徹底を図るとともに、災

害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームペ

ージやアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。防災に関する諸活動

の推進に当たり、公共用地の有効活用を図る。 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

 ア～オ（略） 

カ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、

子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電

や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋

式トイレなど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施

設・設備や相談等の支援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指

定避難所の電力容量の拡大に努めること。 

キ～ス（略） 

セ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生

した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携

して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用も含めて検討するよう努める。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

び避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所並びに避難路につい

て、管理者の同意を得た上で、必要な数・規模の施設等をあらかじめ指定し、

平常時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等について、

町内会、自主防災組織等を通じて住民に周知徹底を図るとともに、災害時に指

定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやア

プリケーション等の多様な手段の整備に努める。防災に関する諸活動の推進に

当たり、公共用地の有効活用を図る。 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

 ア～オ（略） 

 カ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めること。備蓄

品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホ

ールトイレ、マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギ

ーによる発電や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話・衛星通信を活用し

たインターネット機器等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど高齢者、

障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施設・設備や相談等の支

援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指定避難所の電力容量の

拡大に努めること。 

 キ～ス（略） 

セ 感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時か

ら防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや

旅館等の活用も含めて検討するよう努める。 

ソ 市町は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じ

て実施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施

主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、個

人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努めるも

のとする。 

タ 市町村（都道府県）は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避

難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実
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（新設） 

 

 

 

 

（３）～（４）（略） 

３～７（略） 

８ 情報連絡体制の整備 

保健所は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に

備えて、平常時から、管内の市町の防災担当部局との連携の下、ハザードマッ

プ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努

める。また、市町の保健福祉担当部局、防災担当部局との連携の下、自宅療養

者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、

自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。 

 

 

 

 

第１１節 要配慮者対策 

１ 基本方針 

震災発生時には、乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難

病等の患者、高齢者、妊婦、外国人など災害に際して必要な情報を得ることや

迅速かつ適切な防災行動をとることが困難であり、災害の犠牲になりやすい人

々である要配慮者が被害を受ける可能性が高い。 

このため、県、市町及び社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、災害から要配慮者を守るための防災対策の一層の充

実を図る。 

２～５（略） 

 

第１２節 緊急輸送体制の整備 

１～４（略） 

５ 民間事業者等の活用 

情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための

拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるもの

とする。 

チ 県及び市町は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する

場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのス

ペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努めるも

のとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車

中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 

（３）～（４）（略） 

３～７（略） 

８ 情報連絡体制の整備 

保健所等は、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症を

含む。）発生時における自宅療養者等の被災に備えて、災害発生前から、管

内の市町の防災担当部局との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療

養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努める。また、市町の

保健福祉担当部局、防災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難の確保

に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者等

に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。これらのことが円

滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症等発生前から関係機関との調

整に努めるものとする。 

 

第１１節 要配慮者対策 

１ 基本方針 

震災発生時には、乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難

病等の患者、高齢者、妊婦、食物アレルギーのある人、外国人など災害に際し

て必要な情報を得ることや迅速かつ適切な防災行動をとることが困難であり、

災害の犠牲になりやすい人々である要配慮者が被害を受ける可能性が高い。 

このため、県、市町及び社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、災害から要配慮者を守るための防災対策の一層の充

実を図る。 

２～５（略） 

 

第１２節 緊急輸送体制の整備 

１～４（略） 

５ 民間事業者等の活用 
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（１）～（２）（略） 

（３）県及び市町は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急

通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災、当該車両に対し

て緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等

に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普

及を図る。 

 

第１３節 医療体制の整備 

１（略） 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～カ（略） 

（新設） 

 

 

 

キ～サ（略） 

（２）～（７）（略） 

３～５（略） 

 

第１４節（略） 

 

第１５節 こころのケア体制の整備 

１（略） 

２ こころのケア実施体制の整備 

（１）（略） 

（２）市町 

ア 市町は、避難所における精神科救護所の設置について、あらかじめ避難所

管理者と協議しておく。 

イ（略） 

３～４（略） 

 

第１６節 食料及び生活必需品等の確保 

１ 基本方針 

住宅の被災等による食料及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や低

（１）～（２）（略） 

（３）県及び市町は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、あらかじめ緊

急通行車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び

普及を図る。 

 

 

 

第１３節 医療体制の整備 

１（略） 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～カ（略） 

キ 県は、保健医療福祉調整本部及び、地域保健医療福祉調整本部の運営支援

のため、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）のほか、都道府県や

その他の保健医療福祉活動に係る関係機関のチームの受け入れ体制を整備

しておく。 

ク～シ（略） 

（２）～（７）（略） 

３～５（略） 

 

第１４節（略） 

 

第１５節 こころのケア体制の整備 

１（略） 

２ こころのケア実施体制の整備 

（１）（略） 

（２）市町 

ア 市町は、避難所におけるＤＰＡＴ等が活動する救護所の設置について、あ

らかじめ施設管理者と協議しておく。 

イ（略） 

３～４（略） 

 

第１６節 食料及び生活必需品等の確保 

１ 基本方針 

  住宅の被災等による食料及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や低
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下等が起こった場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要であ

る。 

このため、県及び市町は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援

の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等も踏

まえて、発災直後から被災者に対して円滑に食料、飲料水、生活必需品、燃料、

ブルーシート、土のう袋その他の物資の供給が行われるよう物資の備蓄・調達

・輸送体制の整備を図るとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用

し、あらかじめ、備蓄物資や物資の拠点の登録に努める。なおこの際、要配慮

者への配慮及び食料の質の確保に留意する。 

また、女性の視点に立った支援物資の備蓄・供給（生理用品など）等の取り

組みを一層推進する。 

 

 

 

２～５（略） 

 

第１７節～第１８節（略） 

 

第１９節 公共施設災害予防 

１（略） 

２ 道路施設整備対策 

（１）（略） 

（２）橋梁の整備 

道路交通網の分断を防止するため、最新の仕様を準用して、緊急性の高い

ものから、落橋防止対策や橋脚の補強を行う。 

また、橋梁の新設に当たっては、最新の仕様を準用し、建設する。 

（３）～（４）（略） 

（新設） 

 

３～１１（略） 

 

第２０節 地盤災害予防 

１～７（略） 

８ 宅地造成地等災害予防 

（１）～（２）（略） 

下等が起こった場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要であ

る。 

このため、県及び市町は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援

の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等も踏

まえて、発災直後から被災者に対して円滑に食料、飲料水、生活必需品、燃料、

ブルーシート、土のう袋その他の物資の供給が行われるよう物資の備蓄・調達

・輸送体制の整備を図るとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用

し、あらかじめ、備蓄物資や物資の拠点の登録に努める。特に、交通の途絶等

により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送

が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとし、国〔消

防庁〕はこれを支援する。なおこの際、要配慮者への配慮及び食料の質の確保

に留意する。 

また、女性の視点に立った支援物資の備蓄・供給（生理用品など）等の取り

組みを一層推進する。 

２～５（略） 

 

第１７節～第１８節（略） 

 

第１９節 公共施設災害予防 

１（略） 

２ 道路施設整備対策 

（１）（略） 

（２）橋梁の整備 

   道路交通網の分断を防止するため、最新の仕様を準用して、緊急性の高い

ものから、落橋防止や橋脚の補強並びに架け替え等の対策を推進する。 

また、橋梁の新設に当たっては、最新の仕様を準用し、建設する。 

（３）～（４）（略） 

（５）アンダーパス部等の整備 

道路の冠水を防止するため、排水施設及び排水設備の補修等を推進する。 

３～１１（略） 

 

第２０節 地盤災害予防 

１～７（略） 

８ 宅地造成地等災害予防 

（１）～（２）（略） 
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（３）危険盛土等に対する措置 

盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土

については、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速や

かに撤去命令等の是正指導を行う。 

    なお、当該盛土について、対策が完了するまでの間に、市町において地

域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適

切な助言や支援を行う。 

 

   

 

９（略） 

 

第２１節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）危険盛土等に対する措置 

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛土等に関する調

査等を実施し、必要に応じ、把握した盛土等について安全性把握のための

詳細調査や経過観察等を行う。また、これらを踏まえ、危険が確認された

盛土等については、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づ

き、速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に伴う災害を防

止するために必要な措置を行う。 

    なお、当該盛土等について、対策が完了するまでの間に、市町において

地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、

適切な助言や支援を行う。 

９（略） 

 

第２１節（略） 
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第３章 災害応急対策計画 
 

 

第１節 初動体制の確立 

１（略） 

２ 災害対策本部設置等に係る配備体制及びその基準等 

  石川県災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の設置等に係る配備

体制及びその基準等（以下「配備体制及びその基準等」という。）は、次のと

おりとする。 

配備体制及びその基準等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
 

 

第１節 初動体制の確立 

１（略） 

２ 災害対策本部設置等に係る配備体制及びその基準等 

  石川県災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の設置等に係る配備

体制及びその基準等（以下「配備体制及びその基準等」という。）は、次のと

おりとする。 

配備体制及びその基準等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 19 - 

現       行 修   正   案 備 考 

３ 通報連絡体制及び県職員の動員 

（１）通報連絡体制 

ア 知事は、県内に震度３以上の地震が発生したときは、次の通報連絡体系に

より直ちに非常通報を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ（略） 

 ウ 毎年度、新たに策定(変更を含む。)した職員の配備計画及び動員伝達系統

を毎年度４月末までに危機管理監に報告する。 

（２）（略） 

（３）職員の動員 

 ア 注意配備体制及び警戒配備体制の場合 

２の「配備体制及びその基準等」による注意配備体制又は警戒配備体制に

なったときは、危機管理監室職員及びあらかじめ定められた動員対象職員

は、速やかに登庁する。 

 イ（略） 

４ 災害対策本部 

（１）～（６）（略） 

（７）災害対策本部の組織、編成 

 ア～イ（略） 

 ウ 災害対策本部には、部及び班を設け、部に部長を、班に班長を置く。 

３ 通報連絡体制及び県職員の動員 

（１）通報連絡体制 

ア 知事は、県内に震度３以上の地震が発生したときは、次の通報連絡体系に

より直ちに非常通報を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ（略） 

 ウ 毎年度、新たに策定(変更を含む。)した職員の配備計画及び動員伝達系統

を毎年度４月末までに危機管理部長に報告する。 

（２）（略） 

（３）職員の動員 

 ア 注意配備体制及び警戒配備体制の場合 

２の「配備体制及びその基準等」による注意配備体制又は警戒配備体制に

なったときは、危機管理部職員及びあらかじめ定められた動員対象職員は、

速やかに登庁する。 

 イ（略） 

４ 災害対策本部 

（１）～（６）（略） 

（７）災害対策本部の組織、編成 

 ア～イ（略） 

 ウ 災害対策本部には、部及び班、専門チームを設け、部に部長を、班に班長 
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エ 部長には本部員（各部局長）を充て、班長には各部局の各企画調整室次長

及び各課長を充てる。 

オ 本部員会議の庶務その他災害対策についての各部、各班の連絡等に関する

事項の処理に当たるため本部連絡員室を設置し、各部局の企画調整室次長等

を本部連絡員として、原則として本部連絡員室に勤務させる。 

また、部内各班の連絡を図るため、部内連絡員（各課課長補佐（総括））

を置く。 

カ 災害対策本部の円滑な運営を図るため、災害の規模に応じて、本部事務局

の人員増強を図るとともに、必要に応じて本部の運営を支援する班を設置す

る。 

 キ 災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を、専門チームにチーム長を置く。 

エ 部長には本部員（各部局長）を充て、班長には各部局の各企画調整室次長

及び各課長を、チーム長にはあらかじめ指定した職員を充てる。 

オ 本部員会議の庶務その他災害対策に関する事項の処理に当たるため本部

室を設置し、事務局等を置くほか、各部、各班の連絡等に関する事項の処理

に当たるため各部局の企画調整室次長等を本部連絡員として置く。 

また、部内各班の連絡を図るため、部内連絡員（各課課長補佐（総括））

を置く。 

カ 災害対策本部の円滑な運営を図るため、災害の規模に応じて、本部事務局

の人員増強を図るとともに、必要に応じて本部の運営を支援する班や専門チ

ームを設置する。 

 キ 災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 
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（８）（略） 

 

５ 現地災害対策本部 

（１）（略） 

（２）現地災害対策本部の組織、編成 

 ア～エ（略） 

オ 現地災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．現地本部長となる副本部長については、本部長が必要と認める場合は、

この表にかかわらず本部長が指名する者をもって充てる。 

また、現地本部員については、本部長が必要と認める場合は、危機管 

理部及び担当部（警察本部を除く）の職員の中から、本部長が指名す

る者をもって充てる。 

２．必要のある都度、協力班等の班を設置する。 

 

６～８（略） 

９ 受援体制の確立 

県及び市町は、災害時において、国、地方公共団体、民間企業等からの円滑

な支援を受けるため、受援体制を確立する。 

（１）知事の応援要請 

ア 指定行政機関等に対する応援要請 

県内における災害応急活動を的確かつ円滑に実施するために必要がある

と認めるとき、知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又

は指定公共機関若しくは指定地方公共機関等に対して、次の事項を明らかに

（８）（略） 

 

５ 現地災害対策本部 

（１）（略） 

（２）現地災害対策本部の組織、編成 

 ア～エ（略） 

オ 現地災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．現地本部長となる副本部長については、本部長が必要と認める場合は、

この表にかかわらず本部長が指名する者をもって充てる。 

また、現地本部員については、本部長が必要と認める場合は、危機管 

理部及び担当部（警察本部を除く。）の職員の中から、本部長が指名

する者をもって充てる。 

２．必要のある都度、協力班等の班を設置する。 

 

６～８（略） 

９ 受援体制の確立 

県及び市町は、災害時において、国、地方公共団体、民間企業等からの円滑

な支援を受けるため、受援体制を確立する。 

（１）知事の応援要請 

ア 指定行政機関等に対する応援要請 

県内における災害応急活動を的確かつ円滑に実施するために必要がある

と認めるとき、知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又

は指定公共機関若しくは指定地方公共機関等に対して、次の事項を明らかに
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し、応急措置の実施を要請する。 

上記の応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機

関又は関係指定地方行政機関は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急

対策を行う。 

 （ア）～（エ）（略） 

 （オ）その他必要な事項 

（参考）指定行政機関等との応援に関する協定等は、次のとおりである。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

①～②（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

し、応急措置の実施を要請する。 

上記の応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機

関又は関係指定地方行政機関は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急

対策を行う。 

 （ア）～（エ）（略） 

 （オ）その他必要な事項 

（参考）指定行政機関等との応援に関する協定等は、次のとおりである。 

① 通信設備の優先利用等に関する協定 

(本章第４節「通信手段の確保」参照) 

 

 

 

 

 

 ②～③（略） 

 ④ 災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 ⑤ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

⑥ 災害時の歯科医療救護に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

⑦ 災害時の医療救護等に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」及び第 12 章「健康管理活動」参照） 
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（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

③（略） 

（新設） 

 

 

 

 

イ～エ（略） 

（２）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

ア（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

⑧ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 19 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

⑨ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 19 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

⑩（略） 

⑪ 災害時における緊急用ＬＰガスの供給等に関する協定 

（本章第 23 節「生活必需品の供給」参照） 

 

 

 

イ～エ（略） 

（２）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

①（略） 

② 災害に係る情報発信等に関する協定 

(本章第６節「災害広報」参照) 

 

 

 

③ 災害時等における資機材の供給に関する協定 

           （本章第９節「避難誘導等」参照）  
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 イ～ウ（略） 

 

エ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

オ 災害時の歯科医療救護に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

カ 災害時の医療救護等に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」及び第 12 章「健康管理活動」参照） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④～⑤ 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

⑥ 石川ＤＭＡＴの出動に関する協定 

(本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照) 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～ク（略） 

（新設） 

 

 

 

 

⑦ 石川県における災害支援ナースの派遣に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧～⑨（略） 

⑩ 災害時の助産師による支援活動に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 
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（新設） 

 

 

 

 

ケ～セ（略） 

ソ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 19 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

タ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 19 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 チ（略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

ツ～ナ（略） 

（新設） 

 

 

 

ニ～ヌ（略） 

 

⑪ 災害時における支援活動に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

⑫～⑰（略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

⑱（略） 

⑲ 災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定 

（本章第 19 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

⑳ 災害時における復旧支援協力に関する協定 

（本章第 19 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

㉑～㉔（略） 

㉕ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

（本章第 20 節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

㉖～㉗（略） 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉘ 生活必需品の確保に関する協定 

（本章第 23 節「生活必需品の供給」参照） 
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 ネ（略） 

ノ 災害時における緊急用ＬＰガスの供給等に関する協定 

（本章第 23 節「生活必需品の供給」参照） 

 

 

 

ハ～ヘ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

ホ～ム（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉙（略） 

（削除） 

 

 

 

 

㉚～㉝（略） 

㉞ 災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

（本章第 25 節「輸送手段の確保」参照） 

 

 

 

㉟～㊳（略） 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メ～ヤ（略） 

ユ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 ヨ（略） 

㊴ 石川県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 

（本章第 27 節「防疫、保健衛生活動」参照） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊵～㊷（略） 

㊸ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 ㊹（略） 
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ラ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

リ（略） 

（新設） 

 

 

 

 ル（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 

号）第 252 条の 17 に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職

員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度を活用する。なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項

を明らかにする。 

 イ（略） 

（８）（略） 

１０ 広域応援協力体制 

県及び市町は、大規模な災害等が発生し、県下市町又は他の都道府県等が被災

した場合には、速やかに必要な応援体制を確立する。なお、職員を派遣する場合

は、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。 

（１）県 

知事は、県下市町はもとより、広域応援県市、又は他の被災都道府県等に

 ㊺ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

 ㊻ 災害時における廃棄物の処理に関する協定  

    （本章第 29 節「し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理」参照） 

 

 

 

㊼（略） 

 ㊽ 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する基本協定 

（本章第 30 節「住宅の応急対策」参照） 

 

  

㊾（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 

号）第 252 条の 17 に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職

員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度の活用も含めて検討する。なお、要請に当たっては、知事又は市町

長は次の事項を明らかにする。 

 イ（略） 

（８）（略） 

１０ 広域応援協力体制 

県及び市町は、大規模な災害等が発生し、県下市町又は他の都道府県等が被災

した場合には、速やかに必要な応援体制を確立する。なお、職員を派遣する場合

は、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。 

（１）県 

知事は、県下市町はもとより、広域応援県市、又は他の被災都道府県等に
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対し、速やかに広域応援協力が図れるよう次の措置を講ずる。 

（新設） 

 

 

 

 

ア 災害救援対策本部等の設置 

知事は、必要に応じて、災害救援対策本部を設置するとともに、災害情報

の収集に努め、派遣経路の確認と輸送手段を検討して、応援部隊の規模等を

決定する。また、災害救援対策本部は、応援部隊の派遣に係る支援や資材の

調達を行う。 

イ～エ（略） 

（２）（略） 

１１ 各防災関係機関の職員の勤務ローテーションの確立と健康管理 

（１）職員や家族の安否確認 

自宅又は自分がいる地域で相当規模の被害が予測される地震が発生した

場合には、原則として本人が所属の課、廨（人事担当者）へ報告する。報告

事項は、本人、家族及び家屋の被災状況とする。 

また、勤務中の災害時には、早期に、状況に応じて職員を交代で帰宅させ、

家族等の安否や被害状況の確認をさせるとともに、周辺の被災状況を調査し

報告させる。 

 

 

 

 

第２節 

１（略） 

２ ア 緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想さ

れる地域（緊急地震速報で用いる区域（＊））に対し、緊急地震速報（警報）を

発表する。また、最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上等と予想された

ときに、緊急地震速報（予報）を発表する。 

 なお、緊急地震速報（警報）のうち予想震度が６弱以上のものを特別警報に位

置付けている。 

 

対し、速やかに広域応援協力が図れるよう次の措置を講ずる。 

ア 県下市町が被災した場合（人的支援チームの設置） 

知事は、必要に応じて、人的支援チームを設置するとともに、災害情報の

収集に努め、派遣経路の確認と輸送手段を検討して、応援部隊の規模等を決

定する。また、人的支援チームは、県及び県内市町から被災市町への応援部

隊の派遣調整に加え、他の都道府県等からの応援部隊の受入調整も行う。 

イ 他の都道府県が被災した場合（災害救援対策本部等の設置） 

知事は、必要に応じて、災害救援対策本部を設置するとともに、災害情報

の収集に努め、派遣経路の確認と輸送手段を検討して、応援部隊の規模等を

決定する。また、災害救援対策本部は、応援部隊の派遣に係る支援や資材の

調達を行う。 

 ウ～オ（略） 

（２）（略） 

１１ 各防災関係機関の職員の勤務ローテーションの確立と健康管理 

（１）職員や家族の安否確認 

   災害対策本部を設置する地震が発生した場合には、各所属の連絡体制に基

づき、職員及び職員の家族、家屋の被災状況を確認し、人事担当者に情報を

集約する。 

なお、県外で相当規模の被害が予測される地震が発生した場合には、原則

として本人が所属の課、廨（人事担当者）へ報告する。報告事項は、本人、

家族の被災状況とする。 

また、勤務中の災害時には、早期に、状況に応じて職員を交代で帰宅させ、

家族等の安否や被害状況の確認をさせるとともに、周辺の被災状況を調査し

報告させる。 

 

第２節（略） 

１（略） 

２ ア 緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上または長周期地震動階級３以上の揺れが予想され

た場合に、震度４以上または長周期地震動階級３以上が予想される地域（緊急地

震速報で用いる区域（＊））に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。また、

最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上もしくは長周期地震動階級１以上

等と予想されたときに、緊急地震速報（予報）を発表する。 

 なお、緊急地震速報（警報）のうち震度６弱以上または長周期地震動階級４の

揺れが予想される場合のものを特別警報に位置付けている。 
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（略） 

３～６ （略） 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集・連絡 

ア 県 

（ア）～（イ）（略） 

（ウ）市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報は、市町等から

情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の情報を含めて、被害

規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告を行うことができな

くなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機

材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽くして積極的

に情報収集を行い、これらの情報を消防庁に報告する。また、必要に応じ、

関係省庁及び関係地方公共団体に報告する。 

（エ） 

 イ～ウ（略） 

（２）（略） 

（３）災害情報収集に係る各機関の実施事項等 

ア 県等 

（ア）県（本庁）・県教育委員会 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 被害状況等の情報収集は、市町から行うことを原則とするが、緊急に現

地の被害状況を把握する必要がある場合は、消防救急無線等を利用し、情

報を収集する。 

また、区域内の市町において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の

報告が十分なされていないと判断する場合等にあっては、調査のための職

員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用

により、あらゆる手段を尽くして被害情報等の把握に努める。なお、収集

した情報は、内容に応じて市町に伝達する。 

ｅ（略） 

（イ）（略） 

 イ～カ（略） 

（４）～（８）（略） 

（略） 

３～６ （略） 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集・連絡 

ア 県 

（ア）～（イ）（略） 

（ウ）市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報は、市町等から

情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の情報を含めて、被害

規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告を行うことができな

くなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、無人航空機、高所

監視カメラ等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段

を尽くして積極的に情報収集を行い、これらの情報を消防庁に報告する。

また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に報告する。 

（エ） 

 イ～ウ（略） 

（２）（略） 

（３）災害情報収集に係る各機関の実施事項等 

ア 県等 

（ア）県（本庁）・県教育委員会 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 被害状況等の情報収集は、市町から行うことを原則とするが、緊急に現

地の被害状況を把握する必要がある場合は、消防等の実動機関とも連携

し、情報を収集する。 

また、区域内の市町において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の

報告が十分なされていないと判断する場合等にあっては、調査のための職

員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用

により、あらゆる手段を尽くして被害情報等の把握に努める。なお、収集

した情報は、内容に応じて市町に伝達する。 

ｅ（略） 

（イ）（略） 

 イ～カ（略） 

（４）～（８）（略） 
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４（略） 

 

第４節 通信手段の確保 

通信手段の確保のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

４（略） 

 

第４節 通信手段の確保 

通信手段の確保のフロー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 
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  県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消

火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対

策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地

対策本部と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急

対策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報

（ノータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者

などの参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な

運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。必要に応じ、自衛隊

による局地情報提供に関する調整を行う。 

 

 

 

第６節～第８節（略） 

 

第９節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア 避難所の開設が必要な場合は、市町地域防災計画及び避難所運営マニュア

ルの定めるところにより、地元警察署等と十分連絡を図り、あらかじめ施設

の安全性を確認した上で、避難所を開設する。災害の規模にかんがみ、必要

な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努める。なお、市町のみでは

困難なときは、県に応援を要請する。特定の指定避難所に避難者が集中し、

収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努め

る。 

   また、二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努めるほか、避

難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持

することの適否を検討するものとする。 

県及び市町、被災地において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の

発生、拡大が見られる場合は、防災部局と保健福祉部局が連携して、感染対

策として必要な措置を講じるよう努める。また、自宅療養者等が避難所に避

難する可能性を考慮し、あらかじめ、市町の保健福祉担当部局、防災担当部

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消

火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対

策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地

対策本部と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急

対策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報

（ノータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者

などの参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な

運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。調整に当たっては、

必要に応じ、政府本部又は官邸対策室等との連携の下、航空機運用総合調整

システム（ＦＯＣＳ）を活用するものとする。また、必要に応じ、自衛隊に

よる局地情報提供に関する調整を行う。 

 

第６節～第８節（略） 

 

第９節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

ア 避難所の開設が必要な場合は、市町地域防災計画及び避難所運営マニュア

ルの定めるところにより、地元警察署等と十分連絡を図り、あらかじめ施設

の安全性を確認した上で、避難所を開設する。災害の規模にかんがみ、必要

な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努める。なお、市町のみでは

困難なときは、県に応援を要請する。特定の指定避難所に避難者が集中し、

収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努め

る。 

   また、二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努めるほか、避

難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持

することの適否を検討するものとする。 

県及び市町、被災地において、感染症の発生、拡大が見られる場合は、防

災部局と保健福祉部局が連携して、感染対策として必要な措置を講じるよう

努める。また、自宅療養者等が避難所に避難する可能性を考慮し、あらかじ

め、市町の保健福祉担当部局、防災担当部局及び保健所との間で、情報共有



 - 35 - 

現       行 修   正   案 備 考 

局及び保健所との間で、情報共有の内容、情報の伝達方法などについて、検

討・調整を行い、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

 イ～エ（略） 

オ 避難所の運営 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

カ 仮設トイレの設置 

市町は、避難所の状況により仮設トイレやマンホールトイレなどを設置管

理する。その確保が困難な場合は、県があっせん等を行う。また、女性用の

仮設トイレや高齢者向けの洋式トイレの設置など、女性や高齢者、障害者等

の利用に配慮した避難所運営に努める。 

なお、トイレの日常管理は、避難所の既設トイレも含めて、避難者やボラ

ンティア等が自主的な管理運営を行うようルールづくりを指導する。 

 

 

 

 

 

 

キ～セ（略） 

の内容、情報の伝達方法などについて、検討・調整を行い、避難所の運営に

必要な情報を共有するものとする。 

イ～エ（略） 

オ 避難所の運営 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッ

ドを設置するよう努めるとともに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定

期的な情報交換や避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人

材の確保・育成に努める。 

○ 市町は、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策

を講じるものとする。 

○ 市町は、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施

設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、歯科医師、保健師、看護

師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、

配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や指定避難

所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗

濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を

講じるよう努めるものとする。 

（略） 

 

カ 仮設トイレの設置 

   市町は、避難所の状況により仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置

するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適な

トイレの設置に配慮するよう努めるものとする。その確保が困難な場合は、

県があっせん等を行う。 

  災害時等における資機材の供給に関する協定 

 

 

 

また、女性用の仮設トイレや高齢者向けの洋式トイレの設置など、女性や

高齢者、障害者等の利用に配慮した避難所運営に努める。 

なお、トイレの日常管理は、避難所の既設トイレも含めて、避難者やボラ

ンティア等が自主的な管理運営を行うようルールづくりを指導する。 

キ～セ（略） 
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ソ ペット動物の飼育場所の確保等 

市町は、必要に応じて、ペット動物のための避難スペースの確保等に努め

るとともに、ペットの一時預かり等必要な支援を獣医師会や動物取扱業者等

から受けられるよう、連携に努める。 

 

 

 

（２）（略） 

８～９（略） 

１０ 避難所外避難者対策 

   市町は、町内会や自主防災組織、消防団、ＮＰＯやボランティア等と連携

して、やむを得ず避難所に滞在することができない車中避難者を含む避難所

外避難者に係る情報の把握に努めるとともに、こうした避難者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サ

ービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努める。 

特に、車中避難者に対して、エコノミークラス症候群に対する注意喚起と

その予防法について積極的に情報提供するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０節（略） 

 

第１１節 災害医療及び救急医療 

１～２(略) 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

ソ ペット動物の飼育場所の確保等 

市町は、必要に応じて、被災者支援等の観点からペット動物のための避難

スペースの確保等に努めるとともに、ペットの一時預かり等必要な支援を獣

医師会や動物取扱業者等から受けられるよう、連携に努める。 

また、指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者につい

て、適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含

む避難状況等の把握に努めるものとする。 

（２）（略） 

８～９（略） 

１０ 避難所外避難者対策 

   市町は、町内会や自主防災組織、消防団、ＮＰＯやボランティア等と連携

して、やむを得ず避難所に滞在することができない車中避難者を含む避難所

外避難者に係る情報の把握に努めるとともに、こうした避難者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サ

ービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努める。 

   特に、車中避難者に対して、エコノミークラス症候群に対する注意喚起と

その予防法について積極的に情報提供するよう努める。 

   在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な

物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者

支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとす

る。 

   車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行う

ためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ

物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を車中泊避難を

行うためのスペースの避難者に対しても提供するものとする。この際、車中

泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めるものと

する。 

 

第１０節（略） 

 

第１１節 災害医療及び救急医療 

１～２(略) 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 
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（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 医療救護班の派遣 

 （ア）～（イ）（略） 

 （ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、日本医

師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進機構、

国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本災害歯科支

援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関係団体に、

医療救護班の派遣を要請する。 

 

 

（エ）～（オ）（略） 

オ～カ（略） 

（３）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 医療救護班の派遣 

 （ア）～（イ）（略） 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、災害支援ナースや、他

の都道府県、日本医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域

医療機能推進機構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協

会、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、

日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支

援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）等の医療関係団体に、医療救護班の派遣を要

請する。 

（エ）～（オ）（略） 

オ～カ（略） 

（３）（略） 

（４）災害支援ナースの派遣 

 ア 下記の病院は、県から「石川県における災害支援ナースの派遣に関する協

定」に基づく派遣要請があったときは、災害支援ナースを派遣し、医療救護

活動を行う。 

 イ 公益社団法人石川県看護協会は、県から災害支援ナースの派遣要請があっ

たときは、「災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定」に基づき、派

遣のための調整を行う。 
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（新設） 

 

 

 

（４）～（１２）（略） 

（新設） 

 

   石川県における災害支援ナースの派遣に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定 

 

 

 

（５）～（１３）（略） 

（１４）一般社団法人石川県助産師会 

  石川県助産師会は、県から「災害時の助産師による支援活動に関する協定」
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～８（略） 

９ 他県等からの医薬品等の受入体制 

  県災害対策本部は、他県等からの輸送医薬品等の受入窓口及び積載場所を被

災地に近い保健所に設置し、公益社団法人石川県薬剤師会の協力により、

医薬品等の保管管理及び供給を行う。 

 

 

１０～１２（略） 

 

第１２節 健康管理活動 

１～２（略） 

３ 健康管理活動従事者の派遣体制 

（１）（略） 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

（新設） 

 

（３）（略） 

４（略） 

第１３節～第１４節（略） 

に基づく派遣要請があったときは、助産師または助産師班を派遣し、助産師の

指揮、妊産婦に対する応急救護活動などを実施する。 

   災害時の助産師による支援活動に関する協定 

 

 

 

（１５）一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会 

一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会は、県から「災害時における支援活

動に関する協定」基づく派遣要請があったときは、臨床衛生検査技師または臨

床衛生検査技師班を派遣し、避難所等における健康管理のための検査や病院検

査室における診療支援などを実施する。 

   災害時における支援活動に関する協定 

 

 

 

４～８（略） 

９ 他県等からの医薬品等の受入体制 

  県災害対策本部は、他県等からの輸送医薬品等の受入窓口及び積載場所を被

災地に近い保健所もしくは公益社団法人石川県薬剤師会に設置し、そこから被

災地である市町災害対策本部又は市町保健センターに運送して保管する。 

また、公益社団法人石川県薬剤師会の協力により、医薬品等の保管管理及び

供給を行う。 

１０～１２（略） 

 

第１２節 健康管理活動 

１～２（略） 

３ 健康管理活動従事者の派遣体制 

（１）（略） 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 県は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感

染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請する。 

（３）（略） 

４（略） 

第１３節～第１４節（略） 
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第１５節 災害救助法の適用 

１～７（略） 

別紙 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

令和５年４月１日現在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５節 災害救助法の適用 

１～７（略） 

別紙 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

令和７年４月１日現在 
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第１６節（略） 

 

第１７節 行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬 

１～５（略） 

６ 警察の措置 

（１）身元不明者に対する措置 

警察は、知事又は市町長と緊密に連携し、県、市町の行う身元不明者の措

置について協力する。 

なお、必要に応じ、医師等の協力を得て、遺体の検視・死体調査、身元確

認等を行う。 

また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６節（略） 

 

第１７節 行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬 

１～５（略） 

６ 警察の措置 

（１）身元不明者に対する措置 

警察は、知事又は市町長と緊密に連携し、県、市町の行う身元不明者の措

置について協力する。 

なお、必要に応じ、医師、歯科医師等の協力を得て、遺体の検視・死体調

査、身元確認等を行う。 

また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行え
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るよう県、市町、指定公共機関等と密接に連携する。 

（２）（略） 

７～８（略） 

 

第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１ 基本方針 

電力施設、通信施設、都市ガス施設、下水道施設のライフライン施設は、地

震により被害を受けた場合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大きな

障害となるおそれがある。 

このため、これらの施設管理者及び関係機関は、発災後直ちに、専門技術を

もつ人材を活用して、緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把

握し、応急措置を講ずるとともに、早期の復旧に努める。 

また、県及び市町は、情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフ

ライン施設等の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応

じ、情報提供に努める。 

さらに、国が開催する現地作業調整会議において、実動部隊の詳細な調整を

行い、ライフライン施設の速やかな応急復旧を図る。 

 

 

２～４（略） 

５ 下水道施設 

下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７）（略） 

（８）応援体制 

  被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

  ◯「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール（平成 20 年 7 月 15

日）」 

  ◯「「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール」に基づく石川県

内における応援連絡体制（平成 21 年 4 月 1 日）」 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定（令和 6 

年 1 月 1 日）」 

 

 

るよう県、市町、指定公共機関等と密接に連携する。 

（２）（略） 

７～８（略） 

 

第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１ 基本方針 

  電力施設、通信施設、都市ガス施設、下水道施設のライフライン施設は、災

害により被害を受けた場合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大きな

障害となるおそれがある。 

このため、これらの施設管理者及び関係機関は、発災後直ちに、専門技術を

もつ人材を活用して、緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把

握し、応急措置を講ずるとともに、早期の復旧に努める。あわせて、道路管理

者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と生活インフラの連

携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化を図る。 

また、県及び市町は、情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフ

ライン施設等の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応

じ、情報提供に努める。 

さらに、国が開催する現地作業調整会議において、実動部隊の詳細な調整を

行い、ライフライン施設の速やかな応急復旧を図る。 

２～４（略） 

５ 下水道施設 

下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７）（略） 

（８）応援体制 

  被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

  ◯「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール（平成 20 年 7 月 15

日）」 

  ◯「「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール」に基づく石川県

内における応援連絡体制（平成 21 年 4 月 1 日）」 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定（令和 6 

年 1 月 1 日）」 
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（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第２０節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

ア 被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路

ネットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについ

ては、下記の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な応

急復旧に努める。 

①～⑤（略） 

（新設） 

 

 

（３）（略） 

３～９（略） 

 

第２１節 給水活動 

１～２（略） 

３ 応急給水活動 

円滑に応急給水するため、県、市町（水道事業者）及び自主防災組織は、そ

れぞれ次の役割と責任で給水活動を実施する。 

（１）県 

ア 被災市町から飲料水及び応急給水するための資機材等のあっせんの要請

があったときは、直ちに（一社）日本水道協会石川県支部と調整し、近隣市

町等に対して協力要請を行う。 

また、必要なときは、自衛隊や隣接県等へ応援を要請する。 

  ◯「災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定」 

 

 

◯「災害時における復旧支援協力に関する協定」 

 

 

 

 

第２０節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路ネ

ットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについては、

下記の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な応急

復旧に努める。 

（ア）～（オ）（略） 

（カ）災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

（３）（略） 

３～９（略） 

 

第２１節 給水活動 

１～２（略） 

３ 応急給水活動 

円滑に応急給水するため、県、市町（水道事業者）及び自主防災組織は、そ

れぞれ次の役割と責任で給水活動を実施する。 

（１）県 

ア 被災市町から飲料水及び応急給水するための資機材等のあっせんの要請

があったときは、直ちに（一社）日本水道協会石川県支部と調整し、近隣市

町等に対して協力要請を行う。 

また、必要なときは、自衛隊や隣接県、下記協定締結団体等へ応援を要請 
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（新設） 

 

 

 

イ～ウ（略） 

（２）～（３）（略） 

４～５（略） 

 

第２２節 食料の供給 

１～２（略） 

３ 主食の供給 

（１）災害救助用米穀の確保 

 ア 米穀の引渡し要請 

県及び市町は、米穀の調達・供給を緊急に行う必要が生じた場合には、そ

の供給必要量及 び受入れ体制について、北陸農政局と十分な連絡を取りつ

つ、農林水産省農産局に引渡し要請を行う。 

イ 受託事業体への引渡し指示 

農林水産省農産局は、県及び市町から米穀の引渡し要請を受けたときは、

受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引渡人に災害救助用米穀を引

渡すよう指示する。 

災害等非常時における政府所有米穀の引渡要請の連絡先 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

４～６（略） 

 

第２３節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

 ア（略） 

イ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に

する。 

災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定 

 

 

 

 イ～ウ（略） 

（２）～（３）（略） 

４～５（略） 

   

第２２節 食料の供給 

１～２（略） 

３ 主食の供給 

（１）災害救助用米穀の確保 

 ア 米穀の引渡し要請 

県及び市町は、米穀の調達・供給を緊急に行う必要が生じた場合には、そ

の供給必要量及 び受入れ体制について、北陸農政局と十分な連絡を取りつ

つ、農林水産省農産局長に引渡し要請を行う。 

イ 受託事業体への引渡し指示 

農林水産省農産局長は、県及び市町から米穀の引渡し要請を受けたときは、

受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引渡人に災害救助用米穀を引

渡すよう指示する。 

災害等非常時における政府所有米穀の引渡要請の連絡先 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

４～６（略） 

 

第２３節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

ア（略） 

イ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に
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現       行 修   正   案 備 考 

必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含め

るなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニ

ーズの違いに配慮する。 

ウ（略） 

（２）情報の提供 

県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４ 物資の輸送拠点（配送）の確保と運営 

（１）～（４）（略） 

（新設） 

 

 

５（略） 

 

第２４節（略） 

 

第２５節 輸送手段の確保 

１～３（略） 

４ 要員、物資輸送車両等の確保 

（１）（略） 

（２）陸路輸送 

災害対策要員や救助物資、復旧資材、救助物資等の輸送を自動車等により

行う場合は、それぞれ災害応急対策責任者が所属の自動車等で陸路輸送を実

施する。 

災害応急対策責任者が所属の自動車のみで十分な輸送が確保できないと

きは、次の協定により確保するほか、自動車運送業者との契約により、又は

車両の借上げによって緊急輸送を実施する。 

必要な物資や家庭動物の飼養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬

季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要

配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。 

 ウ（略） 

（２）情報の提供 

県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４ 物資の輸送拠点（配送）の確保と運営 

（１）～（４）（略） 

（５）県及び市町は、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効率的な運営を図る

ため、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確

保するよう努める。 

５（略） 

 

第２４節（略） 

 

第２５節 輸送手段の確保 

１～３（略） 

４ 要員、物資輸送車両等の確保 

（１）（略） 

（２）陸路輸送 

災害対策要員や救助物資、復旧資材、救助物資等の輸送を自動車等により

行う場合は、それぞれ災害応急対策責任者が所属の自動車等で陸路輸送を実

施する。 

災害応急対策責任者が所属の自動車のみで十分な輸送が確保できないと

きは、次の協定により確保するほか、自動車運送業者との契約により、又は

車両の借上げによって緊急輸送を実施する。 
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この場合において、契約した自動車運送業者は、一般客貨の輸送に優先し

て緊急輸送業務を行う。 

緊急輸送に従事する車両の円滑な運行を確保するため必要がある場合は、

公安委員会が道路区間を指定して一般車両の通行を禁止し、又は制限するほ

か、警察署長が臨時交通規制を行う。 

隣接県の道路について、この措置を必要とする場合は、石川県防災会議が

当該公安委員会に対して、道路区間及び期間を明示して一般車両の交通の禁

止又は制限を要請する。 

緊急輸送に従事する車両であることの確認は、知事又は公安委員会が行

い、所定の標章及び証明書を交付する。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 

（３）～（７）（略） 

５～６（略） 

 

第２６節 こころのケア活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町 

 ① 市町は、避難所に精神科救護所を設置する。 

 ②（略） 

３～５（略） 

 

第２７節 防疫、保健衛生活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（２）県 

ア～エ（略） 

オ 県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のため、必要

に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を被災地へ派遣する。 

この場合において、契約した自動車運送業者は、一般客貨の輸送に優先し

て緊急輸送業務を行う。 

緊急輸送に従事する車両の円滑な運行を確保するため必要がある場合は、

公安委員会が道路区間を指定して一般車両の通行を禁止し、又は制限するほ

か、警察署長が臨時交通規制を行う。 

隣接県の道路について、この措置を必要とする場合は、石川県防災会議が

当該公安委員会に対して、道路区間及び期間を明示して一般車両の交通の禁

止又は制限を要請する。 

緊急輸送に従事する車両であることの確認は、知事又は公安委員会が行

い、所定の標章及び証明書を交付する。 

（略） 

災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

 

 

 

（略） 

（３）～（７）（略） 

５～６（略） 

 

第２６節 こころのケア活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町 

 ① 市町は、避難所に救護所を設置する。 

 ②（略） 

３～５（略） 

 

第２７節 防疫、保健衛生活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（２）県 

ア～エ（略） 

オ 県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のため、必要

に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を被災地へ派遣する。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ～キ（略） 

（３）（略） 

３～７（略） 

 

 

 

 

  石川県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ～キ（略） 

（３）（略） 

３～７（略） 
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第２８節 ボランティア活動の支援 

１～２（略） 

３ ボランティア本部の機能 

 (1)（略） 

(2) ボランティアの募集及び誘導 

 災害対策本部又はボランティア現地本部から次のような業務の支援要請があ

ったときは、県、市町及び関係機関においてあらかじめ登録している防災ボラン

ティアに活動依頼をするほか、マスメディア等を用いて要請に対応するボランテ

ィアを募集し、適切な誘導を行うなど、県及び市町の各担当部局及び関係機関と

が連携して、その効果的な活用を図る。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 航空機、船舶、特殊車両等の操縦、運転業務（県民文化部局等） 

 オ 通訳業務（観光部局） 

 カ その他専門的な技術、知識を要する業務（県民文化部局等） 

キ その他の業務（県民文化部局等） 

４～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

 

災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

（略） 

  災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

 

 

 

第２８節 ボランティア活動の支援 

１～２（略） 

３ ボランティア本部の機能 

 (1)（略） 

(2) ボランティアの募集及び誘導 

 災害対策本部又はボランティア現地本部から次のような業務の支援要請があ

ったときは、県、市町及び関係機関においてあらかじめ登録している防災ボラン

ティアに活動依頼をするほか、マスメディア等を用いて要請に対応するボランテ

ィアを募集し、適切な誘導を行うなど、県及び市町の各担当部局及び関係機関と

が連携して、その効果的な活用を図る。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 通訳業務（観光部局） 

 オ その他専門的な技術、知識を要する業務（生活環境部局等） 

カ その他の業務（生活環境部局等） 

 

４～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

 

災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

（略） 

  災害ボランティア活動への支援に関する協定 
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第２９節 し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理 

１～４（略） 

５ 地震災害時における廃棄物の処理目標 

（１）（略） 

（２）産業廃棄物 

事業主は、震災時における産業廃棄物を処理するため、機械及び器具機材

等の処理体制をあらかじめ整備する。特に、有害廃棄物については、保管容

器を強固にするとともに、収集運搬処分経路を明確にしておく。 

６（略） 

７ 廃棄物の応急的処理 

市町は、おおむね次の方法により応急的な廃棄物の処理をする。 

（１）～（７）（略） 

（新設） 

 

 

 

８（略） 

 

第３０節～第３２節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９節 し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理 

１～４（略） 

５ 地震災害時における廃棄物の処理目標 

（１）（略） 

（２）産業廃棄物 

事業主は、震災時における産業廃棄物を処理するため、機械及び処理施設

等の処理体制をあらかじめ整備する。特に、有害廃棄物については、保管容

器を強固にするとともに、収集運搬処分経路を明確にしておく。 

６（略） 

７ 廃棄物の応急的処理 

市町は、おおむね次の方法により応急的な廃棄物の処理をする。 

（１）～（７）（略） 

  災害時における廃棄物の処理に関する協定 

 

 

 

８（略） 

 

第３０節～第３２節（略） 
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第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第４節（略） 

 

第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１～２（略） 

３ 生活相談 

（１）～（５）（略） 

（新設） 

 

４（略） 

５ 罹災証明の交付 

市町は、被災者の各種支援措置を早期に実施するため、地震発生後早期に罹

災証明の交付体制を確立し、被災者に罹災証明を交付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者

が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な

手法により実施する。 

早期に罹災証明の交付体制を確立するため、次の措置を講ずる。 

（１）被災市町だけで対応できない場合は、応援協定等に基づいて実施する。 

 

（新設） 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

６～１０（略） 

 

第６節～第７節（略） 
 

 
第５章（略） 

 

 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第４節（略） 

 

第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１～２（略） 

３ 生活相談 

（１）～（５）（略） 

（６）県及び市町は、総務省石川行政評価事務所が特別行政相談活動を実施する

場合において、連絡・調整を図り、協力する。 

４（略） 

５ 罹災証明の交付 

市町は、被災者の各種支援措置を早期に実施するため、地震発生後早期に罹

災証明の交付体制を確立し、被災者に罹災証明を交付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者

が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な

手法により実施する。 

早期に罹災証明の交付体制を確立するため、次の措置を講ずる。 

（１）被災市町だけで対応できない場合は、応援協定等に基づいて実施する。 

 

  災害時における住家被害認定調査等に関する協定 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

６～１０（略） 

 

第６節～第７節（略） 
 

 
第５章（略） 
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参考１－２ 

石川県地域防災計画（津波災害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

津波災害対策編 
 
 

（令和６年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

津波災害対策編 
                  
 

（令和７年修正） 
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第１章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会 

 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会、金沢エナジー株式会社、 

小松ガス株式会社 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 本県の特質と既往の津波災害 

 １（略） 

２ 社会的要因とその変化 

（１）～（６）（略） 

（７）新たな感染症への対策 

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感

染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイル

ス感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要が

ある。 

（８）（略） 

３ 石川県及びその周辺での津波の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 本県の特質と既往の津波災害 

 １（略） 

２ 社会的要因とその変化 

（１）～（６）（略） 

（７）新たな感染症への対策 

新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当たる職員

等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策

の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。 

 

（８）（略） 

 ３ 石川県及びその周辺での津波の発生状況 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※文献一覧 

※1～26（略） 

（新設） 

 

 

第５節（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※文献一覧 

※1～26（略） 

※27 災害時地震・津波報告 令和６年能登半島地震／気象庁（2024.9.9） 

 

 

第５節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～６（略） 

７ 災害教訓の伝承 

（１） 県及び市町は、能登半島地震など、過去に起こった災害の教訓や災害文

化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映

像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く

一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等を適切に保存するとともに、

その持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

 

第２節～第３節（略） 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１（略） 

２ 防災ボランティアの環境整備 

 防災ボランティアの活動には、無線通信、医療看護、建築物・宅地の危険度判

定等一定の知識、経験や特定の資格を要するものや、避難所における炊出し、清

掃作業等特に資格や経験を必要としないものがあるが、当面、次の業務に区分し、

被災者ニーズ等の情報提供を適切に行ったうえで、その効果的な活用が図られる

よう、県及び市町の各担当部局と関係機関とが連携して環境整備を行う。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 航空機、船舶、特殊車両等の操縦、運転業務（県民文化部局等） 

 オ 通訳業務（観光部局） 

 カ その他専門的な技術、知識を要する業務（県民文化部局等） 

キ その他の業務（県民文化部局等） 

 

第５節 防災訓練の充実 

１（略） 

 
 

第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～６（略） 

７ 災害教訓の伝承 

（１）県及び市町は、令和６年能登半島地震など、過去に起こった災害の教訓や

災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映

像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の

人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく

後世に伝えていくよう努める。 

 

第２節～第３節（略） 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１（略） 

２ 防災ボランティアの環境整備 

 防災ボランティアの活動には、無線通信、医療看護、建築物・宅地の危険度判

定等一定の知識、経験や特定の資格を要するものや、避難所における炊出し、清

掃作業等特に資格や経験を必要としないものがあるが、当面、次の業務に区分し、

被災者ニーズ等の情報提供を適切に行ったうえで、その効果的な活用が図られる

よう、県及び市町の各担当部局と関係機関とが連携して環境整備を行う。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 通訳業務（観光部局） 

 オ その他専門的な技術、知識を要する業務（生活環境部局等） 

カ その他の業務（生活環境部局等） 

 

 

第５節 防災訓練の充実 

１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

２ 防災訓練計画 

 県、市町、防災関係機関及び事業所等は、地震災害予防の万全を期するため、

単独又は共同して、次に定めるところにより防災訓練を行う。 

なお、訓練を行うにあたっては、訓練の目的を具体的に設定したうえで、訓練

参加者、使用する器材及び冬季や夜間といった実施時間、地域の災害リスク等の

訓練環境などについて具体的な設定を行うよう努める。この際、各機関の救援活

動等の連携強化に留意する。また、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、

課題を発見するための訓練の実施にも努める。 

 

 

 

 

 

 

（１）（略） 

 

 

（２）実地訓練 

 地震災害の発生を想定し、災害応急対策を実地に行う。 

ア 総合防災訓練 

県又は市町は、防災関係機関及び広域応援協定締結自治体と連携して、地

域防災計画の習熟、防災体制の確立、防災技術の向上及び住民の防災意識の

高揚等を図ることを目的に、防災関係機関の参加及び学校、自主防災組織、

地域住民等の地域に関係する多様な主体の協力を得て、水防、消防、避難、

救出・救助、通信、輸送、応急復旧、福祉避難所開設・運営、災害ボランテ

ィアセンター開設・運営等の各種の訓練を総合的に実施する。また、新型コ

ロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対

応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施する。 

イ～エ（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１（略） 

２ 県の活動体制 

（１）略） 

（２）地域防災計画に基づく防災活動要領（マニュアル）等の整備 

２ 防災訓練計画 

県、市町、防災関係機関及び事業所等は、地震災害予防の万全を期するため、

単独又は共同して、次に定めるところにより防災訓練を行う。 

なお、訓練を行うにあたっては、訓練の目的を具体的に設定したうえで、訓練

参加者、使用する器材及び冬季や夜間といった実施時間、地域の災害リスク等の

訓練環境などについて具体的な設定を行うよう努める。この際、各機関の救援活

動等の連携強化に留意する。 

また、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の多様なニーズ

に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めると

ともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努め

ることに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよ

う努めるものとする。 

さらに、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓

練の実施にも努める。 

（１）（略） 

 

 

（２）実地訓練 

 地震災害の発生を想定し、災害応急対策を実地に行う。 

ア 総合防災訓練 

県又は市町は、防災関係機関及び広域応援協定締結自治体と連携して、地

域防災計画の習熟、防災体制の確立、防災技術の向上及び住民の防災意識の

高揚等を図ることを目的に、防災関係機関の参加及び学校、自主防災組織、

地域住民等の地域に関係する多様な主体の協力を得て、水防、消防、避難、

救出・救助、通信、輸送、応急復旧、福祉避難所開設・運営、災害ボランテ

ィアセンター開設・運営等の各種の訓練を総合的に実施する。また、感染症

の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避

難所開設・運営訓練を積極的に実施する。 

 イ～エ（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１（略） 

２ 県の活動体制 

（１）（略） 

（２）地域防災計画に基づく防災活動要領（マニュアル）等の整備 
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現       行 修   正   案 備 考 

県の各部局長等は、地域防災計画の内容に基づき、災害時の応急対策活動

を円滑に行えるよう、災害発生時の職員の配備計画、連絡体制（動員伝達系

統）、担当業務及び参集場所（登庁不能時を含む。）を盛り込んだ防災活動

要領（マニュアル）の整備を行う。 

なお、防災活動要領は、組織の改編や人事異動、地域防災計画の見直し等

の状況の変化に対応して毎年度検討を加え、必要がある場合は直ちに修正

し、４月末までに危機管理監に報告する。 

（３）～（８）（略） 

（９）受援計画の策定等 

 ア（略） 

 イ 県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員を迅速・的確に受け入れて

情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全

体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペ

ースの確保を行う。なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策とし

て、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務

スペースの適切な空間の確保に配慮するほか、応援職員の派遣に当たって

は、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

 

 

 ウ（略） 

（１０）～（１８）（略） 

３～５（略） 

 

第７節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ

－ＬＴＥ）、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

（２）市町の整備 

市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

県の各部局長等は、地域防災計画の内容に基づき、津波発生時の応急対策

活動を円滑に行えるよう、津波発生時の職員の配備計画、連絡体制（動員伝

達系統）、担当業務及び参集場所（登庁不能時を含む。）を盛り込んだ防災

活動要領（マニュアル）の整備を行う。 

なお、防災活動要領は、組織の改編や人事異動、地域防災計画の見直し等

の状況の変化に対応して毎年度検討を加え、必要がある場合は直ちに修正

し、４月末までに危機管理部長に報告する。 

（３）～（８）（略） 

（９）受援計画の策定等 

 ア（略） 

 イ 県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員を迅速・的確に受け入れて

情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全

体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペ

ースの確保を行う。なお、感染症対策として、会議室のレイアウトの工夫や

テレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配

慮するほか、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理等を徹底す

る。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援

職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設

の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な施設等の

リスト化に努めるものとする。 

 ウ（略） 

（１０）～（１８）（略） 

３～５（略） 

 

第７節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全モバイルシス

テム、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

（２）市町の整備 

市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬
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現       行 修   正   案 備 考 

時警報システム（ＪＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを含

む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安

全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災

害情報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確

保に努める。 

（３）～（６）（略） 

３ 石川県総合防災情報システム 

 県は、災害時の災害情報を共有し、的確な意思決定を図るため、県庁内防災関

係課、出先機関、市町、消防本部、国等の防災関係機関（各防災拠点）をネット

ワークで結んだ「石川県総合防災情報システム」を整備し、災害情報の収集、伝

達に努めるものとする。 

また各機関が横断的に共有すべき防災情報をＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通

ネットワーク）に集約できるよう努める。 

 

石川県総合防災情報システム 

 

 （略） 

 ・河川情報システム 

（略） 

 

４（略） 

 

第８節 消防力の充実、強化 

１～２（略）  

３ 消防力の強化 

（１）～（２）（略） 

（３）消防団の活性化 

   市町長は、地域における消防防災の中核として活躍し、有事の際の国民保

護等ますます重要な役割が期待されている消防団の大規模災害等への対応

力を強化し、施設・装備の充実、処遇の改善、及び知識・技能の向上のため

の教育訓練体制の充実を図る。 

また、消防団については、団員の条例定数確保を当面の目標とし、女性消

防団員の入団促進、事業所の消防団活動への理解促進、将来の消防の担い手

となる子どもに対する啓発等を推進するとともに、機能別団員制度の導入を

検討するなど、地域ぐるみで活性化を図る。 

時警報システム（ＪＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを含

む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安

全モバイルシステム、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災害情

報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確保に

努める。 

（３）～（６）（略） 

３ 石川県総合防災情報システム 

県は、災害時の災害情報を共有し、的確な意思決定を図るため、県庁内防災関

係課、出先機関、市町、消防本部、国等の防災関係機関（各防災拠点）をネット

ワークで結んだ「石川県総合防災情報システム」を整備し、災害情報の収集、伝

達に努めるものとする。 

また各機関が横断的に共有すべき防災情報を総合防災情報システム（ＳＯＢＯ

－ＷＥＢ）に集約できるよう努める。 

 

石川県総合防災情報システム 

 

 （略） 

 ・河川総合情報システム 

（略） 

 

４（略） 

 

第８節 消防力の充実、強化 

１～２（略） 

３ 消防力の強化 

（１）～（２）（略） 

（３）消防団の活性化 

市町長は、地域における消防防災の中核として活躍し、有事の際の国民保

護等ますます重要な役割が期待されている消防団の充実強化に向けて、大規

模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、必

要な資格の取得など実践的な教育訓練体制の充実を図る。 

また、消防団については、団員の条例定数確保を当面の目標とし、女性消

防団員の入団促進、事業所の消防団活動への理解促進、将来の消防の担い手

となる子どもに対する啓発等を推進するとともに、機能別団員制度の導入を

検討するなど、地域ぐるみで活性化を図る。 
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（４）～（５）（略） 

４ 消防機械器具の点検整備と出動計画等 

市町長は、消防機関に消防機械器具の点検整備をさせるとともに、次の事項

についてあらかじめ計画を定めておく。 

 

（１）～（２）（略） 

５～７（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 避難体制の整備 

１ 基本方針 

 津波被害の軽減には、早期の避難が最も重要であることから、市町は、最大ク

ラスの津波の襲来を予測した上で、住民が安全に避難できるよう、地域の実情、

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえて災害の危険が切迫し

た緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所（津波避難ビルを含む。）

及び避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所並びに避難路につい

て、管理者の同意を得た上で、必要な数・規模の施設等をあらかじめ指定し、平

常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、町内会、自主防災組織等を

通じて住民に周知徹底を図るとともに、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状

況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段

の整備に努める。防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地の有効活用を図

る。 

（略） 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

 ア～オ（略） 

カ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、

子供にも配慮する。 

（４）～（５）（略） 

４ 消防機械器具の点検整備と出動計画等 

市町長は、消防機関に大規模地震や津波災害など多様な災害にも対応する消

防ポンプ自動車等の消防機械器具の点検整備をさせるとともに、次の事項につ

いてあらかじめ計画を定めておく。 

（１）～（２）（略） 

５～７（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 避難体制の整備 

１ 基本方針 

 津波被害の軽減には、早期の避難が最も重要であることから、市町は、最大ク

ラスの津波の襲来を予測した上で、住民が安全に避難できるよう、地域の実情、

感染症対策等を踏まえて災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保され

る指定緊急避難場所（津波避難ビルを含む。）及び避難者が避難生活を送るため

に必要十分な指定避難所並びに避難路について、管理者の同意を得た上で、必要

な数・規模の施設等をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容

人数、家庭動物の受入れ方法等について、町内会、自主防災組織等を通じて住民

に周知徹底を図るとともに、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知

することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努

める。防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地の有効活用を図る。 

（略） 

 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

 ア～オ（略） 

 カ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めること。備蓄

品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホ
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また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電

や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋

式トイレなど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施

設・設備や相談等の支援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指

定避難所の電力容量の拡大に努めること。 

キ～ス（略） 

セ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生

した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携

して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用も含めて検討するよう努める。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（３）～（４）（略） 

３～８（略） 

９ 情報連絡体制の整備 

保健所は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に

備えて、平常時から、管内の市町の防災担当部局との連携の下、ハザードマッ

プ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努

める。また、市町の保健福祉担当部局、防災担当部局との連携の下、自宅療養

者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、

自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。 

ールトイレ、マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギ

ーによる発電や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話・衛星通信を活用し

たインターネット機器等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど高齢者、

障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施設・設備や相談等の支

援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指定避難所の電力容量の

拡大に努めること。 

 キ～ス（略） 

セ 感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時か

ら防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや

旅館等の活用も含めて検討するよう努める。 

ソ 市町は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じ

て実施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施

主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、個

人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努めるも

のとする。 

 

タ 市町村（都道府県）は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避

難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実

情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための

拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるもの

とする。 

チ 県及び市町は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する

場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのス

ペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努めるも

のとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車

中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 

（３）～（４）（略） 

３～８（略） 

９ 情報連絡体制の整備 

保健所等は、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症を

含む。）発生時における自宅療養者等の被災に備えて、災害発生前から、管

内の市町の防災担当部局との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療

養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努める。また、市町の

保健福祉担当部局、防災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難の確保

に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者等
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第１１節 要配慮者対策 

１ 基本方針 

津波発生時には、乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難

病等の患者、高齢者、妊婦、外国人など災害に際して必要な情報を得ることや

迅速かつ適切な防災行動をとることが困難であり、災害の犠牲になりやすい人

々である要配慮者が被害を受ける可能性が高い。 

このため、県、市町及び社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、災害から要配慮者を守るための防災対策の一層の充

実を図る。 

２～５（略） 

 

第１２節 緊急輸送体制の整備 

１～４（略） 

５ 民間事業者等の活用 

（１）～（２）（略） 

（３）県及び市町は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急

通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災、当該車両に対し

て緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等

に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普

及を図る。 

 

第１３節 医療体制の整備 

１（略） 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～カ（略） 

（新設） 

 

 

 

キ～サ（略） 

に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。これらのことが円

滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症等発生前から関係機関との調

整に努めるものとする。 

 

第１１節 要配慮者対策 

１ 基本方針 

津波発生時には、乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難

病等の患者、高齢者、妊婦、食物アレルギーのある人、外国人など災害に際し

て必要な情報を得ることや迅速かつ適切な防災行動をとることが困難であり、

災害の犠牲になりやすい人々である要配慮者が被害を受ける可能性が高い。 

このため、県、市町及び社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、災害から要配慮者を守るための防災対策の一層の充

実を図る。 

２～５（略） 

 

第１２節 緊急輸送体制の整備 

１～４（略） 

５ 民間事業者等の活用 

（１）～（２）（略） 

（３）県及び市町は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、あらかじめ緊

急通行車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び

普及を図る。 

 

 

 

第１３節 医療体制の整備 

１（略） 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～カ（略） 

キ 県は、保健医療福祉調整本部及び、地域保健医療福祉調整本部の運営支援

のため、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）のほか、都道府県や

その他の保健医療福祉活動に係る関係機関のチームの受け入れ体制を整備

しておく。 

ク～シ（略） 
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（２）～（７）（略） 

３～５（略） 

第１４節（略） 

 

第１５節 こころのケア体制の整備 

１（略） 

２ こころのケア実施体制の整備 

（１）（略） 

（２）市町 

ア 市町は、避難所における精神科救護所の設置について、あらかじめ避難所

管理者と協議しておく。 

 イ（略） 

３～４（略） 

 

第１６節 食料及び生活必需品等の確保 

１ 基本方針 

住宅の被災等による食料及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や低

下等が起こった場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要であ

る。 

このため、県及び市町は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援

の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等も踏

まえて、発災直後から被災者に対して円滑に食料、飲料水、生活必需品、燃料、

ブルーシート、土のう袋その他の物資の供給が行われるよう物資の備蓄・調達

・輸送体制の整備を図るとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用

し、あらかじめ、備蓄物資や物資の拠点の登録に努める。なおこの際、要配慮

者への配慮及び食料の質の確保に留意する。 

また、女性の視点に立った支援物資の備蓄・供給（生理用品など）等の取り

組みを一層推進する。 

 

 

 

２～５（略） 

 

第１７節～第１８節（略） 

 

（２）～（７）（略） 

３～５（略） 

第１４節（略） 

 

第１５節 こころのケア体制の整備 

１（略） 

２ こころのケア実施体制の整備 

（１）（略） 

（２）市町 

ア 市町は、避難所におけるＤＰＡＴ等が活動する救護所の設置について、あ

らかじめ施設管理者と協議しておく。 

イ（略） 

３～４（略） 

 

第１６節 食料及び生活必需品等の確保 

１ 基本方針 

  住宅の被災等による食料及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や低

下等が起こった場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要であ

る。 

このため、県及び市町は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援

の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等も踏

まえて、発災直後から被災者に対して円滑に食料、飲料水、生活必需品、燃料、

ブルーシート、土のう袋その他の物資の供給が行われるよう物資の備蓄・調達

・輸送体制の整備を図るとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用

し、あらかじめ、備蓄物資や物資の拠点の登録に努める。特に、交通の途絶等

により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送

が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとし、国〔消

防庁〕はこれを支援する。なおこの際、要配慮者への配慮及び食料の質の確保

に留意する。 

また、女性の視点に立った支援物資の備蓄・供給（生理用品など）等の取り

組みを一層推進する。 

２～５（略） 

 

第１７節～第１８節（略） 
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第１９節 公共施設災害予防 

１（略） 

２ 道路施設整備対策 

（１）（略） 

（２）橋梁の整備 

道路交通網の分断を防止するため、最新の仕様を準用して、緊急性の高い

ものから、落橋防止対策や橋脚の補強を行う。 

また、橋梁の新設に当たっては、最新の仕様を準用し、耐震橋梁を建設す

る。 

（３）～（４）（略） 

（新設） 

 

３～１１（略） 

 

第２０節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９節 公共施設災害予防 

１（略） 

２ 道路施設整備対策 

（１）（略） 

（２）橋梁の整備 

   道路交通網の分断を防止するため、最新の仕様を準用して、緊急性の高い

ものから、落橋防止や橋脚の補強並びに架け替え等の対策を推進する。 

また、橋梁の新設に当たっては、最新の仕様を準用し、耐震橋梁を建設す

る。 

（３）～（４）（略） 

（５）アンダーパス部等の整備 

道路の冠水を防止するため、排水施設及び排水設備の補修等を推進する。 

３～１１（略） 

 

第２０節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
 

 

第１節 初動体制の確立 

１（略） 

２ 災害対策本部設置等に係る配備体制及びその基準等 

  石川県災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の設置等に係る配備

体制及びその基準等（以下「配備体制及びその基準等」という。）は、次のと

おりとする。 

配備体制及びその基準等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
 

 

第１節 初動体制の確立 

１（略） 

２ 災害対策本部設置等に係る配備体制及びその基準等 

  石川県災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の設置等に係る配備

体制及びその基準等（以下「配備体制及びその基準等」という。）は、次のと

おりとする。 

配備体制及びその基準等 
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現       行 修   正   案 備 考 

３ 通報連絡体制及び県職員の動員 

（１）通報連絡体制 

ア 知事は、県内に震度３以上の地震が発生したときは、次の通報連絡体系に

より直ちに非常通報を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ（略） 

 ウ 毎年度、新たに策定(変更を含む。)した職員の配備計画及び動員伝達系統

を毎年度４月末までに危機管理監に報告する。 

（２）（略） 

（３）職員の動員 

 ア 注意配備体制及び警戒配備体制の場合 

２の「配備体制及びその基準等」による注意配備体制又は警戒配備体制に

なったときは、危機管理監室職員及びあらかじめ定められた動員対象職員

は、速やかに登庁する。 

 イ（略） 

４ 災害対策本部 

（１）～（６）（略） 

（７）災害対策本部の組織、編成 

 ア～カ（略） 

  

 

 

３ 通報連絡体制及び県職員の動員 

（１）通報連絡体制 

ア 知事は、県内に震度３以上の地震が発生したときは、次の通報連絡体系に

より直ちに非常通報を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ（略） 

 ウ 毎年度、新たに策定(変更を含む。)した職員の配備計画及び動員伝達系統

を毎年度４月末までに危機管理部長に報告する。 

（２）（略） 

（３）職員の動員 

 ア 注意配備体制及び警戒配備体制の場合 

２の「配備体制及びその基準等」による注意配備体制又は警戒配備体制に

なったときは、危機管理部職員及びあらかじめ定められた動員対象職員は、

速やかに登庁する。 

 イ（略） 

４ 災害対策本部 

（１）～（６）（略） 

（７）災害対策本部の組織、編成 

 ア～カ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 キ 災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）（略） 

５現地災害対策本部 

（１）（略） 

（２）現地災害対策本部の組織、編成 

 ア～エ（略） 

 

 

 

 

 

 キ 災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）（略） 

５現地災害対策本部 

（１）（略） 

（２）現地災害対策本部の組織、編成 

 ア～エ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

オ 現地災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．現地本部長となる副本部長については、本部長が必要と認める場合は、

この表にかかわらず本部長が指名する者をもって充てる。 

また、現地本部員については、本部長が必要と認める場合は、危機管 

理部及び担当部（警察本部を除く）の職員の中から、本部長が指名す

る者をもって充てる。 

２．必要のある都度、協力班等の班を設置する。 

６～８（略） 

９ 受援体制の確立 

県及び市町は、災害時において、国、地方公共団体、民間企業等からの円滑

な支援を受けるため、受援体制を確立する。 

（１）知事の応援要請 

ア 指定行政機関等に対する応援要請 

県内における災害応急活動を的確かつ円滑に実施するために必要がある

と認めるとき、知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又

は指定公共機関若しくは指定地方公共機関等に対して、次の事項を明らかに

し、応急措置の実施を要請する。 

上記の応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機

関又は関係指定地方行政機関は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急

対策を行う。 

 （ア）～（エ）（略） 

 （オ）その他必要な事項 

（参考）指定行政機関等との応援に関する協定等は、次のとおりである。 

 

オ 現地災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．現地本部長となる副本部長については、本部長が必要と認める場合は、

この表にかかわらず本部長が指名する者をもって充てる。 

また、現地本部員については、本部長が必要と認める場合は、危機管 

理部及び担当部（警察本部を除く。）の職員の中から、本部長が指名

する者をもって充てる。 

２．必要のある都度、協力班等の班を設置する。 

６～８（略） 

９ 受援体制の確立 

県及び市町は、災害時において、国、地方公共団体、民間企業等からの円滑

な支援を受けるため、受援体制を確立する。 

（１）知事の応援要請 

ア 指定行政機関等に対する応援要請 

県内における災害応急活動を的確かつ円滑に実施するために必要がある

と認めるとき、知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又

は指定公共機関若しくは指定地方公共機関等に対して、次の事項を明らかに

し、応急措置の実施を要請する。 

上記の応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機

関又は関係指定地方行政機関は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急

対策を行う。 

 （ア）～（エ）（略） 

 （オ）その他必要な事項 

（参考）指定行政機関等との応援に関する協定等は、次のとおりである。 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

①～②（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 通信設備の優先利用等に関する協定 

(本章第４節「通信手段の確保」参照) 

 

 

 

 

 

 ②～③（略） 

 ④ 災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 ⑤ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

⑥ 災害時の歯科医療救護に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

⑦ 災害時の医療救護等に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」及び第 12章「健康管理活動」参照） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

③（略） 

（新設） 

 

 

 

 

イ～エ（略） 

（２）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

ア（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 イ～ウ（略） 

 

⑧ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 19節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

⑨ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 19節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

⑩（略） 

⑪ 災害時における緊急用ＬＰガスの供給等に関する協定 

（本章第 23節「生活必需品の供給」参照） 

 

 

 

イ～エ（略） 

（２）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

①（略） 

② 災害に係る情報発信等に関する協定 

(本章第６節「災害広報」参照) 

 

 

 

③ 災害時等における資機材の供給に関する協定 

           （本章第９節「避難誘導等」参照）  

 

 

 

④～⑤ 
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エ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

オ 災害時の歯科医療救護に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

カ 災害時の医療救護等に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」及び第 12章「健康管理活動」参照） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

⑥ 石川ＤＭＡＴの出動に関する協定 

(本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照) 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～ク（略） 

（新設） 

 

 

 

 

⑦ 石川県における災害支援ナースの派遣に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧～⑨（略） 

⑩ 災害時の助産師による支援活動に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照） 
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（新設） 

 

 

 

 

ケ～セ（略） 

ソ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 19節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

タ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 19節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 チ（略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

ツ～ナ（略） 

（新設） 

 

 

 

ニ～ヌ（略） 

 

⑪ 災害時における支援活動に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

⑫～⑰（略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

⑱（略） 

⑲ 災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定 

（本章第 19節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

⑳ 災害時における復旧支援協力に関する協定 

（本章第 19節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

㉑～㉔（略） 

㉕ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

（本章第 20節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

㉖～㉗（略） 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉘ 生活必需品の確保に関する協定 

（本章第 23節「生活必需品の供給」参照） 
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 ネ（略） 

ノ 災害時における緊急用ＬＰガスの供給等に関する協定 

（本章第 23節「生活必需品の供給」参照） 

 

 

 

ハ～ヘ 

（新設） 

 

 

 

 

ホ～ム（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉙（略） 

（削除） 

 

 

 

 

㉚～㉝（略） 

㉞ 災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

（本章第 25節「輸送手段の確保」参照） 

 

 

 

㉟～㊳（略） 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メ～ヤ（略） 

ユ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 ヨ（略） 

㊴ 石川県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 

（本章第 27節「防疫、保健衛生活動」参照） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊵～㊷（略） 

㊸ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 ㊹（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

ラ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

リ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 ル（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 

号）第 252条の 17 に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職

員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度を活用する。なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項

を明らかにする。 

 イ（略） 

（８）（略） 

１０ 広域応援協力体制 

県及び市町は、大規模な災害等が発生し、県下市町又は他の都道府県等が被災

した場合には、速やかに必要な応援体制を確立する。なお、職員を派遣する場合

は、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。 

 ㊺ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

 ㊻ 災害時における廃棄物の処理に関する協定  

    ｓ（本章第 29 節「し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理」参

照） 

 

 

 

㊼（略） 

 ㊽ 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する基本協定 

（本章第 30節「住宅の応急対策」参照） 

 

  

 

㊾（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 

号）第 252条の 17 に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職

員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度の活用も含めて検討する。なお、要請に当たっては、知事又は市町

長は次の事項を明らかにする。 

 イ（略） 

（８）（略） 

１０ 広域応援協力体制 

県及び市町は、大規模な災害等が発生し、県下市町又は他の都道府県等が被災

した場合には、速やかに必要な応援体制を確立する。なお、職員を派遣する場合

は、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。 
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（１）県 

知事は、県下市町はもとより、広域応援県市、又は他の被災都道府県等に

対し、速やかに広域応援協力が図れるよう次の措置を講ずる。 

（新設） 

 

 

 

 

ア 災害救援対策本部等の設置 

知事は、必要に応じて、災害救援対策本部を設置するとともに、災害情報

の収集に努め、派遣経路の確認と輸送手段を検討して、応援部隊の規模等を

決定する。また、災害救援対策本部は、応援部隊の派遣に係る支援や資材の

調達を行う。 

イ～エ（略） 

（２）（略） 

１１ 各防災関係機関の職員の勤務ローテーションの確立と健康管理 

（１）職員や家族の安否確認 

自宅又は自分がいる地域で相当規模の被害が予測される地震が発生した

場合には、原則として本人が所属の課、廨（人事担当者）へ報告する。報告

事項は、本人、家族及び家屋の被災状況とする。 

また、勤務中の災害時には、早期に、状況に応じて職員を交代で帰宅させ、

家族等の安否や被害状況の確認をさせるとともに、周辺の被災状況を調査し

報告させる。 

 

 

 

 

第２節 

１（略） 

２ 警報・注意報等の種類、発表基準等 

 県及び市町等は、直下型地震では緊急地震速報が間に合わないといった技術的

な限界があることを正しく理解したうえで、的確に身を守る行動をとるよう、住

民に対し普及啓発を図る。 

（１）津波警報等の種類及び発表基準等 

ア（略） 

（１）県 

知事は、県下市町はもとより、広域応援県市、又は他の被災都道府県等に

対し、速やかに広域応援協力が図れるよう次の措置を講ずる。 

ア 県下市町が被災した場合（人的支援チームの設置） 

知事は、必要に応じて、人的支援チームを設置するとともに、災害情報の

収集に努め、派遣経路の確認と輸送手段を検討して、応援部隊の規模等を決

定する。また、人的支援チームは、県及び県内市町から被災市町への応援部

隊の派遣調整に加え、他の都道府県等からの応援部隊の受入調整も行う。 

イ 他の都道府県が被災した場合（災害救援対策本部等の設置） 

知事は、必要に応じて、災害救援対策本部を設置するとともに、災害情報

の収集に努め、派遣経路の確認と輸送手段を検討して、応援部隊の規模等を

決定する。また、災害救援対策本部は、応援部隊の派遣に係る支援や資材の

調達を行う。 

ウ～オ（略） 

（２）（略） 

１１ 各防災関係機関の職員の勤務ローテーションの確立と健康管理 

（１）職員や家族の安否確認 

   災害対策本部を設置する地震が発生した場合には、各所属の連絡体制に基

づき、職員及び職員の家族、家屋の被災状況を確認し、人事担当者に情報を

集約する。 

なお、県外で相当規模の被害が予測される地震が発生した場合には、原則

として本人が所属の課、廨（人事担当者）へ報告する。報告事項は、本人、

家族の被災状況とする。 

また、勤務中の災害時には、早期に、状況に応じて職員を交代で帰宅させ、

家族等の安否や被害状況の確認をさせるとともに、周辺の被災状況を調査し

報告させる。 

 

第２節（略） 

１（略） 

２ 警報・注意報等の種類、発表基準等 

（削除） 

 

 

（１）津波警報等の種類及び発表基準等 

ア（略） 
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津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ（略） 

（２）～（３）（略） 

３（略） 

４ 津波に関する予報の伝達 

（１）（略） 

（２）津波警報等の伝達 

ア 津波警報等伝達系統 

 気象庁が発表した津波警報等は、津波警報等伝達系統図により直ちに関係機関

へ伝達する。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ（略） 

（２）～（３）（略） 

３（略） 

４ 津波に関する予報の伝達 

（１）（略） 

（２）津波警報等の伝達 

ア 津波警報等伝達系統 

 気象庁が発表した津波警報等は、津波警報等伝達系統図により直ちに関係機関

へ伝達する。 
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 津波警報等伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～オ（略） 

５～７（略） 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集・連絡 

ア 県 

（ア）市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報は、市町等から

情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の情報を含めて、被害

規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告を行うことができな

くなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機

材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽くして積極的

津波警報等伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～オ（略） 

５～７（略） 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集・連絡 

ア 県 

（ア）市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報は、市町等から

情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の情報を含めて、被害

規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告を行うことができな

くなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、無人航空機、高所

監視カメラ等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段
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に情報収集を行い、これらの情報を消防庁に報告する。また、必要に応じ、

関係省庁及び関係地方公共団体に報告する。 

（イ）（略） 

 イ～ウ（略） 

（２）（略） 

（３）災害情報収集に係る各機関の実施事項等 

ア 県等 

（ア）県（本庁）・県教育委員会 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 被害状況等の情報収集は、市町から行うことを原則とするが、緊急に現

地の被害状況を把握する必要がある場合は、消防救急無線等を利用し、情

報を収集する。 

また、区域内の市町において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の

報告が十分なされていないと判断する場合等にあっては、調査のための職

員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用

により、あらゆる手段を尽くして被害情報等の把握に努める。なお、収集

した情報は、内容に応じて市町に伝達する。 

ｅ（略） 

（イ）（略） 

 イ～カ（略） 

（４）～（８）（略） 

４（略） 

 

第４節（略） 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

  県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消

火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対

策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地

対策本部と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急

対策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報

（ノータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者

などの参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な

を尽くして積極的に情報収集を行い、これらの情報を消防庁に報告する。

また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に報告する。 

（イ）（略） 

 イ～ウ（略） 

（２）（略） 

（３）災害情報収集に係る各機関の実施事項等 

ア 県等 

（ア）県（本庁）・県教育委員会 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 被害状況等の情報収集は、市町から行うことを原則とするが、緊急に現

地の被害状況を把握する必要がある場合は、消防等の実動機関とも連携

し、情報を収集する。 

また、区域内の市町において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の

報告が十分なされていないと判断する場合等にあっては、調査のための職

員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用

により、あらゆる手段を尽くして被害情報等の把握に努める。なお、収集

した情報は、内容に応じて市町に伝達する。 

ｅ（略） 

（イ）（略） 

 イ～カ（略） 

（４）～（８）（略） 

４（略） 

 

第４節（略） 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消

火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対

策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地

対策本部と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急

対策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報

（ノータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者

などの参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な
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運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。 

また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じ

て、国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお、同空域が指

定された際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申

請に係る調整を行う。 

 

 

 

第６節～第８節（略） 

 

第９節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア 避難所の開設が必要となった場合は、市町地域防災計画及び避難所運営マ

ニュアルの定めるところにより、地元警察署等と十分連絡を図り、避難所を

開設する。災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開

設するよう努める。 

災害が発生していない場合であっても、住民が自主的に避難しようとする

場合にあっては、速やかに避難所を開設するよう努める。なお、市町のみで

は困難なときは、県に応援を要請する。特定の指定避難所に避難者が集中し、

収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努め

る。 

避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

また、二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努めるほか、避

難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持

することの適否を検討する。 

県及び市町は、被災地において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

の発生、拡大が見られる場合は、防災部局と保健福祉部局が連携して、感染

対策として必要な措置を講じるよう努める。また、自宅療養者等が避難所に

避難する可能性を考慮し、あらかじめ、市町の保健福祉担当部局、防災担当

部局及び保健所との間で、情報共有の内容、情報の伝達方法などについて、

検討・調整を行い、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。調整に当たっては、

必要に応じ、政府本部又は官邸対策室等との連携の下、航空機運用総合調整

システム（ＦＯＣＳ）を活用するものとする。 

また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じ

て、国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお、同空域が指

定された際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申

請に係る調整を行う。 

 

第６節～第８節（略） 

 

第９節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア 避難所の開設が必要となった場合は、市町地域防災計画及び避難所運営マ

ニュアルの定めるところにより、地元警察署等と十分連絡を図り、避難所を

開設する。災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開

設するよう努める。 

災害が発生していない場合であっても、住民が自主的に避難しようとする

場合にあっては、速やかに避難所を開設するよう努める。なお、市町のみで

は困難なときは、県に応援を要請する。特定の指定避難所に避難者が集中し、

収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努め

る。 

避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

また、二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努めるほか、避

難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持

することの適否を検討する。 

県及び市町は、被災地において、感染症の発生、拡大が見られる場合は、

防災部局と保健福祉部局が連携して、感染対策として必要な措置を講じるよ

う努める。また、自宅療養者等が避難所に避難する可能性を考慮し、あらか

じめ、市町の保健福祉担当部局、防災担当部局及び保健所との間で、情報共

有の内容、情報の伝達方法などについて、検討・調整を行い、避難所の運営

に必要な情報を共有するものとする。 
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 イ～エ（略） 

 

オ 避難所の運営 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

カ 仮設トイレの設置 

市町は、避難所の状況により仮設トイレやマンホールトイレなどを設置管

理する。その確保が困難な場合は、県があっせん等を行う。また、女性用の

仮設トイレや高齢者向けの洋式トイレの設置など、女性や高齢者、障害者等

の利用に配慮した避難所運営に努める。 

なお、トイレの日常管理は、避難所の既設トイレも含めて、避難者やボラ

ンティア等が自主的な管理運営を行うようルールづくりを指導する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

キ～セ（略） 

 

イ～エ（略） 

 

オ 避難所の運営 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッ

ドを設置するよう努めるとともに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定

期的な情報交換や避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人

材の確保・育成に努める。 

○ 市町は、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策

を講じるものとする。 

○ 市町は、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施

設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、歯科医師、保健師、看護

師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、

配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や指定避難

所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗

濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を

講じるよう努めるものとする。 

（略） 

 

カ 仮設トイレの設置 

   市町は、避難所の状況により仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置

するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適な

トイレの設置に配慮するよう努めるものとする。その確保が困難な場合は、

県があっせん等を行う。  

災害時等における資機材の供給に関する協定 

 

 

 

また、女性用の仮設トイレや高齢者向けの洋式トイレの設置など、女性や

高齢者、障害者等の利用に配慮した避難所運営に努める。 

なお、トイレの日常管理は、避難所の既設トイレも含めて、避難者やボラ

ンティア等が自主的な管理運営を行うようルールづくりを指導する。 

キ～セ（略） 
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ソ ペット動物の飼育場所の確保等 

市町は、必要に応じて、ペット動物のための避難スペースの確保等に努め

るとともに、ペットの一時預かり等必要な支援を獣医師会や動物取扱業者等

から受けられるよう、連携に努める。 

 

 

 

（２）（略） 

８～９（略） 

１０ 避難所外避難者対策 

   市町は、町内会や自主防災組織、消防団、ＮＰＯやボランティア等と連携

して、やむを得ず避難所に滞在することができない車中避難者を含む避難所

外避難者に係る情報の把握に努めるとともに、こうした避難者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サ

ービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努める。 

特に、車中避難者に対して、エコノミークラス症候群に対する注意喚起と

その予防法について積極的に情報提供するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０節（略） 

 

第１１節 災害医療及び救急医療 

１～２(略) 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

ソ ペット動物の飼育場所の確保等 

市町は、必要に応じて、被災者支援等の観点からペット動物のための避難

スペースの確保等に努めるとともに、ペットの一時預かり等必要な支援を獣

医師会や動物取扱業者等から受けられるよう、連携に努める。 

また、指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者につい

て、適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含

む避難状況等の把握に努めるものとする。 

（２）（略） 

８～９（略） 

１０ 避難所外避難者対策 

   市町は、町内会や自主防災組織、消防団、ＮＰＯやボランティア等と連携

して、やむを得ず避難所に滞在することができない車中避難者を含む避難所

外避難者に係る情報の把握に努めるとともに、こうした避難者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サ

ービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努める。 

   特に、車中避難者に対して、エコノミークラス症候群に対する注意喚起と

その予防法について積極的に情報提供するよう努める。 

   在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な

物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者

支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとす

る。 

   車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行う

ためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ

物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を、車中泊避難

を行うためのスペースの避難者に対しても提供するものとする。この際、車

中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めるもの

とする。 

 

第１０節（略） 

 

第１１節 災害医療及び救急医療 

１～２(略) 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 
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（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 医療救護班の派遣 

 （ア）～（イ）（略） 

 （ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、日本医

師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進機構、

国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本災害歯科支

援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関係団体に、

医療救護班の派遣を要請する。 

 

 

（エ）～（オ）（略） 

オ～カ（略） 

（３）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 医療救護班の派遣 

 （ア）～（イ）（略） 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、災害支援ナースや、他

の都道府県、日本医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域

医療機能推進機構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協

会、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、

日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支

援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）等の医療関係団体に、医療救護班の派遣を要

請する。 

（エ）～（オ）（略） 

オ～カ（略） 

（３）（略） 

（４）災害支援ナースの派遣 

 ア 下記の病院は、県から「石川県における災害支援ナースの派遣に関する協

定」に基づく派遣要請があったときは、災害支援ナースを派遣し、医療救護

活動を行う。 

 イ 公益社団法人石川県看護協会は、県から災害支援ナースの派遣要請があっ

たときは、「災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定」に基づき、派

遣のための調整を行う。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（４）～（１２）（略） 

（新設） 

   石川県における災害支援ナースの派遣に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定 

 

 

 

（５）～（１３）（略） 

（１４）一般社団法人石川県助産師会 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～８（略） 

９ 他県等からの医薬品等の受入体制 

  県災害対策本部は、他県等からの輸送医薬品等の受入窓口及び積載場所を被

災地に近い保健所に設置し、公益社団法人石川県薬剤師会の協力により、

医薬品等の保管管理及び供給を行う。 

 

 

１０～１２（略） 

 

第１２節 健康管理活動 

１～２（略） 

３ 健康管理活動従事者の派遣体制 

（１）（略） 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

（新設） 

 

（３）（略） 

４（略） 

  石川県助産師会は、県から「災害時の助産師による支援活動に関する協定」

に基づく派遣要請があったときは、助産師または助産師班を派遣し、助産師の

指揮、妊産婦に対する応急救護活動などを実施する。 

   災害時の助産師による支援活動に関する協定 

 

 

 

（１５）一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会 

一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会は、県から「災害時における支援活

動に関する協定」基づく派遣要請があったときは、臨床衛生検査技師または臨

床衛生検査技師班を派遣し、避難所等における健康管理のための検査や病院検

査室における診療支援などを実施する。 

   災害時における支援活動に関する協定 

 

 

 

４～８（略） 

９ 他県等からの医薬品等の受入体制 

  県災害対策本部は、他県等からの輸送医薬品等の受入窓口及び積載場所を被

災地に近い保健所もしくは公益社団法人石川県薬剤師会に設置し、そこから被

災地である市町災害対策本部又は市町保健センターに運送して保管する。 

また、公益社団法人石川県薬剤師会の協力により、医薬品等の保管管理及び

供給を行う。 

１０～１２（略） 

 

第１２節 健康管理活動 

１～２（略） 

３ 健康管理活動従事者の派遣体制 

（１）（略） 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 県は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感

染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請する。 

（３）（略） 

４（略） 
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第１３節～第１４節（略） 

 

第１５節 災害救助法の適用 

１～７（略） 

別紙 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

令和５年４月１日現在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節～第１４節（略） 

 

第１５節 災害救助法の適用 

１～７（略） 

別紙 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

令和７年４月１日現在 
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第１６節（略） 

 

第１７節 行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬 

１～５（略） 

６ 警察の措置 

（１）身元不明者に対する措置 

警察は、知事又は市町長と緊密に連携し、県、市町の行う身元不明者の措

置について協力する。 

なお、必要に応じ、医師等の協力を得て、遺体の検視・死体調査、身元確

認等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６節（略） 

 

第１７節 行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬 

１～５（略） 

６ 警察の措置 

（１）身元不明者に対する措置 

警察は、知事又は市町長と緊密に連携し、県、市町の行う身元不明者の措

置について協力する。 

なお、必要に応じ、医師、歯科医師等の協力を得て、遺体の検視・死体調

査、身元確認等を行う。 
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また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行え

るよう県、市町、指定公共機関等と密接に連携する。 

（２）（略） 

７～８（略） 

 

第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１ 基本方針 

電力施設、通信施設、都市ガス施設、下水道施設のライフライン施設は、津

波により被害を受けた場合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大きな

障害となるおそれがある。 

このため、これらの施設管理者及び関係機関は、発災後直ちに、専門技術を

もつ人材を活用して、緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把

握し、応急措置を講ずるとともに、早期の復旧に努める。 

また、国が開催する現地作業調整会議において、実動部隊の詳細な調整を行

い、ライフライン施設の速やかな応急復旧を図る。 

 

 

２～４（略） 

５ 下水道施設 

下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７） 

（８）応援体制 

  被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

  ◯「下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 8年 1月）」 

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール（平成 20年 7月 15 

日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9年 4月）」 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定（令和 6 

年 1月 1日） 

（新設） 

 

 

 

また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行え

るよう県、市町、指定公共機関等と密接に連携する。 

（２）（略） 

７～８（略） 

 

第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１ 基本方針 

  電力施設、通信施設、都市ガス施設、下水道施設のライフライン施設は、津

波により被害を受けた場合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大きな

障害となるおそれがある。 

このため、これらの施設管理者及び関係機関は、発災後直ちに、専門技術を

もつ人材を活用して、緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把

握し、応急措置を講ずるとともに、早期の復旧に努める。あわせて、道路管理

者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と生活インフラの連

携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化を図る。 

また、国が開催する現地作業調整会議において、実動部隊の詳細な調整を行

い、ライフライン施設の速やかな応急復旧を図る。 

２～４（略） 

５ 下水道施設 

下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７） 

（８）応援体制 

  被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

  ◯「下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 8年 1月）」 

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール（平成 20年 7月 15 

日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9年 4月）」 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定（令和 6 

年 1月 1日） 

  ◯「災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定」 
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（新設） 

 

 

 

 

第２０節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

ア 被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路ネ

ットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについては、下

記の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な応急復旧

に努める。 

①～⑤（略） 

（新設） 

 

 

（３）（略） 

３～９（略） 

 

第２１節 給水活動 

１～２（略） 

３ 応急給水活動 

円滑に応急給水するため、県、市町（水道事業者）及び自主防災組織は、そ

れぞれ次の役割と責任で給水活動を実施する。 

（１）県 

ア 被災市町から飲料水及び応急給水するための資機材等のあっせんの要請

があったときは、直ちに（一社）日本水道協会石川県支部と調整し、近隣市

町等に対して協力要請を行う。 

また、必要なときは、自衛隊や隣接県等へ応援を要請する。 

 

 

 

◯「災害時における復旧支援協力に関する協定」 

 

 

 

 

第２０節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路ネ

ットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについては、

下記の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な応急

復旧に努める。 

（ア）～（オ）（略） 

（カ）災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

（３）（略） 

３～９（略） 

 

第２１節 給水活動 

１～２（略） 

３ 応急給水活動 

円滑に応急給水するため、県、市町（水道事業者）及び自主防災組織は、そ

れぞれ次の役割と責任で給水活動を実施する。 

（１）県 

ア 被災市町から飲料水及び応急給水するための資機材等のあっせんの要請

があったときは、直ちに（一社）日本水道協会石川県支部と調整し、近隣市

町等に対して協力要請を行う。 

また、必要なときは、自衛隊や隣接県、下記協定締結団体等へ応援を要請 

する。 
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（新設） 

 

 

 

 イ～ウ（略） 

（２）～（３）（略） 

４～５（略） 

 

第２２節 食料の供給 

１～２（略） 

３ 主食の供給 

（１）災害救助用米穀の確保 

 ア 米穀の引渡し要請 

県及び市町は、米穀の調達・供給を緊急に行う必要が生じた場合には、そ

の供給必要量及 び受入れ体制について、北陸農政局と十分な連絡を取りつ

つ、農林水産省農産局に引渡し要請を行う。 

イ 受託事業体への引渡し指示 

農林水産省農産局は、県及び市町から米穀の引渡し要請を受けたときは、

受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引渡人に災害救助用米穀を引

渡すよう指示する。 

災害等非常時における政府所有米穀の引渡要請の連絡先 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

４～６（略） 

 

第２３節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

 ア（略） 

イ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に

災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定 

 

 

 

 イ～ウ（略） 

（２）～（３）（略） 

４～５（略） 

   

第２２節 食料の供給 

１～２（略） 

３ 主食の供給 

（１）災害救助用米穀の確保 

ア 米穀の引渡し要請 

県及び市町は、米穀の調達・供給を緊急に行う必要が生じた場合には、そ

の供給必要量及 び受入れ体制について、北陸農政局と十分な連絡を取りつ

つ、農林水産省農産局長に引渡し要請を行う。 

イ 受託事業体への引渡し指示 

農林水産省農産局長は、県及び市町から米穀の引渡し要請を受けたときは、

受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引渡人に災害救助用米穀を引

渡すよう指示する。 

災害等非常時における政府所有米穀の引渡要請の連絡先 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

４～６（略） 

 

第２３節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

ア（略） 

イ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に
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必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含め

るなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニ

ーズの違いに配慮する。 

ウ（略） 

（２）情報の提供 

県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４ 物資の輸送拠点（配送）の確保と運営 

（１）～（４）（略） 

（新設） 

 

 

５（略） 

 

第２４節（略） 

 

第２５節 輸送手段の確保 

１～３（略） 

４ 要員、物資輸送車両等の確保 

（１）（略） 

（２）陸路輸送 

災害対策要員や救助物資、復旧資材、救助物資等の輸送を自動車等により

行う場合は、それぞれ災害応急対策責任者が所属の自動車等で陸路輸送を実

施する。 

災害応急対策責任者が所属の自動車のみで十分な輸送が確保できないと

きは、次の協定により確保するほか、自動車運送業者との契約により、又は

車両の借上げによって緊急輸送を実施する。 

必要な物資や家庭動物の飼養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬

季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要

配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。 

 ウ（略） 

（２）情報の提供 

県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４ 物資の輸送拠点（配送）の確保と運営 

（１）～（４）（略） 

（５）県及び市町は、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効率的な運営を図る

ため、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確

保するよう努める。 

５（略） 

 

第２４節（略） 

 

第２５節 輸送手段の確保 

１～３（略） 

４ 要員、物資輸送車両等の確保 

（１）（略） 

（２）陸路輸送 

災害対策要員や救助物資、復旧資材、救助物資等の輸送を自動車等により

行う場合は、それぞれ災害応急対策責任者が所属の自動車等で陸路輸送を実

施する。 

災害応急対策責任者が所属の自動車のみで十分な輸送が確保できないと

きは、次の協定により確保するほか、自動車運送業者との契約により、又は

車両の借上げによって緊急輸送を実施する。 
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この場合において、契約した自動車運送業者は、一般客貨の輸送に優先し

て緊急輸送業務を行う。 

緊急輸送に従事する車両の円滑な運行を確保するため必要がある場合は、

公安委員会が道路区間を指定して一般車両の通行を禁止し、又は制限するほ

か、警察署長が臨時交通規制を行う。 

隣接県の道路について、この措置を必要とする場合は、石川県防災会議が

当該公安委員会に対して、道路区間及び期間を明示して一般車両の交通の禁

止又は制限を要請する。 

緊急輸送に従事する車両であることの確認は、知事又は公安委員会が行

い、所定の標章及び証明書を交付する。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 

（３）～（７）（略） 

５～６（略） 

 

第２６節 こころのケア活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町 

 ① 市町は、避難所に精神科救護所を設置する。 

 ②（略） 

３～５（略） 

 

第２７節 防疫、保健衛生活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（２）県 

ア～エ（略） 

オ 県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のため、必要

に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を被災地へ派遣する。 

この場合において、契約した自動車運送業者は、一般客貨の輸送に優先し

て緊急輸送業務を行う。 

緊急輸送に従事する車両の円滑な運行を確保するため必要がある場合は、

公安委員会が道路区間を指定して一般車両の通行を禁止し、又は制限するほ

か、警察署長が臨時交通規制を行う。 

隣接県の道路について、この措置を必要とする場合は、石川県防災会議が

当該公安委員会に対して、道路区間及び期間を明示して一般車両の交通の禁

止又は制限を要請する。 

緊急輸送に従事する車両であることの確認は、知事又は公安委員会が行

い、所定の標章及び証明書を交付する。 

（略） 

災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

 

 

 

（略） 

（３）～（７）（略） 

５～６（略） 

 

第２６節 こころのケア活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町 

 ① 市町は、避難所に救護所を設置する。 

 ②（略） 

３～５（略） 

 

第２７節 防疫、保健衛生活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（２）県 

ア～エ（略） 

オ 県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のため、必要

に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を被災地へ派遣する。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ～キ（略） 

（３）（略） 

３～７（略） 

  石川県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ～キ（略） 

（３）（略） 

３～７（略） 
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第２８節 ボランティア活動の支援 

１～２（略） 

３ ボランティア本部の機能 

 (1)（略） 

(2) ボランティアの募集及び誘導 

 災害対策本部又はボランティア現地本部から次のような業務の支援要請があ

ったときは、県、市町及び関係機関においてあらかじめ登録している防災ボラン

ティアに活動依頼をするほか、マスメディア等を用いて要請に対応するボランテ

ィアを募集し、適切な誘導を行うなど、県及び市町の各担当部局及び関係機関と

が連携して、その効果的な活用を図る。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 航空機、船舶、特殊車両等の操縦、運転業務（県民文化部局等） 

 オ 通訳業務（観光部局） 

 カ その他専門的な技術、知識を要する業務（県民文化部局等） 

キ その他の業務（県民文化部局等） 

４～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

 

災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

（略） 

  災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

 

 

 

第２８節 ボランティア活動の支援 

１～２（略） 

３ ボランティア本部の機能 

 (1)（略） 

(2) ボランティアの募集及び誘導 

 災害対策本部又はボランティア現地本部から次のような業務の支援要請があ

ったときは、県、市町及び関係機関においてあらかじめ登録している防災ボラン

ティアに活動依頼をするほか、マスメディア等を用いて要請に対応するボランテ

ィアを募集し、適切な誘導を行うなど、県及び市町の各担当部局及び関係機関と

が連携して、その効果的な活用を図る。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 通訳業務（観光部局） 

 オ その他専門的な技術、知識を要する業務（生活環境部局等） 

カ その他の業務（生活環境部局等） 

 

４～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

 

災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

（略） 

  災害ボランティア活動への支援に関する協定 
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第２９節 し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理 

１～４（略） 

５ 震災時における廃棄物の処理目標 

（１）（略） 

（２）産業廃棄物 

事業主は、震災時における産業廃棄物を処理するため、機械及び器具機材

等の処理体制をあらかじめ整備する。特に、有害廃棄物については、保管容

器を強固にするとともに、収集運搬処分経路を明確にしておく。 

６（略） 

７ 廃棄物の応急的処理 

市町は、おおむね次の方法により応急的な廃棄物の処理をする。 

（１）～（７）（略） 

 

（新設） 

 

８（略） 

 

第３０節～第３２節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９節 し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理 

１～４（略） 

５ 震災時における廃棄物の処理目標 

（１）（略） 

（２）産業廃棄物 

事業主は、震災時における産業廃棄物を処理するため、機械及び処理施設

等の処理体制をあらかじめ整備する。特に、有害廃棄物については、保管容

器を強固にするとともに、収集運搬処分経路を明確にしておく。 

６（略） 

７ 廃棄物の応急的処理 

市町は、おおむね次の方法により応急的な廃棄物の処理をする。 

（１）～（７）（略） 

災害時における廃棄物の処理に関する協定 

 

 

８（略） 

 

第３０節～第３２節（略） 
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第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第４節（略） 

 

第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１～２（略） 

３ 生活相談 

（１）～（５）（略） 

（新設） 

 

４（略） 

５ 罹災証明の交付 

市町は、被災者の各種支援措置を早期に実施するため、地震発生後早期に罹

災証明の交付体制を確立し、被災者に罹災証明を交付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者

が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な

手法により実施する。 

早期に罹災証明の交付体制を確立するため、次の措置を講ずる。 

（１）被災市町だけで対応できない場合は、応援協定等に基づいて実施する。 

 

（新設） 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

６～１０（略） 

 

第６節～第７節（略） 
 

 
第５章（略） 

 

 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第４節（略） 

 

第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１～２（略） 

３ 生活相談 

（１）～（５）（略） 

（６）県及び市町は、総務省石川行政評価事務所が特別行政相談活動を実施する

場合において、連絡・調整を図り、協力する。 

４（略） 

５ 罹災証明の交付 

市町は、被災者の各種支援措置を早期に実施するため、地震発生後早期に罹

災証明の交付体制を確立し、被災者に罹災証明を交付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者

が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な

手法により実施する。 

早期に罹災証明の交付体制を確立するため、次の措置を講ずる。 

（１）被災市町だけで対応できない場合は、応援協定等に基づいて実施する。 

 

  災害時における住家被害認定調査等に関する協定 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

６～１０（略） 

 

第６節～第７節（略） 
 

 
第５章（略） 
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参考１－３ 

石川県地域防災計画（一般災害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

一般災害対策編 
 
 

（令和６年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

一般災害対策編 
                  
 

（令和７年修正） 
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第１章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節（略） 

 

 

第４節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

第１章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会、金沢エナジー株式会社、

小松ガス株式会社 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節（略） 

 

第４節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 
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第５節 本県の特質と既往の災害 

１～３（略） 

４ 社会的要因とその変化 

  地震災害は、自然的条件に起因する災害と社会的条件によってもたらされる

災害が同時複合的に現出するという特徴を持っている。 

被害を拡大する社会的要因としては、主として次のような点が指摘される。 

（１）～（６）（略） 

（７）新たな感染症への対策 

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感

染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイル

ス感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 本県の特質と既往の災害 

１～３（略） 

４ 社会的要因とその変化 

  地震災害は、自然的条件に起因する災害と社会的条件によってもたらされる

災害が同時複合的に現出するという特徴を持っている。 

被害を拡大する社会的要因としては、主として次のような点が指摘される。 

（１）～（６）（略） 

（７）新たな感染症への対策 

新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当たる職員

等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策

の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。 
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（８）（略） 

５ 過去に災害救助法（昭和 22年法律第 118号）が適用された風水害等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）（略） 

５ 過去に災害救助法（昭和 22年法律第 118号）が適用された風水害等 
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第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～５（略） 

６ 災害教訓の伝承 

（１） 県及び市町は、能登半島地震など、過去に起こった災害の教訓や災害文

化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映

像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く

一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等を適切に保存するとともに、

その持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

 

第２節～第３節（略） 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１（略） 

２ 防災ボランティアの環境整備 

 防災ボランティアの活動には、無線通信、医療看護、建築物・宅地の危険度判

定等一定の知識、経験や特定の資格を要するものや、避難所における炊出し、清

掃作業等特に資格や経験を必要としないものがあるが、当面、次の業務に区分し、

被災者ニーズ等の情報提供を適切に行ったうえで、その効果的な活用が図られる

よう、県及び市町の各担当部局と関係機関とが連携して環境整備を行う。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 航空機、船舶、特殊車両等の操縦、運転業務（県民文化部局等） 

 オ 通訳業務（観光部局） 

 カ その他専門的な技術、知識を要する業務（県民文化部局等） 

キ その他の業務（県民文化部局等） 

 

第５節 防災訓練の充実 

１（略） 

 
 
第２章 災害予防計画 

 

第１節 防災知識の普及 

１～５（略） 

６ 災害教訓の伝承 

（１）県及び市町は、令和６年能登半島地震など、過去に起こった災害の教訓や

災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映

像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の

人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく

後世に伝えていくよう努める。 

 

第２節～第３節（略） 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１（略） 

２ 防災ボランティアの環境整備 

 防災ボランティアの活動には、無線通信、医療看護、建築物・宅地の危険度判

定等一定の知識、経験や特定の資格を要するものや、避難所における炊出し、清

掃作業等特に資格や経験を必要としないものがあるが、当面、次の業務に区分し、

被災者ニーズ等の情報提供を適切に行ったうえで、その効果的な活用が図られる

よう、県及び市町の各担当部局と関係機関とが連携して環境整備を行う。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 通訳業務（観光部局） 

 オ その他専門的な技術、知識を要する業務（生活環境部局等） 

カ その他の業務（生活環境部局等） 

 

 

第５節 防災訓練の充実 

１（略） 
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２ 防災訓練計画 

 県、市町、防災関係機関及び事業所等は、災害予防の万全を期するため、単独

又は共同して、次に定めるところにより防災訓練を行う。 

なお、訓練を行うにあたっては、訓練の目的を具体的に設定したうえで、訓練

参加者、使用する器材及び冬季や夜間といった実施時間、地域の災害リスク等の

訓練環境などについて具体的な設定を行うよう努める。この際、各機関の救援活

動等の連携強化に留意する。また、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、

課題を発見するための訓練の実施にも努める。 

 

 

 

 

 

 

（１）（略） 

（２）実地訓練 

ア 総合防災訓練 

県又は市町は、防災関係機関及び広域応援協定締結自治体と連携して、地

域防災計画の習熟、防災体制の確立、防災技術の向上及び住民の防災意識の

高揚等を図ることを目的に、防災関係機関の参加及び学校、自主防災組織、

地域住民等の地域に関係する多様な主体の協力を得て、水防、消防、避難、

救出・救助、通信、輸送、応急復旧、福祉避難所開設・運営、災害ボランテ

ィアセンター開設・運営等の各種の訓練を総合的に実施する。また、新型コ

ロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対

応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施する。 

イ～エ（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１（略） 

２ 県の活動体制 

（１）（略） 

（２）地域防災計画に基づく防災活動要領（マニュアル）等の整備 

県の各部局長等は、地域防災計画の内容に基づき、災害時の応急対策活動

を円滑に行えるよう、災害発生時の職員の配備計画、連絡体制（動員伝達系

統）、担当業務及び参集場所（登庁不能時を含む。）を盛り込んだ防災活動

２ 防災訓練計画 

県、市町、防災関係機関及び事業所等は、災害予防の万全を期するため、単独

又は共同して、次に定めるところにより防災訓練を行う。 

なお、訓練を行うにあたっては、訓練の目的を具体的に設定したうえで、訓練参

加者、使用する器材及び冬季や夜間といった実施時間、地域の災害リスク等の訓

練環境などについて具体的な設定を行うよう努める。この際、各機関の救援活動

等の連携強化に留意する。 

また、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の多様なニーズ

に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めると

ともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努め

ることに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよ

う努めるものとする。 

さらに、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓

練の実施にも努める。 

（１）（略） 

（２）実地訓練 

ア 総合防災訓練 

県又は市町は、防災関係機関及び広域応援協定締結自治体と連携して、地

域防災計画の習熟、防災体制の確立、防災技術の向上及び住民の防災意識の

高揚等を図ることを目的に、防災関係機関の参加及び学校、自主防災組織、

地域住民等の地域に関係する多様な主体の協力を得て、水防、消防、避難、

救出・救助、通信、輸送、応急復旧、福祉避難所開設・運営、災害ボランテ

ィアセンター開設・運営等の各種の訓練を総合的に実施する。また、感染症

の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避

難所開設・運営訓練を積極的に実施する。 

 イ～エ（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１（略） 

２ 県の活動体制 

（１）（略） 

（２）地域防災計画に基づく防災活動要領（マニュアル）等の整備 

県の各部局長等は、地域防災計画の内容に基づき、災害時の応急対策活動

を円滑に行えるよう、災害発生時の職員の配備計画、連絡体制（動員伝達系

統）、担当業務及び参集場所（登庁不能時を含む。）を盛り込んだ防災活動
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要領（マニュアル）の整備を行う。 

なお、防災活動要領は、組織の改編や人事異動、地域防災計画の見直し等

の状況の変化に対応して毎年度検討を加え、必要がある場合は直ちに修正

し、４月末までに危機管理監に報告する。 

（３）～（６）（略） 

（７）受援計画の策定等 

 ア（略） 

 イ 県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員を迅速・的確に受け入れて

情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全

体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペ

ースの確保を行う。なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策とし

て、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務

スペースの適切な空間の確保に配慮するほか、応援職員の派遣に当たって

は、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

 

 

 ウ（略） 

（８）～（１４）（略） 

３～５（略） 

 

第７節（略） 

 

第８節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ

－ＬＴＥ）、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

（２）市町の整備 

市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（ＪＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを含

要領（マニュアル）の整備を行う。 

なお、防災活動要領は、組織の改編や人事異動、地域防災計画の見直し等

の状況の変化に対応して毎年度検討を加え、必要がある場合は直ちに修正

し、４月末までに危機管理部長に報告する。 

（３）～（６）（略） 

（７）受援計画の策定等 

 ア（略） 

 イ 県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員を迅速・的確に受け入れて

情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全

体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペ

ースの確保を行う。なお、感染症対策として、会議室のレイアウトの工夫や

テレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配

慮するほか、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理等を徹底す

る。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援

職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設

の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な施設等の

リスト化に努めるものとする。 

 ウ（略） 

（８）～（１４）（略） 

３～５（略） 

 

第７節（略） 

 

第８節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全モバイルシス

テム、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

（２）市町の整備 

市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（ＪＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを含
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む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安

全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災

害情報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確

保に努める。 

（３）～（５）（略） 

３ 石川県総合防災情報システム 

 県は、災害時の災害情報を共有し、的確な意思決定を図るため、県庁内防災関

係課、出先機関、市町、消防本部、国等の防災関係機関（各防災拠点）をネット

ワークで結んだ「石川県総合防災情報システム」を整備し、災害情報の収集、伝

達に努めるものとする。 

また各機関が横断的に共有すべき防災情報をＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通

ネットワーク）に集約できるよう努める。 

石川県総合防災情報システム 

 

 （略） 

 ・河川情報システム 

（略） 

 

４（略） 

 

第９節～第１０節（略） 

 

第１１節 消防力の充実、強化 

１～５（略）  

６ 消防力の強化 

（１）～（２）（略） 

（３）消防団の活性化 

   市町長は、地域における消防防災の中核として活躍し、有事の際の国民保

護等ますます重要な役割が期待されている消防団の大規模災害等への対応

力を強化し、施設・装備の充実、処遇の改善、及び知識・技能の向上のため

の教育訓練体制の充実を図る。 

また、消防団については、団員の条例定数確保を当面の目標とし、女性消

防団員の入団促進、事業所の消防団活動への理解促進、将来の消防の担い手

となる子どもに対する啓発等を推進するとともに、機能別団員制度の導入を

検討するなど、地域ぐるみで活性化を図る。 

む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安

全モバイルシステム、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災害情

報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確保に

努める。 

（３）～（５）（略） 

３ 石川県総合防災情報システム 

県は、災害時の災害情報を共有し、的確な意思決定を図るため、県庁内防災関

係課、出先機関、市町、消防本部、国等の防災関係機関（各防災拠点）をネット

ワークで結んだ「石川県総合防災情報システム」を整備し、災害情報の収集、伝

達に努めるものとする。 

また各機関が横断的に共有すべき防災情報を総合防災情報システム（ＳＯＢＯ

－ＷＥＢ）に集約できるよう努める。 

石川県総合防災情報システム 

 

 （略） 

 ・河川総合情報システム 

（略） 

 

４（略） 

 

第９節～第１０節（略） 

 

第１１節 消防力の充実、強化 

１～５（略） 

６ 消防力の強化 

（１）～（２）（略） 

（３）消防団の活性化 

市町長は、地域における消防防災の中核として活躍し、有事の際の国民保

護等ますます重要な役割が期待されている消防団の充実強化に向けて、大規

模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、必

要な資格の取得など実践的な教育訓練体制の充実を図る。 

また、消防団については、団員の条例定数確保を当面の目標とし、女性消

防団員の入団促進、事業所の消防団活動への理解促進、将来の消防の担い手

となる子どもに対する啓発等を推進するとともに、機能別団員制度の導入を

検討するなど、地域ぐるみで活性化を図る。 



 - 9 - 

現       行 修   正   案 備 考 

（４）～（５）（略） 

７ 消防機械器具の点検整備と出動計画等 

市町長は、消防機関に消防機械器具の点検整備をさせるとともに、次の事項

についてあらかじめ計画を定めておく。 

 

（１）～（２）（略） 

８～１０（略） 

 

第１２節 避難体制の整備 

１ 基本方針 

市町は、建物倒壊及び出火、延焼等の災害、新型コロナウイルス感染症を含

む感染症対策等を踏まえ、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保さ

れる指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避

難所並びに避難路について、管理者の同意を得た上で、必要な数・規模の施設

等をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、

町内会、自主防災組織等を通じて住民に周知徹底を図るとともに、災害時に指

定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやア

プリケーション等の多様な手段の整備に努める。防災に関する諸活動の推進に

当たり、公共用地の有効活用を図る。 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

 ア～オ（略） 

カ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、

子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電

や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋

式トイレなど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施

設・設備や相談等の支援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指

（４）～（５）（略） 

７ 消防機械器具の点検整備と出動計画等 

市町長は、消防機関に大規模地震や津波災害など多様な災害にも対応する消

防ポンプ自動車等の消防機械器具の点検整備をさせるとともに、次の事項につ

いてあらかじめ計画を定めておく。 

（１）～（２）（略） 

８～１０（略） 

 

第１２節 避難体制の整備 

１ 基本方針 

市町は、建物倒壊及び出火、延焼等の災害、感染症対策等を踏まえ、災害の

危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び避難

者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所並びに避難路について、管理

者の同意を得た上で、必要な数・規模の施設等をあらかじめ指定し、平常時か

ら、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等について、町内会、

自主防災組織等を通じて住民に周知徹底を図るとともに、災害時に指定避難所

の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケー

ション等の多様な手段の整備に努める。防災に関する諸活動の推進に当たり、

公共用地の有効活用を図る。 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

 ア～オ（略） 

 カ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めること。備蓄

品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホ

ールトイレ、マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギ

ーによる発電や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話・衛星通信を活用し

たインターネット機器等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど高齢者、

障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施設・設備や相談等の支

援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指定避難所の電力容量の
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定避難所の電力容量の拡大に努めること。 

キ～ス（略） 

セ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生

した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携

して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用も含めて検討するよう努める。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

３～７（略） 

８ 情報連絡体制の整備 

保健所は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に

備えて、平常時から、管内の市町の防災担当部局との連携の下、ハザードマッ

プ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努

める。また、市町の保健福祉担当部局、防災担当部局との連携の下、自宅療養

者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、

自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。 

 

 

 

 

第１３節 要配慮者対策 

１ 基本方針 

拡大に努めること。 

 キ～ス（略） 

セ 感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時か

ら防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや

旅館等の活用も含めて検討するよう努める。 

ソ 市町は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じ

て実施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施

主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、個

人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努めるも

のとする。 

タ 市町村（都道府県）は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避

難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実

情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための

拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるもの

とする。 

チ 県及び市町は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する

場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのス

ペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努めるも

のとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車

中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 

（３）～（５）（略） 

３～７（略） 

８ 情報連絡体制の整備 

保健所等は、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症を

含む。）発生時における自宅療養者等の被災に備えて、災害発生前から、管

内の市町の防災担当部局との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療

養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努める。また、市町の

保健福祉担当部局、防災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難の確保

に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者等

に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。これらのことが円

滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症等発生前から関係機関との調

整に努めるものとする。 

 

第１３節 要配慮者対策 

１ 基本方針 
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災害発生時には、乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難

病等の患者、高齢者、妊婦、外国人など災害に際して必要な情報を得ることや

迅速かつ適切な防災行動をとることが困難であり、災害の犠牲になり易い人々

である要配慮者が被害を受ける可能性が高まっている。 

このため、県、市町及び社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、災害から要配慮者を守るための防災対策の一層の充

実を図る。 

 

２～５（略） 

 

第１４節 緊急輸送体制の整備 

１～４（略） 

５ 民間事業者等の活用 

（１）～（２）（略） 

（３）県及び市町は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急

通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災、当該車両に対し

て緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等

に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普

及を図る。 

 

第１５節 医療体制の整備 

１（略） 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～カ（略） 

（新設） 

 

 

 

キ～サ（略） 

（２）～（７）（略） 

３～５（略） 

 

第１６節（略） 

 

災害発生時には、乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難

病等の患者、高齢者、妊婦、食物アレルギーのある人、外国人など災害に際し

て必要な情報を得ることや迅速かつ適切な防災行動をとることが困難であり、

災害の犠牲になり易い人々である要配慮者が被害を受ける可能性が高まって

いる。 

このため、県、市町及び社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、災害から要配慮者を守るための防災対策の一層の充

実を図る。 

２～５（略） 

 

第１４節 緊急輸送体制の整備 

１～４（略） 

５ 民間事業者等の活用 

（１）～（２）（略） 

（３）県及び市町は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、あらかじめ緊

急通行車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び

普及を図る。 

 

 

 

第１５節 医療体制の整備 

１（略） 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～カ（略） 

キ 県は、保健医療福祉調整本部及び、地域保健医療福祉調整本部の運営支援

のため、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）のほか、都道府県や

その他の保健医療福祉活動に係る関係機関のチームの受け入れ体制を整備

しておく。 

ク～シ（略） 

（２）～（７）（略） 

３～５（略） 

 

第１６節（略） 
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第１７節 こころのケア体制の整備 

１（略） 

２ こころのケア実施体制の整備 

（１）（略） 

（２）市町 

ア 市町は、避難所における精神科救護所の設置について、あらかじめ避難所

管理者と協議しておく。 

 イ（略） 

３～４（略） 

 

第１８節 食料及び生活必需品等の確保 

１ 基本方針 

住宅の被災等による食料及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や低

下等が起こった場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要であ

る。 

このため、県及び市町は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援

の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等も踏

まえて、発災直後から被災者に対して円滑に食料、飲料水、生活必需品、燃料、

ブルーシート、土のう袋その他の物資の供給が行われるよう物資の備蓄・調達

・輸送体制の整備を図るとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用

し、あらかじめ、備蓄物資や物資の拠点の登録に努める。なおこの際、要配慮

者への配慮及び食料の質の確保に留意する。 

また、女性の視点に立った支援物資の備蓄・供給（生理用品など）等の取り

組みを一層推進する。 

 

 

 

２～５（略） 

 

第１９節 噴火災害予防 

１～３（略） 

４ 事前措置及び応急措置 

（１）～（３）（略） 

（新設） 

 

第１７節 こころのケア体制の整備 

１（略） 

２ こころのケア実施体制の整備 

（１）（略） 

（２）市町 

ア 市町は、避難所におけるＤＰＡＴ等が活動する救護所の設置について、あ

らかじめ施設管理者と協議しておく。 

イ（略） 

３～４（略） 

 

第１８節 食料及び生活必需品等の確保 

１ 基本方針 

  住宅の被災等による食料及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や低

下等が起こった場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要であ

る。 

このため、県及び市町は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援

の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等も踏

まえて、発災直後から被災者に対して円滑に食料、飲料水、生活必需品、燃料、

ブルーシート、土のう袋その他の物資の供給が行われるよう物資の備蓄・調達

・輸送体制の整備を図るとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用

し、あらかじめ、備蓄物資や物資の拠点の登録に努める。特に、交通の途絶等

により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送

が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとし、国〔消

防庁〕はこれを支援する。なおこの際、要配慮者への配慮及び食料の質の確保

に留意する。 

また、女性の視点に立った支援物資の備蓄・供給（生理用品など）等の取り

組みを一層推進する。 

２～５（略） 

 

第１９節 噴火災害予防 

１～３（略） 

４ 事前措置及び応急措置 

（１）～（３）（略） 

（４）地方公共団体は、火山噴火による危険が差し迫った状態にある場合には短

時間に多数の住民、登山者等の避難が必要になる場合があることを勘案し、
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第２０節～第２３節（略） 

 

第２４節 公共施設災害予防 

１（略） 

２ 道路施設整備対策 

（１）（略） 

（２）橋梁の整備 

道路ふ網の分断を防止するため、最新の仕様を準用して、緊急性の高いも

のから、落橋防止対策や橋脚の補強を行う。 

また、橋梁の新設に当たっては、最新の仕様を準用し、建設する。 

（３）～（４）（略） 

（新設） 

 

 

３～９（略） 

 

第２５節 地盤災害予防 

１～７（略） 

８ 宅地造成地等災害予防 

（１）～（２）（略） 

（３）危険盛土等に対する措置 

盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土

については、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速や

かに撤去命令等の是正指導を行う。 

    なお、当該盛土について、対策が完了するまでの間に、市町において地

域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適

切な助言や支援を行う。 

詳細な地形や地形特性及び避難所等の防災関連施設を表した地理空間情報

の整備の推進、あらかじめ避難のための道路、広場等の整備の推進に努める

ものとする。 

５ 防災知識の普及 

県及び市町は、防災週間、火山防災の日、防災関連行事等を通じ、住民に対 

し、火山ハザードマップや火山防災マップ等を用いて火山災害の危険性を周知

する。 

 

第２０節～第２３節（略） 

 

第２４節 公共施設災害予防 

１（略） 

２ 道路施設整備対策 

（１）（略） 

（２）橋梁の整備 

   道路交通網の分断を防止するため、最新の仕様を準用して、緊急性の高い

ものから、落橋防止や橋脚の補強並びに架け替え等の対策を推進する。 

また、橋梁の新設に当たっては、最新の仕様を準用し、建設する。 

（３）～（４）（略） 

（５）アンダーパス部等の整備 

道路の冠水を防止するため、排水施設及び排水設備の補修等を推進する。 

 

３～９（略） 

 

第２５節 地盤災害予防 

１～７（略） 

８ 宅地造成地等災害予防 

（１）～（２）（略） 

（３）危険盛土等に対する措置 

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛土等に関する調

査等を実施し、必要に応じ、把握した盛土等について安全性把握のための

詳細調査や経過観察等を行う。また、これらを踏まえ、危険が確認された

盛土等については、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づ

き、速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に伴う災害を防

止するために必要な措置を行う。 



 - 14 - 

現       行 修   正   案 備 考 

 

   

 

 

第２６節～第２７節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    なお、当該盛土等について、対策が完了するまでの間に、市町において

地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、

適切な助言や支援を行う。 

 

第２６節～第２７節（略） 
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第３章 災害応急対策計画 
 

 

第１節 初動体制の確立 

１（略） 

２ 災害対策本部設置等に係る配備体制及びその基準等 

  石川県災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の設置等に係る配備

体制及びその基準等（以下「配備体制及びその基準等」という。）は、次のと

おりとする。 

配備体制及びその基準等 

（１）災害対策本部の設置等に係る配備体制は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
 

 

第１節 初動体制の確立 

１（略） 

２ 災害対策本部設置等に係る配備体制及びその基準等 

  石川県災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の設置等に係る配備

体制及びその基準等（以下「配備体制及びその基準等」という。）は、次のと

おりとする。 

配備体制及びその基準等 

（１）災害対策本部の設置等に係る配備体制は、次のとおりとする。 
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（２）火山災害発生時等の配備体制は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 通報連絡体制及び県職員の動員 

（１）通報連絡体制 

 ア（略） 

 イ 毎年度、新たに策定（変更を含む。）した職員の配備計画及び動員伝達系

統を毎年度４月末までに危機管理監に報告する。 

（２）（略） 

（３）職員の動員 

 ア 注意配備体制及び警戒配備体制の場合 

２の「配備体制及びその基準等」による注意配備体制又は警戒配備体制に

なったときは、危機管理監室担当職員及び各部局の配備計画による職員は、

速やかに登庁する。 

 イ（略） 

４ 災害対策本部 

（１）～（６）（略） 

（７）災害対策本部の組織、編成 

（２）火山災害発生時等の配備体制は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 通報連絡体制及び県職員の動員 

（１）通報連絡体制 

 ア（略） 

 イ 毎年度、新たに策定（変更を含む。）した職員の配備計画及び動員伝達系

統を毎年度４月末までに危機管理部長に報告する。 

（２）（略） 

（３）職員の動員 

 ア 注意配備体制及び警戒配備体制の場合 

２の「配備体制及びその基準等」による注意配備体制又は警戒配備体制に

なったときは、危機管理部担当職員及び各部局の配備計画による職員は、速

やかに登庁する。 

イ（略） 

４ 災害対策本部 

（１）～（６）（略） 

（７）災害対策本部の組織、編成 
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 ア～カ（略） 

 キ 災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）（略） 

５ 現地災害対策本部 

（１）～（７）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア～カ（略） 

 キ 災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）（略） 

５ 現地災害対策本部 

（１）～（７）（略） 
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（８）現地災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．現地本部長となる副本部長については、本部長が必要と認める場合は、

この表にかかわらず本部長が指名する者をもって充てる。 

また、現地本部員については、本部長が必要と認める場合は、危機管 

理部及び担当部（警察本部を除く）の職員の中から、本部長が指名す

る者をもって充てる。 

２．必要のある都度、協力班等の班を設置する。 

（９）（略） 

６～８（略） 

９ 受援体制の確立 

県及び市町は、災害時において、国、地方公共団体、民間企業等からの円滑

な支援を受けるため、受援体制を確立する。 

（１）知事の応援要請 

ア 指定行政機関等に対する応援要請 

県内における災害応急活動を的確かつ円滑に実施するために必要がある

と認めるとき、知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又

は指定公共機関若しくは指定地方公共機関等に対して、次の事項を明らかに

し、応急措置の実施を要請する。 

上記の応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機

関又は関係指定地方行政機関は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急

対策を行う。 

 （ア）～（エ）（略） 

 （オ）その他必要な事項 

（８）現地災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．現地本部長となる副本部長については、本部長が必要と認める場合は、

この表にかかわらず本部長が指名する者をもって充てる。 

また、現地本部員については、本部長が必要と認める場合は、危機管 

理部及び担当部（警察本部を除く。）の職員の中から、本部長が指名

する者をもって充てる。 

２．必要のある都度、協力班等の班を設置する。 

（９）（略） 

６～８（略） 

９ 受援体制の確立 

県及び市町は、災害時において、国、地方公共団体、民間企業等からの円滑

な支援を受けるため、受援体制を確立する。 

（１）知事の応援要請 

ア 指定行政機関等に対する応援要請 

県内における災害応急活動を的確かつ円滑に実施するために必要がある

と認めるとき、知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又

は指定公共機関若しくは指定地方公共機関等に対して、次の事項を明らかに

し、応急措置の実施を要請する。 

上記の応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機

関又は関係指定地方行政機関は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急

対策を行う。 

 （ア）～（エ）（略） 

 （オ）その他必要な事項 
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（参考）指定行政機関等との応援に関する協定等は、次のとおりである。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

①～②（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）指定行政機関等との応援に関する協定等は、次のとおりである。 

① 通信設備の優先利用等に関する協定 

(本章第７節「通信手段の確保」参照) 

 

 

 

 

 

 ②～③（略） 

 ④ 災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定 

（本章第 14節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 ⑤ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 14節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

⑥ 災害時の歯科医療救護に関する協定 

（本章第 14節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

⑦ 災害時の医療救護等に関する協定 

（本章第 14節「災害医療及び救急医療」及び第 15章「健康管理活動」参照） 
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（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

③（略） 

（新設） 

 

 

 

 

イ～エ（略） 

（２）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

ア（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 イ～ウ（略） 

 

⑧ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 21節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

⑨ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 21節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

⑩（略） 

⑪ 災害時における緊急用ＬＰガスの供給等に関する協定 

（本章第 25節「生活必需品の供給」参照） 

 

 

 

イ～エ（略） 

（２）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

①（略） 

② 災害に係る情報発信等に関する協定 

(本章第９節「災害広報」参照) 

 

 

 

③ 災害時等における資機材の供給に関する協定 

           （本章第 12節「避難誘導等」参照）  

 

 

 

④～⑤ 
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エ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 14節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

オ 災害時の歯科医療救護に関する協定 

（本章第 14節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

カ 災害時の医療救護等に関する協定 

（本章第 14節「災害医療及び救急医療」及び第 15章「健康管理活動」参照） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

⑥ 石川ＤＭＡＴの出動に関する協定 

(本章第 14節「災害医療及び救急医療」参照) 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～ク（略） 

（新設） 

 

 

 

 

⑦ 石川県における災害支援ナースの派遣に関する協定 

（本章第 14節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧～⑨（略） 

⑩ 災害時の助産師による支援活動に関する協定 

（本章第 14節「災害医療及び救急医療」参照） 
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（新設） 

 

 

 

 

ケ～セ（略） 

ソ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 21節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

タ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 21節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 チ（略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

ツ～ナ（略） 

（新設） 

 

 

 

ニ～ヌ（略） 

 

⑪ 災害時における支援活動に関する協定 

（本章第 14節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

⑫～⑰（略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

⑱（略） 

⑲ 災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定 

（本章第 21節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

⑳ 災害時における復旧支援協力に関する協定 

（本章第 21節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

㉑～㉔（略） 

㉕ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

（本章第 21節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

㉖～㉗（略） 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉘ 生活必需品の確保に関する協定 

（本章第 25節「生活必需品の供給」参照） 
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 ネ（略） 

ノ 災害時における緊急用ＬＰガスの供給等に関する協定 

（本章第 25節「生活必需品の供給」参照） 

 

 

 

ハ～ヘ 

（新設） 

 

 

 

 

ホ～ム（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉙（略） 

（削除） 

 

 

 

 

㉚～㉝（略） 

㉞ 災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

（本章第 25節「輸送手段の確保」参照） 

 

 

 

㉟～㊳（略） 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メ～ヤ（略） 

ユ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 30節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 ヨ（略） 

㊴ 石川県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 

（本章第 29節「防疫、保健衛生活動」参照） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊵～㊷（略） 

㊸ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 30節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 ㊹（略） 
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ラ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 30節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

リ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 ル（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 

号）第 252条の 17 に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職

員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度を活用する。なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項

を明らかにする。 

 イ（略） 

（８）（略） 

１０ 広域応援協力体制 

県及び市町は、大規模な災害等が発生し、県下市町又は他の都道府県等が被災

した場合には、速やかに必要な応援体制を確立する。なお、職員を派遣する場合

は、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。 

（１）県 

 ㊺ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 30節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

 ㊻ 災害時における廃棄物の処理に関する協定  

    （本章第 31節「し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理」参照） 

 

 

 

㊼（略） 

 ㊽ 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する基本協定 

     （本章第 32節「住宅の応急対策」参照） 

 

  

 

㊾（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 

号）第 252条の 17 に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職

員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度の活用も含めて検討する。なお、要請に当たっては、知事又は市町

長は次の事項を明らかにする。 

 イ（略） 

（８）（略） 

１０ 広域応援協力体制 

県及び市町は、大規模な災害等が発生し、県下市町又は他の都道府県等が被災

した場合には、速やかに必要な応援体制を確立する。なお、職員を派遣する場合

は、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。 

（１）県 
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知事は、県下市町はもとより、広域応援県市、又は他の被災都道府県等に

対し、速やかに広域応援協力が図れるよう次の措置を講ずる。 

（新設） 

 

 

 

 

ア 災害救援対策本部等の設置 

知事は、必要に応じて、災害救援対策本部を設置するとともに、災害情報

の収集に努め、派遣経路の確認と輸送手段を検討して、応援部隊の規模等を

決定する。また、災害救援対策本部は、応援部隊の派遣に係る支援や資材の

調達を行う。 

イ～エ（略） 

（２）（略） 

１１ 各防災関係機関の職員の勤務ローテーションの確立と健康管理 

（１）職員や家族の安否確認 

自宅又は自分がいる地域で相当規模の被害が予測される地震が発生した

場合には、原則として本人が所属の課、廨（人事担当者）へ報告する。報告

事項は、本人、家族及び家屋の被災状況とする。 

また、勤務中の災害時には、早期に、状況に応じて職員を交代で帰宅させ、

家族等の安否や被害状況の確認をさせるとともに、周辺の被災状況を調査し

報告させる。 

 

 

 

 

第２節 事前措置及び応急措置 

１～２（略） 

３ 知事の応急措置 

（１）（略） 

（２）従事命令等（災害対策基本法第 71条） 

 ア～エ（略） 

オ 従事命令等の執行 

県における強制従事の執行については、災害救助法による救助のための従

事命令及び協力命令並びに災害対策基本法に基づくその他の災害応急措置

知事は、県下市町はもとより、広域応援県市、又は他の被災都道府県等に

対し、速やかに広域応援協力が図れるよう次の措置を講ずる。 

ア 県下市町が被災した場合（人的支援チームの設置） 

知事は、必要に応じて、人的支援チームを設置するとともに、災害情報の

収集に努め、派遣経路の確認と輸送手段を検討して、応援部隊の規模等を決

定する。また、人的支援チームは、県及び県内市町から被災市町への応援部

隊の派遣調整に加え、他の都道府県等からの応援部隊の受入調整も行う。 

イ 他の都道府県が被災した場合（災害救援対策本部等の設置） 

知事は、必要に応じて、災害救援対策本部を設置するとともに、災害情報

の収集に努め、派遣経路の確認と輸送手段を検討して、応援部隊の規模等を

決定する。また、災害救援対策本部は、応援部隊の派遣に係る支援や資材の

調達を行う。 

 ウ～オ（略） 

（２）（略） 

１１ 各防災関係機関の職員の勤務ローテーションの確立と健康管理 

（１）職員や家族の安否確認 

   災害対策本部を設置する地震が発生した場合には、各所属の連絡体制に基

づき、職員及び職員の家族、家屋の被災状況を確認し、人事担当者に情報を

集約する。 

なお、県外で相当規模の被害が予測される地震が発生した場合には、原則

として本人が所属の課、廨（人事担当者）へ報告する。報告事項は、本人、

家族の被災状況とする。 

また、勤務中の災害時には、早期に、状況に応じて職員を交代で帰宅させ、

家族等の安否や被害状況の確認をさせるとともに、周辺の被災状況を調査し

報告させる。 

 

第２節 事前措置及び応急措置 

１～２（略） 

３ 知事の応急措置 

（１）（略） 

（２）従事命令等（災害対策基本法第 71条） 

 ア～エ（略） 

オ 従事命令等の執行 

県における強制従事の執行については、災害救助法による救助のための従

事命令及び協力命令並びに災害対策基本法に基づくその他の災害応急措置
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のための従事命令及び協力命令は、危機管理監室が担当する。 

カ～ク（略） 

（３）～（４）（略） 

４～６（略） 

 

第３節 気象業務法に定める予報・注意報・警報等の細分区域及び種類並びに 

発表基準 

１～３（略） 

４ 水防法に定める水防警報 

（１） 河川 

ア 国土交通大臣又は知事が指定した次の河川については、それぞれ水防警報 

を行うものとし、河川ごとにそれぞれ定められた河川国道事務所長又は土木 

総合事務所長又は土木事務所長が直接これを発表する。 

（ア）（略） 

（イ）知事が水防警報を行う河川及びその区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ(略) 

ウ 警報を発表する場合の具体的な基準は、次のとおりである。 

 （ア）（略） 

（イ）知事の指定した河川の水位観測所及び氾濫注意水位 

 

 

 

 

 

 

 

のための従事命令及び協力命令は、危機管理監室が担当する。 

 カ～ク（略） 

（３）～（４）（略） 

４～６（略） 

 

第３節 気象業務法に定める予報・注意報・警報等の細分区域及び種類並びに 

発表基準 

１～３（略） 

４ 水防法に定める水防警報 

（１） 河川 

ア 国土交通大臣又は知事が指定した次の河川については、それぞれ水防警報 

を行うものとし、河川ごとにそれぞれ定められた河川国道事務所長又は土木 

総合事務所長又は土木事務所長が直接これを発表する。 

（ア）（略） 

（イ）知事が水防警報を行う河川及びその区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ(略) 

ウ 警報を発表する場合の具体的な基準は、次のとおりである。 

 （ア）（略） 

（イ）知事の指定した河川の水位観測所及び氾濫注意水位 
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（２）（略） 

 

５ 水位情報の通知及び周知 

（１）知事が指定した次の河川（水位周知河川）については、それぞれ水位情報

の通知及び周知を行うものとし、河川ごとにそれぞれ定められた土木総合事

務所長又は土木事務所長が直接これを発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水位周知河川における水位情報の発表の基準は、次のとおりである。 

 ア～イ（略） 

 ウ 氾濫発生情報 

氾濫が発生したときに、当該河川を管内に有する土木総合事務所長又は土

木事務所長が発表する。 

なお、水位周知河川における水位情報通知の対象水位観測所及び避難判断

水位等は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

６～１１（略） 

 

第４節（略） 

 

 

 

（２）（略） 

 

５ 水位情報の通知及び周知 

（１）知事が指定した次の河川（水位周知河川）については、それぞれ水位情報

の通知及び周知を行うものとし、河川ごとにそれぞれ定められた土木総合事

務所長又は土木事務所長が直接これを発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水位周知河川における水位情報の発表の基準は、次のとおりである。 

 ア～イ（略） 

 ウ 氾濫発生情報 

氾濫が発生したときに、当該河川を管内に有する土木総合事務所長又は土

木事務所長が発表する。 

なお、水位周知河川における水位情報通知の対象水位観測所及び避難判断

水位等は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

６～１１（略） 

 

第４節（略） 
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第５節 災害予警報別の伝達 

１～２（略） 

３ 水防警報及び避難判断水位到達情報等の伝達 

  水防警報等の伝達については、次のとおりとする。 

（１）～（４）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 災害予警報別の伝達 

１～２（略） 

３ 水防警報及び避難判断水位到達情報等の伝達 

  水防警報等の伝達については、次のとおりとする。 

（１）～（４）（略） 
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(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 
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４ 洪水予報の伝達 

洪水予報の伝達体制は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 洪水予報の伝達 

洪水予報の伝達体制は次のとおりとする。 
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５～１１（略） 

 

第６節 災害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、伝達 

ア 県 

市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報は、市町等から情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５～１１（略） 

 

第６節 災害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、伝達 

ア 県 

市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報は、市町等から情
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報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の情報を含めて、被害規模

に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告を行うことができなくなっ

たときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種

通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽くして積極的に情報収集

を行い、これらの情報を消防庁に報告する。また、必要に応じ、関係省庁及

び関係地方公共団体に報告する。 

 イ～ウ（略） 

（２）（略） 

（３）災害情報収集に係る各機関の実施事項等 

ア 県等 

（ア）県（本庁）・県教育委員会 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 被害状況等の情報収集は、市町から行うことを原則とするが、緊急に現

地の被害状況を把握する必要がある場合は、消防救急無線等を利用し、情

報を収集する。 

また、区域内の市町において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の

報告が十分なされていないと判断する場合等にあっては、調査のための職

員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用

により、あらゆる手段を尽くして被害情報等の把握に努める。なお、収集

した情報は、内容に応じて市町に伝達する。 

ｅ（略） 

（イ）（略） 

 イ～カ（略） 

（４）～（７）（略） 

（８）県、教育委員会及び警察本部における災害情報等収集の分担 

 

 

 

 

 

 

３（略） 

（３）（略） 

 

 

報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の情報を含めて、被害規模

に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告を行うことができなくなっ

たときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、無人航空機、高所監視カメ

ラ等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽くして

積極的に情報収集を行い、これらの情報を消防庁に報告する。また、必要に

応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に報告する。 

 イ～ウ（略） 

（２）（略） 

（３）災害情報収集に係る各機関の実施事項等 

ア 県等 

（ア）県（本庁）・県教育委員会 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 被害状況等の情報収集は、市町から行うことを原則とするが、緊急に現

地の被害状況を把握する必要がある場合は、消防等の実動機関とも連携

し、情報を収集する。 

また、区域内の市町において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の

報告が十分なされていないと判断する場合等にあっては、調査のための職

員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用

により、あらゆる手段を尽くして被害情報等の把握に努める。なお、収集

した情報は、内容に応じて市町に伝達する。 

ｅ（略） 

（イ）（略） 

 イ～カ（略） 

（４）～（７）（略） 

（８）県、教育委員会及び警察本部における災害情報等収集の分担 

 

 

 

 

 

 

３（略） 

（３）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第７節 通信手段の確保 

１（略） 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）～（２）（略） 

（３）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

（ア）（略） 

（イ） 北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

 

 

 

 

 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１（略） 

２ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

  消防防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分活

用することができ、かつ、その必要性が認められる場合に運航する。 

（１）～（４）（略） 

（５）その他総括管理者（危機管理監室）が必要と認める活動 

３～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

  県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消

火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対

策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地

対策本部と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急

対策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報

（ノータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者

などの参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な

運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。必要に応じ、自衛隊

による局地情報提供に関する調整を行う。 

 

 

第７節 通信手段の確保 

１（略） 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）～（２）（略） 

（３）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

（ア）（略） 

（イ） 北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

 

 

 

 

 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１（略） 

２ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

  消防防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分活

用することができ、かつ、その必要性が認められる場合に運航する。 

（１）～（４）（略） 

（５）その他総括管理者（危機管理部長）が必要と認める活動 

３～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消

火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対

策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地

対策本部と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急

対策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報

（ノータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者

などの参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な

運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。調整に当たっては、

必要に応じ、政府本部又は官邸対策室等との連携の下、航空機運用総合調整

システム（ＦＯＣＳ）を活用するものとする。また、必要に応じ、自衛隊に

よる局地情報提供に関する調整を行う。 
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現       行 修   正   案 備 考 

第９節～第１１節（略） 

 

第１２節 避難誘導等 

１～７（略） 

８ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア 避難所の開設が必要となった場合は、市町地域防災計画及び避難所運営マ

ニュアルの定めるところにより、地元警察署等と十分連絡を図り、避難所を

開設する。災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開

設するよう努める。 

災害が発生していない場合であっても、住民が自主的に避難しようとする

場合にあっては、速やかに避難所を開設するよう努める。なお、市町のみで

は困難なときは、県に応援を要請する。特定の指定避難所に避難者が集中し、

収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努め

る。 

避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

また、二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努めるほか、避

難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持

することの適否を検討する。 

県及び市町は、被災地において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

の発生、拡大が見られる場合は、防災部局と保健福祉部局が連携して、感染

対策として必要な措置を講じるよう努める。また、自宅療養者等が避難所に

避難する可能性を考慮し、あらかじめ、市町の保健福祉担当部局、防災担当

部局及び保健所との間で、情報共有の内容、情報の伝達方法などについて、

検討・調整を行い、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

 イ～エ 

 

 

 

 

 

 

 

第９節～第１１節（略） 

 

第１２節 避難誘導等 

１～７（略） 

８ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア 避難所の開設が必要となった場合は、市町地域防災計画及び避難所運営マ

ニュアルの定めるところにより、地元警察署等と十分連絡を図り、避難所を

開設する。災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開

設するよう努める。 

災害が発生していない場合であっても、住民が自主的に避難しようとする

場合にあっては、速やかに避難所を開設するよう努める。なお、市町のみで

は困難なときは、県に応援を要請する。特定の指定避難所に避難者が集中し、

収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努め

る。 

避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

また、二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努めるほか、避

難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持

することの適否を検討する。 

県及び市町は、被災地において、感染症の発生、拡大が見られる場合は、

防災部局と保健福祉部局が連携して、感染対策として必要な措置を講じるよ

う努める。また、自宅療養者等が避難所に避難する可能性を考慮し、あらか

じめ、市町の保健福祉担当部局、防災担当部局及び保健所との間で、情報共

有の内容、情報の伝達方法などについて、検討・調整を行い、避難所の運営

に必要な情報を共有するものとする。 

イ～エ 
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現       行 修   正   案 備 考 

オ 避難所の運営 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

カ 仮設トイレの設置 

市町は、避難所の状況により仮設トイレを設置管理する。その確保が困難

な場合は、県があっせん等を行う。また、女性用の仮設トイレや高齢者向け

の洋式トイレの設置など、女性や高齢者、障害者等の利用に配慮した避難所

運営に努める。 

なお、トイレの日常管理は、避難所の既設トイレも含めて、避難者やボラ

ンティア等が自主的な管理運営を行うようルールづくりを指導する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

キ～セ（略） 

オ 避難所の運営 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッ

ドを設置するよう努めるとともに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定

期的な情報交換や避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人

材の確保・育成に努める。 

○ 市町は、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策

を講じるものとする。 

○ 市町は、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施

設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、歯科医師、保健師、看護

師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、

配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や指定避難

所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗

濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を

講じるよう努めるものとする。 

（略） 

 

カ 仮設トイレの設置 

   市町は、避難所の状況により仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置

するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適な

トイレの設置に配慮するよう努めるものとする。その確保が困難な場合は、

県があっせん等を行う。 

 

 

 

  災害時等における資機材の供給に関する協定 

 

 

 

また、女性用の仮設トイレや高齢者向けの洋式トイレの設置など、女性や

高齢者、障害者等の利用に配慮した避難所運営に努める。 

なお、トイレの日常管理は、避難所の既設トイレも含めて、避難者やボラ

ンティア等が自主的な管理運営を行うようルールづくりを指導する。 

キ～セ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

ソ ペット動物の飼育場所の確保等 

市町は、必要に応じて、ペット動物のための避難スペースの確保等に努め

るとともに、ペットの一時預かり等必要な支援を獣医師会や動物取扱業者等

から受けられるよう、連携に努める。 

 

 

 

（２）（略） 

９～１０（略） 

１１ 避難所外避難者対策 

   市町は、町内会や自主防災組織、消防団、ＮＰＯやボランティア等と連携

して、やむを得ず避難所に滞在することができない車中避難者を含む避難所

外避難者に係る情報の把握に努めるとともに、こうした避難者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サ

ービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努める。 

特に、車中避難者に対して、エコノミークラス症候群に対する注意喚起と

その予防法について積極的に情報提供するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節（略） 

 

第１４節 災害医療及び救急医療 

１～２(略) 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

ソ ペット動物の飼育場所の確保等 

市町は、必要に応じて、被災者支援等の観点からペット動物のための避難

スペースの確保等に努めるとともに、ペットの一時預かり等必要な支援を獣

医師会や動物取扱業者等から受けられるよう、連携に努める。 

また、指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者につい

て、適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含

む避難状況等の把握に努めるものとする。 

（２）（略） 

９～１０（略） 

１１ 避難所外避難者対策 

   市町は、町内会や自主防災組織、消防団、ＮＰＯやボランティア等と連携

して、やむを得ず避難所に滞在することができない車中避難者を含む避難所

外避難者に係る情報の把握に努めるとともに、こうした避難者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サ

ービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努める。 

   特に、車中避難者に対して、エコノミークラス症候群に対する注意喚起と

その予防法について積極的に情報提供するよう努める。 

   在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な

物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者

支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとす

る。 

   車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行う

ためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ

物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を車中泊避難を

行うためのスペースの避難者に対しても提供するものとする。この際、車中

泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めるものと

する。 

 

第１３節（略） 

 

第１４節 災害医療及び救急医療 

１～２(略) 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 医療救護班の派遣 

 （ア）～（イ）（略） 

 （ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、日本医

師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進機構、

国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本災害歯科支

援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関係団体に、

医療救護班の派遣を要請する。 

 

 

（エ）～（オ）（略） 

オ～カ（略） 

（３）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 医療救護班の派遣 

 （ア）～（イ）（略） 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、災害支援ナースや、他

の都道府県、日本医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域

医療機能推進機構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協

会、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、

日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支

援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）等の医療関係団体に、医療救護班の派遣を要

請する。 

（エ）～（オ）（略） 

オ～カ（略） 

（３）（略） 

（４）災害支援ナースの派遣 

 ア 下記の病院は、県から「石川県における災害支援ナースの派遣に関する協

定」に基づく派遣要請があったときは、災害支援ナースを派遣し、医療救護

活動を行う。 

 イ 公益社団法人石川県看護協会は、県から災害支援ナースの派遣要請があっ

たときは、「災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定」に基づき、派

遣のための調整を行う。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（４）～（１２）（略） 

（新設） 

   石川県における災害支援ナースの派遣に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定 

 

 

 

（５）～（１３）（略） 

（１４）一般社団法人石川県助産師会 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～８（略） 

９ 他県等からの医薬品等の受入体制 

  県災害対策本部は、他県等からの輸送医薬品等の受入窓口及び積載場所を被

災地に近い保健所に設置し、公益社団法人石川県薬剤師会の協力により、

医薬品等の保管管理及び供給を行う。 

 

 

１０～１２（略） 

 

第１５節 健康管理活動 

１～２（略） 

３ 健康管理活動従事者の派遣体制 

（１）（略） 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

（新設） 

 

（３）（略） 

４（略） 

  石川県助産師会は、県から「災害時の助産師による支援活動に関する協定」

に基づく派遣要請があったときは、助産師または助産師班を派遣し、助産師の

指揮、妊産婦に対する応急救護活動などを実施する。 

   災害時の助産師による支援活動に関する協定 

 

 

 

（１５）一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会 

一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会は、県から「災害時における支援活

動に関する協定」基づく派遣要請があったときは、臨床衛生検査技師または臨

床衛生検査技師班を派遣し、避難所等における健康管理のための検査や病院検

査室における診療支援などを実施する。 

   災害時における支援活動に関する協定 

 

 

 

４～８（略） 

９ 他県等からの医薬品等の受入体制 

  県災害対策本部は、他県等からの輸送医薬品等の受入窓口及び積載場所を被

災地に近い保健所もしくは公益社団法人石川県薬剤師会に設置し、そこから被

災地である市町災害対策本部又は市町保健センターに運送して保管する。 

また、公益社団法人石川県薬剤師会の協力により、医薬品等の保管管理及び

供給を行う。 

１０～１２（略） 

 

第１５節 健康管理活動 

１～２（略） 

３ 健康管理活動従事者の派遣体制 

（１）（略） 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 県は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感

染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請する。 

（３）（略） 

４（略） 
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第１６節～第１７節（略） 

 

第１８節 災害救助法の適用 

１～７（略） 

別紙 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

令和５年４月１日現在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６節～第１７節（略） 

 

第１８節 災害救助法の適用 

１～７（略） 

別紙 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

令和７年４月１日現在 
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第１９節（略） 

 

第２０節 行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬 

１～５（略） 

６ 警察の措置 

（１）身元不明者に対する措置 

警察は、知事又は市町長と緊密に連携し、県、市町の行う身元不明者の措

置について協力する。 

なお、必要に応じ、医師等の協力を得て、遺体の検視・死体調査、身元確

認等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９節（略） 

 

第２０節 行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬 

１～５（略） 

６ 警察の措置 

（１）身元不明者に対する措置 

警察は、知事又は市町長と緊密に連携し、県、市町の行う身元不明者の措

置について協力する。 

なお、必要に応じ、医師、歯科医師等の協力を得て、遺体の検視・死体調

査、身元確認等を行う。 
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また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行え

るよう県、市町、指定公共機関等と密接に連携する。 

（２）（略） 

７～８（略） 

 

第２１節 ライフライン施設の応急対策 

１ 基本方針 

電力施設、通信施設、都市ガス施設、下水道施設のライフライン施設は、災

害により被害を受けた場合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大きな

障害となるおそれがある。 

このため、これらの施設管理者及び関係機関は、発災後直ちに、専門技術を

もつ人材を活用して、緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把

握し、応急措置を講ずるとともに、早期の復旧に努める。 

また、国が開催する現地作業調整会議において、実動部隊の詳細な調整を行

い、ライフライン施設の速やかな応急復旧を図る。 

 

 

２～４（略） 

５ 下水道施設 

下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７） 

（８）応援体制 

  被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール（平成 20年 7月 15 

日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9年 4月）」 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定（令和 6 

年 1月 1日） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行え

るよう県、市町、指定公共機関等と密接に連携する。 

（２）（略） 

７～８（略） 

 

第２１節 ライフライン施設の応急対策 

１ 基本方針 

  電力施設、通信施設、都市ガス施設、下水道施設のライフライン施設は、災

害により被害を受けた場合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大きな

障害となるおそれがある。 

このため、これらの施設管理者及び関係機関は、発災後直ちに、専門技術を

もつ人材を活用して、緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把

握し、応急措置を講ずるとともに、早期の復旧に努める。あわせて、道路管理

者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と生活インフラの連

携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化を図る。 

また、国が開催する現地作業調整会議において、実動部隊の詳細な調整を行

い、ライフライン施設の速やかな応急復旧を図る。 

２～４（略） 

５ 下水道施設 

下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７） 

（８）応援体制 

  被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール（平成 20年 7月 15 

日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9年 4月）」 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定（令和 6 

年 1月 1日） 

  ◯「災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定」 

 

 

○「災害時における復旧支援協力に関する協定」 
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第２２節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

ア 被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路

ネットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについ

ては、下記の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な応

急復旧に努める。 

（ア）～（オ）（略） 

（新設） 

 

 

（３）（略） 

３～９（略） 

 

第２３節（略） 

 

第２４節 食料の供給 

１～２（略） 

３ 主食の供給 

（１） 災害救助用米穀の確保 

 ア 米穀の引渡し要請 

県及び市町は、米穀の調達・供給を緊急に行う必要が生じた場合には、そ

の供給必要量及 び受入れ体制について、北陸農政局と十分な連絡を取りつ

つ、農林水産省農産局に引渡し要請を行う。 

イ 受託事業体への引渡し指示 

農林水産省農産局は、県及び市町から米穀の引渡し要請を受けたときは、

受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引渡人に災害救助用米穀を引

渡すよう指示する。 

災害等非常時における政府所有米穀の引渡要請の連絡先 

 

 

 

第２２節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

 被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路ネ

ットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについては、

下記の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な応急

復旧に努める。 

（ア）～（オ）（略） 

（カ）災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

（３）（略） 

３～９（略） 

 

第２３節（略） 

 

第２４節 食料の供給 

１～２（略） 

３ 主食の供給 

（１）災害救助用米穀の確保 

 ア 米穀の引渡し要請 

県及び市町は、米穀の調達・供給を緊急に行う必要が生じた場合には、そ

の供給必要量及 び受入れ体制について、北陸農政局と十分な連絡を取りつ

つ、農林水産省農産局長に引渡し要請を行う。 

イ 受託事業体への引渡し指示 

農林水産省農産局長は、県及び市町から米穀の引渡し要請を受けたときは、

受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引渡人に災害救助用米穀を引

渡すよう指示する。 

災害等非常時における政府所有米穀の引渡要請の連絡先 
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（２）～（３）（略） 

４～６（略） 

 

第２５節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

 ア（略） 

イ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に

必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含め

るなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニ

ーズの違いに配慮する。 

ウ（略） 

（２）情報の提供 

県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４ 物資の輸送拠点（配送）の確保と運営 

（１）～（４）（略） 

（新設） 

 

 

５（略） 

 

第２６節（略） 

第２７節 輸送手段の確保 

１～３（略） 

４ 要員、物資輸送車両等の確保 

（２）～（３）（略） 

４～６（略） 

 

第２５節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

ア（略） 

イ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に

必要な物資や家庭動物の飼養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬

季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要

配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。 

 ウ（略） 

（２）情報の提供 

県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４ 物資の輸送拠点（配送）の確保と運営 

（１）～（４）（略） 

（５）県及び市町は、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効率的な運営を図る

ため、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確

保するよう努める。 

５（略） 

 

第２６節（略） 

第２７節 輸送手段の確保 

１～３（略） 

４ 要員、物資輸送車両等の確保 
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（１）（略） 

（２）陸路輸送 

災害対策要員や救助物資、復旧資材、救助物資等の輸送を自動車等により

行う場合は、それぞれ災害応急対策責任者が所属の自動車等で陸路輸送を実

施する。 

災害応急対策責任者が所属の自動車のみで十分な輸送が確保できないと

きは、次の協定により確保するほか、自動車運送業者との契約により、又は

車両の借上げによって緊急輸送を実施する。 

この場合において、契約した自動車運送業者は、一般客貨の輸送に優先し

て緊急輸送業務を行う。 

緊急輸送に従事する車両の円滑な運行を確保するため必要がある場合は、

公安委員会が道路区間を指定して一般車両の通行を禁止し、又は制限するほ

か、警察署長が臨時交通規制を行う。 

隣接県の道路について、この措置を必要とする場合は、石川県防災会議が

当該公安委員会に対して、道路区間及び期間を明示して一般車両の交通の禁

止又は制限を要請する。 

緊急輸送に従事する車両であることの確認は、知事又は公安委員会が行

い、所定の標章及び証明書を交付する。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 

（３）～（７）（略） 

５～６（略） 

 

第２８節 こころのケア活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町 

 ① 市町は、避難所に精神科救護所を設置する。 

 ②（略） 

３～５（略） 

（１）（略） 

（２）陸路輸送 

災害対策要員や救助物資、復旧資材、救助物資等の輸送を自動車等により

行う場合は、それぞれ災害応急対策責任者が所属の自動車等で陸路輸送を実

施する。 

災害応急対策責任者が所属の自動車のみで十分な輸送が確保できないと

きは、次の協定により確保するほか、自動車運送業者との契約により、又は

車両の借上げによって緊急輸送を実施する。 

この場合において、契約した自動車運送業者は、一般客貨の輸送に優先し

て緊急輸送業務を行う。 

緊急輸送に従事する車両の円滑な運行を確保するため必要がある場合は、

公安委員会が道路区間を指定して一般車両の通行を禁止し、又は制限するほ

か、警察署長が臨時交通規制を行う。 

隣接県の道路について、この措置を必要とする場合は、石川県防災会議が

当該公安委員会に対して、道路区間及び期間を明示して一般車両の交通の禁

止又は制限を要請する。 

緊急輸送に従事する車両であることの確認は、知事又は公安委員会が行

い、所定の標章及び証明書を交付する。 

（略） 

 災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

 

 

 

（略） 

（３）～（７）（略） 

５～６（略） 

 

第２８節 こころのケア活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町 

 ① 市町は、避難所に救護所を設置する。 

 ②（略） 

３～５（略） 
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第２９節 防疫、保健衛生活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（２）県 

ア～エ（略） 

オ 県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のため、必要

に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を被災地へ派遣する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９節 防疫、保健衛生活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（２）県 

ア～エ（略） 

オ 県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のため、必要

に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を被災地へ派遣する。 

  石川県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 
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現       行 修   正   案 備 考 

カ～キ（略） 

（３）（略） 

３～７（略） 

 

第３０節 ボランティア活動の支援 

１～２（略） 

３ ボランティア本部の機能 

 (1)（略） 

(2) ボランティアの募集及び誘導 

 災害対策本部又はボランティア現地本部から次のような業務の支援要請があ

ったときは、県、市町及び関係機関においてあらかじめ登録している防災ボラン

ティアに活動依頼をするほか、マスメディア等を用いて要請に対応するボランテ

ィアを募集し、適切な誘導を行うなど、県及び市町の各担当部局及び関係機関と

が連携して、その効果的な活用を図る。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 航空機、船舶、特殊車両等の操縦、運転業務（県民文化部局等） 

 オ 通訳業務（観光部局） 

 カ その他専門的な技術、知識を要する業務（県民文化部局等） 

キ その他の業務（県民文化部局等） 

４～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

（略） 

  災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

 

カ～キ（略） 

（３）（略） 

３～７（略） 

 

第３０節 ボランティア活動の支援 

１～２（略） 

３ ボランティア本部の機能 

 (1)（略） 

(2) ボランティアの募集及び誘導 

 災害対策本部又はボランティア現地本部から次のような業務の支援要請があ

ったときは、県、市町及び関係機関においてあらかじめ登録している防災ボラン

ティアに活動依頼をするほか、マスメディア等を用いて要請に対応するボランテ

ィアを募集し、適切な誘導を行うなど、県及び市町の各担当部局及び関係機関と

が連携して、その効果的な活用を図る。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 通訳業務（観光部局） 

 オ その他専門的な技術、知識を要する業務（生活環境部局等） 

カ その他の業務（生活環境部局等） 

 

４～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

（略） 

  災害ボランティア活動への支援に関する協定 
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現       行 修   正   案 備 考 

第３１節 し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理 

１～４（略） 

５ 災害時における廃棄物の処理目標 

（１）（略） 

（２）産業廃棄物 

事業主は、災害時における産業廃棄物を処理するため、機械及び器具機材

等の処理体制をあらかじめ整備する。特に、有害廃棄物については、保管容

器を強固にするとともに、収集運搬処分経路を明確にしておく。 

６（略） 

７ 廃棄物の応急的処理 

市町は、おおむね次の方法により応急的な廃棄物の処理をする。 

（１）～（７）（略） 

（新設） 

 

 

８（略） 

 

第３２節～第３６節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３１節 し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理 

１～４（略） 

５ 災害時における廃棄物の処理目標 

（１）（略） 

（２）産業廃棄物 

事業主は、災害時における産業廃棄物を処理するため、機械及び処理施設

等の処理体制をあらかじめ整備する。特に、有害廃棄物については、保管容

器を強固にするとともに、収集運搬処分経路を明確にしておく。 

６（略） 

７ 廃棄物の応急的処理 

市町は、おおむね次の方法により応急的な廃棄物の処理をする。 

（１）～（７）（略） 

  災害時における廃棄物の処理に関する協定 

 

 

８（略） 

 

第３２節～第３６節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第４節（略） 

 

第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１～２（略） 

３ 生活相談 

（１）～（５）（略） 

（新設） 

 

４（略） 

５ 罹災証明の交付 

市町は、被災者の各種支援措置を早期に実施するため、災害発生後早期に罹

災証明の交付体制を確立し、被災者に罹災証明を交付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者

が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な

手法により実施する。 

早期に罹災証明の交付体制を確立するため、次の措置を講ずる。 

（１）被災市町だけで対応できない場合は、応援協定等に基づいて実施する。 

 

（新設） 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

６～１０（略） 

 

第６節～第７節（略） 
 

 
第５章（略） 

 

 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第４節（略） 

 

第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１～２（略） 

３ 生活相談 

（１）～（５）（略） 

（６）県及び市町は、総務省石川行政評価事務所が特別行政相談活動を実施する

場合において、連絡・調整を図り、協力する。 

４（略） 

５ 罹災証明の交付 

市町は、被災者の各種支援措置を早期に実施するため、災害発生後早期に罹

災証明の交付体制を確立し、被災者に罹災証明を交付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者

が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な

手法により実施する。 

早期に罹災証明の交付体制を確立するため、次の措置を講ずる。 

（１）被災市町だけで対応できない場合は、応援協定等に基づいて実施する。 

 

  災害時における住家被害認定調査等に関する協定 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

６～１０（略） 

 

第６節～第７節（略） 
 

 
第５章（略） 
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参考１－４ 

石川県地域防災計画（雪害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

雪害対策編 
 
 

（令和６年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

雪害対策編 
                  
 

（令和７年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第１章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会、金沢エナジー株式会社、

小松ガス株式会社 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 本県の特質と既往の災害 

１～４（略） 

５ 社会的要因とその変化 

（１）～（６）（略） 

（７）新たな感染症への対策 

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感

染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイル

ス感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要が

ある。 

（８）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 本県の特質と既往の災害 

１～４（略） 

５ 社会的要因とその変化 

（１）～（６）（略） 

（７）新たな感染症への対策 

新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当たる職員

等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策

の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。 

 

（８）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点 
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現       行 修   正   案 備 考 

６ 既往の主な雪害とその被害 

  県内に特に大きな被害をもたらした豪雪・大雪として､「３８豪雪」､「５２ 

豪雪」､「５６豪雪」､「５９豪雪」､「６１豪雪」､「平成１３年大雪」､「平 

成１８年豪雪」､「平成３０年大雪」､「令和５年大雪」、「令和５年１２月大 

雪」がある。 

（１）～（10）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 既往の主な雪害とその被害 

  県内に特に大きな被害をもたらした豪雪・大雪として､「３８豪雪」､「５２ 

豪雪」､「５６豪雪」､「５９豪雪」､「６１豪雪」､「平成１３年大雪」､「平 

成１８年豪雪」､「平成３０年大雪」､「令和５年大雪」、「令和５年１２月大 

雪」、「令和７年大雪」がある。 

（１）～（10）（略） 

（11）令和７年大雪（令和７年２月：２０２５年） 

 ア 気象の状況 

2月 4日から 8日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北陸地方

の上空約 5000メートルには氷点下 36度以下の強い寒気が流れ込み、石川県では

大気の状態が不安定となった。このため、4日に加賀の市町に大雪警報を発表し

た。また、7日には日本海の気圧の谷が夕方以降に県内を通過したため、「顕著

な大雪に関する石川県気象情報」を発表するなど、能登で局地的に降雪量が多く

なり、能登南部の市町に大雪警報を発表した。なお、この期間は、海上では非常

につい夜風が吹き、海は大しけとなった。この期間の最深積雪は、珠洲で 48cm

（8日）、輪島で 32cm（7日）、七尾で 48cm（8日）、金沢で 42cm（8日）、白

山河内で 122cm（8日）及び加賀中津原で 87cm（8日）を観測した。 

2月 20日から 24日にかけて、日本付近は冬型の気圧配置が続き、北陸地方の

上空約 5000メートルには氷点下 33度以下の強い寒気が流れ込み、石川県では大

気の状態が非常に不安定となった。このため、能登を中心に一時的に降雪量が多

くなり、21日 08 時 37分と 22日 05時 34分に「顕著な大雪に関する石川県気象

情報」を発表するなど、21日と 22日に能登の市町に大雪警報を発表した。この

期間の最深積雪は、珠洲で 24cm（22 日）、輪島で 32cm（22 日）、七尾で 16cm

（23日）、金沢で 30cm（24日）、白山河内で 128cm（23日）及び加賀中津原で

69cm（24日）を観測した。 

 イ 降積雪の状況【資料：金沢地方気象台調べ】 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７（略） 

８ 既往の主な雪害と県、市町の対策組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ウ 被害の状況【資料：危機対策課調べ】 

 

 

 

 

 

 エ 主な雪害対策の状況【資料：前同】 

   対策組織 

県：災害対策本部（2/7～2/14、2/21～2/26） 

市町：災害対策本部（1市 1町） 

宝達志水町（2/21）、輪島市（2/22） 

７（略） 

８ 既往の主な雪害と県、市町の対策組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国修正 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～６（略） 

７ 災害教訓の伝承 

（１） 県及び市町は、能登半島地震など、過去に起こった災害の教訓や災害文

化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映

像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く

一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等を適切に保存するとともに、

その持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

（２）（略） 

 

第２節～第３節（略） 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１（略） 

２ 防災ボランティアの環境整備 

 防災ボランティアの活動には、無線通信、医療看護、建築物・宅地の危険度判

定等一定の知識、経験や特定の資格を要するものや、避難所における炊出し、清

掃作業等特に資格や経験を必要としないものがあるが、当面、次の業務に区分し、

被災者ニーズ等の情報提供を適切に行ったうえで、その効果的な活用が図られる

よう、県及び市町の各担当部局と関係機関とが連携して環境整備を行う。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 航空機、船舶、特殊車両等の操縦、運転業務（県民文化部局等） 

 オ 通訳業務（観光部局） 

 カ その他専門的な技術、知識を要する業務（県民文化部局等） 

キ その他の業務（県民文化部局等） 

 

第５節 防災訓練の充実 

 
 
第２章 災害予防計画 

 

第１節 防災知識の普及 

１～６（略） 

７ 災害教訓の伝承 

（１）県及び市町は、令和６年能登半島地震など、過去に起こった災害の教訓や

災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映

像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の

人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく

後世に伝えていくよう努める。 

（２）（略） 

 

第２節～第３節（略） 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１（略） 

２ 防災ボランティアの環境整備 

 防災ボランティアの活動には、無線通信、医療看護、建築物・宅地の危険度判

定等一定の知識、経験や特定の資格を要するものや、避難所における炊出し、清

掃作業等特に資格や経験を必要としないものがあるが、当面、次の業務に区分し、

被災者ニーズ等の情報提供を適切に行ったうえで、その効果的な活用が図られる

よう、県及び市町の各担当部局と関係機関とが連携して環境整備を行う。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 通訳業務（観光部局） 

 オ その他専門的な技術、知識を要する業務（生活環境部局等） 

カ その他の業務（生活環境部局等） 

 

 

第５節 防災訓練の充実 

 

 

 

 

国修正 

 

 

 

健福 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健福 
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現       行 修   正   案 備 考 

１（略） 

２ 防災訓練計画 

 県、市町、防災関係機関及び事業所等は、雪害予防の万全を期するため、単独

又は共同して、次に定めるところにより防災訓練を行う。この際、各機関の救援

活動等の連携強化に留意する。 

なお、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練

の実施にも努める。 

 

 

 

 

 

（１）～（２）（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１（略） 

２ 県の活動体制 

（１）（略） 

（２）地域防災計画に基づく防災活動要領（マニュアル）等の整備 

県の各部局長等は、地域防災計画の内容に基づき、雪害時の応急対策活動

を円滑に行えるよう、雪害発生時の職員の配備計画、連絡体制（動員伝達系

統）、担当業務及び参集場所（登庁不能時を含む。）を盛り込んだ防災活動

要領（マニュアル）の整備を行う。 

なお、防災活動要領は、組織の改編や人事異動、地域防災計画の見直し等

の状況の変化に対応して毎年度検討を加え、必要がある場合は直ちに修正

し、４月末までに危機管理監に報告する。 

（３）～（６）（略） 

（７）受援計画の策定等 

 ア（略） 

 イ 県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員を迅速・的確に受け入れて

情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全

体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペ

ースの確保を行う。なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策とし

て、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務

スペースの適切な空間の確保に配慮するほか、応援職員の派遣に当たって

１（略） 

２ 防災訓練計画 

県、市町、防災関係機関及び事業所等は、雪害予防の万全を期するため、単独

又は共同して、次に定めるところにより防災訓練を行う。この際、各機関の救援

活動等の連携強化に留意する。 

また、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の多様なニーズ

に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めると

ともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努め

ることに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよ

う努めるものとする。 

さらに、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓

練の実施にも努める。 

（１）～（２）（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１（略） 

２ 県の活動体制 

（１）（略） 

（２）地域防災計画に基づく防災活動要領（マニュアル）等の整備 

県の各部局長等は、地域防災計画の内容に基づき、雪害時の応急対策活動

を円滑に行えるよう、雪害発生時の職員の配備計画、連絡体制（動員伝達系

統）、担当業務及び参集場所（登庁不能時を含む。）を盛り込んだ防災活動

要領（マニュアル）の整備を行う。 

なお、防災活動要領は、組織の改編や人事異動、地域防災計画の見直し等

の状況の変化に対応して毎年度検討を加え、必要がある場合は直ちに修正

し、４月末までに危機管理部長に報告する。 

（３）～（６）（略） 

（７）受援計画の策定等 

 ア（略） 

 イ 県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員を迅速・的確に受け入れて

情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全

体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペ

ースの確保を行う。なお、感染症対策として、会議室のレイアウトの工夫や

テレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配

慮するほか、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理等を徹底す
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現       行 修   正   案 備 考 

は、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

 

 

 ウ（略） 

（８）～（１５）（略） 

３～５（略） 

 

第７節（略） 

 

第８節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する雪害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ

－ＬＴＥ）、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

（２）市町の整備 

市町は、住民等に対する雪害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（ＪＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを含

む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安

全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災

害情報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確

保に努める。 

（３）～（５）（略） 

３ 石川県総合防災情報システム 

 県は、災害時の災害情報を共有し、的確な意思決定を図るため、県庁内防災関

係課、出先機関、市町、消防本部、国等の防災関係機関（各防災拠点）をネット

ワークで結んだ「石川県総合防災情報システム」を整備し、災害情報の収集、伝

達に努めるものとする。 

また各機関が横断的に共有すべき防災情報をＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通

ネットワーク）に集約できるよう努める。 

石川県総合防災情報システム 

る。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援

職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設

の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な施設等の

リスト化に努めるものとする。 

 ウ（略） 

（８）～（１５）（略） 

３～５（略） 

 

第７節（略） 

 

第８節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する雪害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全モバイルシス

テム、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

（２）市町の整備 

市町は、住民等に対する雪害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（ＪＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを含

む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安

全モバイルシステム、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災害情

報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確保に

努める。 

（３）～（５）（略） 

３ 石川県総合防災情報システム 

県は、災害時の災害情報を共有し、的確な意思決定を図るため、県庁内防災関

係課、出先機関、市町、消防本部、国等の防災関係機関（各防災拠点）をネット

ワークで結んだ「石川県総合防災情報システム」を整備し、災害情報の収集、伝

達に努めるものとする。 

また各機関が横断的に共有すべき防災情報を総合防災情報システム（ＳＯＢＯ

－ＷＥＢ）に集約できるよう努める。 

石川県総合防災情報システム 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 （略） 

 ・河川情報システム 

（略） 

 

４～６（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 消防力の充実、強化 

１～５（略）  

６ 消防力の強化 

（１）～（２）（略） 

（３）消防団の活性化 

   市町長は、地域における消防防災の中核として活躍し、有事の際の国民保

護等ますます重要な役割が期待されている消防団の大規模災害等への対応

力を強化し、施設・装備の充実、処遇の改善、及び知識・技能の向上のため

の教育訓練体制の充実を図る。 

また、消防団については、団員の条例定数確保を当面の目標とし、女性消

防団員の入団促進、事業所の消防団活動への理解促進、将来の消防の担い手

となる子どもに対する啓発等を推進するとともに、機能別団員制度の導入を

検討するなど、地域ぐるみで活性化を図る。 

（４）～（５）（略） 

７～１０（略） 

 

第１１節 避難体制の整備 

１ 基本方針 

市町は、雪害による建物倒壊及び出火、延焼等の災害、新型コロナウイルス

感染症を含む感染症対策等を踏まえ、避難者が避難生活を送るために必要十分

な指定避難所及び避難路をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、

収容人数等について、町内会、自主防災組織等を通じて住民に周知徹底を図る

とともに、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定

し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。防災に

関する諸活動の推進に当たり、公共用地の有効活用を図る。 

また、避難所については、救護所及び仮設トイレの設置など生活環境の整備

 

 （略） 

 ・河川総合情報システム 

（略） 

 

４～６（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 消防力の充実、強化 

１～５（略） 

６ 消防力の強化 

（１）～（２）（略） 

（３）消防団の活性化 

市町長は、地域における消防防災の中核として活躍し、有事の際の国民保

護等ますます重要な役割が期待されている消防団の充実強化に向けて、大規

模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、必

要な資格の取得など実践的な教育訓練体制の充実を図る。 

また、消防団については、団員の条例定数確保を当面の目標とし、女性消

防団員の入団促進、事業所の消防団活動への理解促進、将来の消防の担い手

となる子どもに対する啓発等を推進するとともに、機能別団員制度の導入を

検討するなど、地域ぐるみで活性化を図る。 

（４）～（５）（略） 

７～１０（略） 

 

第１１節 避難体制の整備 

１ 基本方針 

市町は、雪害による建物倒壊及び出火、延焼等の災害、新型コロナウイルス

感染症を含む感染症対策等を踏まえ、避難者が避難生活を送るために必要十分

な指定避難所及び避難路をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、

収容人数、家庭動物の受入れ方法等について、町内会、自主防災組織等を通じ

て住民に周知徹底を図るとともに、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況

等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段

の整備に努める。防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地の有効活用を

図る。 
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現       行 修   正   案 備 考 

のほか要配慮者にも配慮した施設等の整備に努める。 

さらに、あらかじめ自助、共助による運営を基本とした避難所運営マニュア

ルを作成し、普及に努める。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が

主体的に避難所を運営できるように配慮するよう努める。 

なお、市町は、地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要に

応じ、住民等が避難するための施設を開放し、住民等に対し周知徹底を図るも

のとする。 

また、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の

有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情

等について勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努め

る。 

 

 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）指定避難所 

 ア～カ（略） 

 

キ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、

子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電

や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋

式トイレなど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施

設・設備や相談等の支援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指

定避難所の電力容量の拡大に努めること。 

ク～セ（略） 

ソ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生

した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携

して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用も含めて検討するよう努める。 

（新設） 

また、避難所については、救護所及び仮設トイレの設置など生活環境の整備

のほか要配慮者にも配慮した施設等の整備に努める。 

さらに、あらかじめ自助、共助による運営を基本とした避難所運営マニュア

ルを作成し、普及に努める。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が

主体的に避難所を運営できるように配慮するよう努める。 

なお、市町は、地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要に

応じ、住民等が避難するための施設を開放し、住民等に対し周知徹底を図るも

のとする。 

また、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の

有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情

等について勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努め

る。 

 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）指定避難所 

 ア～カ（略） 

 

 キ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めること。備蓄

品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホ

ールトイレ、マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギ

ーによる発電や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話・衛星通信を活用し

たインターネット機器等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど高齢者、

障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施設・設備や相談等の支

援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指定避難所の電力容量の

拡大に努めること。 

 ク～セ（略） 

ソ 感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時か

ら防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや

旅館等の活用も含めて検討するよう努める。 

タ 市町は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じ
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（２（略） 

３～７（略） 

 

８ 情報連絡体制の整備 

保健所は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に

備えて、平常時から、管内の市町の防災担当部局との連携の下、ハザードマッ

プ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努

める。また、市町の保健福祉担当部局、防災担当部局との連携の下、自宅療養

者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、

自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。 

 

 

 

 

第１２節 要配慮者対策 

１ 基本方針 

災害発生時には、乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難

病等の患者、高齢者、妊婦、外国人など災害に際して必要な情報を得ることや

迅速かつ適切な防災行動をとることが困難であり、雪害の犠牲になりやすい人

々である要配慮者が被害を受ける可能性が高い。 

このため、県、市町及び社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災

て実施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施

主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、個

人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努めるも

のとする。 

チ 市町村（都道府県）は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避

難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実

情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための

拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるもの

とする。 

ツ 県及び市町は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する

場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのス

ペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努めるも

のとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車

中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 

（２）（略） 

３～７（略） 

 

８ 情報連絡体制の整備 

保健所等は、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症を

含む。）発生時における自宅療養者等の被災に備えて、災害発生前から、管

内の市町の防災担当部局との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療

養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努める。また、市町の

保健福祉担当部局、防災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難の確保

に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者等

に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努める。これらのことが円

滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症等発生前から関係機関との調

整に努めるものとする。 

 

第１２節 要配慮者対策 

１ 基本方針 

災害発生時には、乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難

病等の患者、高齢者、妊婦、食物アレルギーのある人、外国人など災害に際し

て必要な情報を得ることや迅速かつ適切な防災行動をとることが困難であり、

雪害の犠牲になりやすい人々である要配慮者が被害を受ける可能性が高い。 

このため、県、市町及び社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災
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現       行 修   正   案 備 考 

組織等の協力を得ながら、雪害から要配慮者を守るための防災対策の一層の充

実を図る。 

２～５（略） 

 

第１３節 緊急輸送体制の整備 

１～４（略） 

５ 民間事業者等の活用 

（１）～（２）（略） 

（３）県及び市町は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急

通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災、当該車両に対し

て緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等

に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普

及を図る。 

 

第１４節 医療体制の整備 

１（略） 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～カ（略） 

（新設） 

 

 

 

キ～サ（略） 

（２）～（７）（略） 

３～５（略） 

 

第１５節（略） 

 

第１６節 こころのケア体制の整備 

１（略） 

２ こころのケア実施体制の整備 

（１）（略） 

（２）市町 

ア 市町は、避難所における精神科救護所の設置について、あらかじめ避難所

組織等の協力を得ながら、雪害から要配慮者を守るための防災対策の一層の充

実を図る。 

２～５（略） 

 

第１３節 緊急輸送体制の整備 

１～４（略） 

５ 民間事業者等の活用 

（１）～（２）（略） 

（３）県及び市町は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、あらかじめ緊

急通行車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び

普及を図る。 

 

 

 

第１４節 医療体制の整備 

１（略） 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～カ（略） 

キ 県は、保健医療福祉調整本部及び、地域保健医療福祉調整本部の運営支援

のため、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）のほか、都道府県や

その他の保健医療福祉活動に係る関係機関のチームの受け入れ体制を整備

しておく。 

ク～シ（略） 

（２）～（７）（略） 

３～５（略） 

 

第１５節（略） 

 

第１６節 こころのケア体制の整備 

１（略） 

２ こころのケア実施体制の整備 

（１）（略） 

（２）市町 

ア 市町は、避難所におけるＤＰＡＴ等が活動する救護所の設置について、あ
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現       行 修   正   案 備 考 

管理者と協議しておく。 

 イ（略） 

３～４（略） 

 

第１７節 食料及び生活必需品等の確保 

１ 基本方針 

雪害時には、ライフラインの損壊や道路交通の途絶等により、流通機能は一

時的あるいは長期間にわたり麻痺状態になることが予想され、この場合には、

被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要である。 

このため、県及び市町は、豪雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶によ

る集落の孤立が起きた場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定さ

れるなど地域の地理的条件等も踏まえて、発災直後から被災者に対して円滑に

食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資の供

給が行われるよう物資の備蓄・調達・輸送体制の整備を図るとともに、物資調

達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資の拠点の 

登録に努める。なおこの際、要配慮者への配慮及び食料の質の確保に留意す

る。 

また、女性の視点に立った支援物資の備蓄・供給（生理用品など）等の取り

組みを一層推進する。 

 

 

２～１０（略） 

 

第１８節～第２４節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らかじめ施設管理者と協議しておく。 

イ（略） 

３～４（略） 

 

第１７節 食料及び生活必需品等の確保 

１ 基本方針 

  雪害時には、ライフラインの損壊や道路交通の途絶等により、流通機能

は一時的あるいは長期間にわたり麻痺状態になることが予想され、この場合に

は、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要である。 

このため、県及び市町は、豪雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶によ

る集落の孤立が起きた場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定さ

れるなど地域の地理的条件等も踏まえて、発災直後から被災者に対して円滑に

食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資の供

給が行われるよう物資の備蓄・調達・輸送体制の整備を図るとともに、物資調

達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資の拠点の 

登録に努める。特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲

料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送

手段の確保に努めるものとし、国〔消防庁〕はこれを支援する。なおこの際、

要配慮者への配慮及び食料の質の確保に留意する。 

また、女性の視点に立った支援物資の備蓄・供給（生理用品など）等の取り

組みを一層推進する。 

２～１０（略） 

 

第１８節～第２４節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
 

 

第１節 初動体制の確立 

配備体制及びその基準等 

（１）災害対策本部の設置等に係る配備体制は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
 

 

第１節 初動体制の確立 

配備体制及びその基準等 

（１）災害対策本部の設置等に係る配備体制は、次のとおりとする。 
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現       行 修   正   案 備 考 

３ 通報連絡体制及び県職員の動員 

（１）通報連絡体制 

 ア（略） 

 イ 毎年度、新たに策定（変更を含む。）した職員の配備計画及び動員伝達系

統を毎年度４月末までに危機管理監に報告する。 

（２）（略） 

（３）職員の動員 

 ア 注意配備体制の場合 

２の「配備体制及びその基準等」による注意配備体制になったときは、危

機管理監室担当職員及び各部局の配備計画による職員は、速やかに登庁す

る。 

 イ 警戒配備体制及び雪害対策本部体制の場合 

   ２の「配備体制及びその基準等」による警戒配備体制又は雪害対策本部体 

制となったときは、危機管理監室職員及び動員対象課の配備計画による職員

並びに災害対策本部連絡員（企画調整室次長等）は、速やかに登庁する。 

ウ警戒配備体制時における系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４ 雪害対策本部 

（１）（略） 

 

 

３ 通報連絡体制及び県職員の動員 

（１）通報連絡体制 

 ア（略） 

 イ 毎年度、新たに策定（変更を含む。）した職員の配備計画及び動員伝達系

統を毎年度４月末までに危機管理部長に報告する。 

（２）（略） 

（３）職員の動員 

 ア 注意配備体制の場合 

２の「配備体制及びその基準等」による注意配備体制になったときは、危

機管理部担当職員及び各部局の配備計画による職員は、速やかに登庁する。 

  

イ 警戒配備体制及び雪害対策本部体制の場合 

   ２の「配備体制及びその基準等」による警戒配備体制又は雪害対策本部体 

制となったときは、危機管理部職員及び動員対象課の配備計画による職員並

びに災害対策本部連絡員（企画調整室次長等）は、速やかに登庁する。 

ウ 警戒配備体制時における系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４ 雪害対策本部 

（１）（略） 
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（２）雪害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）雪害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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（３）雪害対策本部の職名、担当職及び所掌事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（略） 

５ 災害対策本部 

（１）～（６）（略） 

（７）災害対策本部の組織、編成 

 ア～カ（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）雪害対策本部の職名、担当職及び所掌事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（略） 

５ 災害対策本部 

（１）～（６）（略） 

（７）災害対策本部の組織、編成 

 ア～カ（略） 
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 キ 災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

６ 現地災害対策本部 

（１）～（７）（略） 

（８）現地災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．現地本部長となる副本部長については、本部長が必要と認める場合は、

この表にかかわらず本部長が指名する者をもって充てる。 

また、現地本部員については、本部長が必要と認める場合は、危機管 

理部及び担当部（警察本部を除く）の職員の中から、本部長が指名す

る者をもって充てる。 

２．必要のある都度、協力班等の班を設置する。 

（９）（略） 

７～９（略） 

９ 受援体制の確立 

県及び市町は、災害時において、国、地方公共団体、民間企業等からの円滑

な支援を受けるため、受援体制を確立する。 

（１）知事の応援要請 

ア 指定行政機関等に対する応援要請 

県内における災害応急活動を的確かつ円滑に実施するために必要がある

と認めるとき、知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又

は指定公共機関若しくは指定地方公共機関等に対して、次の事項を明らかに

し、応急措置の実施を要請する。 

上記の応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機

関又は関係指定地方行政機関は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急

対策を行う。 

６ 現地災害対策本部 

（１）～（７）（略） 

（８）現地災害対策本部の編成は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．現地本部長となる副本部長については、本部長が必要と認める場合は、

この表にかかわらず本部長が指名する者をもって充てる。 

また、現地本部員については、本部長が必要と認める場合は、危機管 

理部及び担当部（警察本部を除く。）の職員の中から、本部長が指名

する者をもって充てる。 

２．必要のある都度、協力班等の班を設置する。 

（９）（略） 

７～９（略） 

９ 受援体制の確立 

県及び市町は、災害時において、国、地方公共団体、民間企業等からの円滑

な支援を受けるため、受援体制を確立する。 

（１）知事の応援要請 

ア 指定行政機関等に対する応援要請 

県内における災害応急活動を的確かつ円滑に実施するために必要がある

と認めるとき、知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又

は指定公共機関若しくは指定地方公共機関等に対して、次の事項を明らかに

し、応急措置の実施を要請する。 

上記の応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機

関又は関係指定地方行政機関は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急

対策を行う。 
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現       行 修   正   案 備 考 

 （ア）～（エ）（略） 

 （オ）その他必要な事項 

（参考）指定行政機関等との応援に関する協定等は、次のとおりである。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

①～②（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 （ア）～（エ）（略） 

 （オ）その他必要な事項 

（参考）指定行政機関等との応援に関する協定等は、次のとおりである。 

① 通信設備の優先利用等に関する協定 

(本章第７節「通信手段の確保」参照) 

 

 

 

 

 

 ②～③（略） 

 ④ 災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定 

（本章第 15節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 ⑤ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 15節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

⑥ 災害時の歯科医療救護に関する協定 

（本章第 15節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

⑦ 災害時の医療救護等に関する協定 

（本章第 15節「災害医療及び救急医療」及び第 16章「健康管理活動」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 21 - 

現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

③（略） 

（新設） 

 

 

 

 

イ～エ（略） 

（２）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

ア（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 イ～ウ（略） 

 

⑧ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 19節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

⑨ 災害時における緊急用ＬＰガスの供給等に関する協定 

（本章第 22節「生活必需品の供給」参照） 

 

 

 

⑩ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 28節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

⑪（略） 

イ～エ（略） 

（２）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

①（略） 

② 災害に係る情報発信等に関する協定 

(本章第９節「災害広報」参照) 

 

 

 

③ 災害時等における資機材の供給に関する協定 

           （本章第 13節「避難誘導等」参照）  

 

 

 

④～⑤ 
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現       行 修   正   案 備 考 

エ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

オ 災害時の歯科医療救護に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

カ 災害時の医療救護等に関する協定 

（本章第 11節「災害医療及び救急医療」及び第 12章「健康管理活動」参照） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

⑥ 石川ＤＭＡＴの出動に関する協定 

(本章第 15節「災害医療及び救急医療」参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環

境 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～ク（略） 

（新設） 

 

 

 

 

⑦ 石川県における災害支援ナースの派遣に関する協定 

（本章第 15節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧～⑨（略） 

⑩ 災害時の助産師による支援活動に関する協定 

（本章第 15節「災害医療及び救急医療」参照） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

ケ～ツ（略） 

（新設） 

 

 

 

テ～ト（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 災害時における支援活動に関する協定 

（本章第 15節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

⑫～㉑（略） 

㉒ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

 

㉓～㉔ 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナ（略） 

㉕ 生活必需品の確保に関する協定 

（本章第 22節「生活必需品の供給」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉖（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

ニ 災害時における緊急用ＬＰガスの供給等に関する協定 

（本章第 23節「生活必需品の供給」参照） 

 

 

 

ヌ～ハ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

㉗～㉚（略） 

㉛ 石川県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 

（本章第 24節「防疫、保健衛生活動」参照） 
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現       行 修   正   案 備 考 

ヒ～フ（略） 

ヘ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 ホ（略） 

マ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

ミ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 28節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

ム 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 28節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 メ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

㉜～㉝（略） 

㉞ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 25節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 ㉟（略） 

 ㊱ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 25節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

㊲ 災害時における廃棄物の処理に関する協定  

  （本章第 26節「雪、し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理」参照） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

㊳（略） 

㊴ 災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定 

（本章第 28節「ライフライン施設の応急対策」参照） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

モ～ヨ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

ラ～リ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 ル（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 

号）第 252条の 17 に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職

員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度を活用する。なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項

を明らかにする。 

 イ（略） 

（８）（略） 

１１～１２（略） 

 

第２節 事前措置及び応急措置 

１～２（略） 

㊵ 災害時における復旧支援協力に関する協定 

（本章第 28節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

㊶～㊹（略） 

㊺ 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する基本協定 

     （本章第 27節「住宅の応急対策」参照） 

 

  

 

㊻～㊼（略） 

㊽ 災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

（本章第 29節「輸送手段の確保」参照） 

 

 

 

㊾（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 

号）第 252条の 17 に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職

員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度の活用も含めて検討する。なお、要請に当たっては、知事又は市町

長は次の事項を明らかにする。 

 イ（略） 

（８）（略） 

１１～１２（略） 

 

第２節 事前措置及び応急措置 

１～２（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

３ 知事の応急措置 

（１）（略） 

（２）従事命令等（災害対策基本法第 71条） 

 ア～エ（略） 

オ 従事命令等の執行 

県における強制従事の執行については、災害救助法による救助のための従

事命令及び協力命令並びに災害対策基本法に基づくその他の災害応急措置

のための従事命令及び協力命令は、環境安全部消防防災課が担当する。 

カ～ク（略） 

（３）～（４）（略） 

４～６（略） 

 

第３節～第５節（略） 

第６節 雪害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、伝達 

ア 県 

県は、市町等から情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の情

報を含めて、災害規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告を行

うことができなくなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、無人

航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽く

して積極的に情報収集を行い、次の被害規模の雪害については、消防庁に報

告する。また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡する。  

  

（ア）～（イ）（略） 

 イ～ウ（略） 

（２）（略） 

（３）災害情報収集に係る各機関の実施事項等 

ア 県等 

（ア）県（本庁）・県教育委員会 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 被害状況等の情報収集は、市町から行うことを原則とするが、緊急に現

地の被害状況を把握する必要がある場合は、消防救急無線等を利用し、情

報を収集する。 

３ 知事の応急措置 

（１）（略） 

（２）従事命令等（災害対策基本法第 71条） 

 ア～エ（略） 

オ 従事命令等の執行 

県における強制従事の執行については、災害救助法による救助のための従

事命令及び協力命令並びに災害対策基本法に基づくその他の災害応急措置

のための従事命令及び協力命令は、危機管理部が担当する。 

 カ～ク（略） 

（３）～（４）（略） 

４～６（略） 

 

第３節～第５節（略） 

第６節 雪害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、伝達 

ア 県 

県は、市町等から情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の情

報を含めて、災害規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告を行

うことができなくなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、無人

航空機、高所監視カメラ等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あ

らゆる手段を尽くして積極的に情報収集を行い、次の被害規模の雪害につい

ては、消防庁に報告する。また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団

体に連絡する。  

 （ア）～（イ）（略） 

イ～ウ（略） 

（２）（略） 

（３）災害情報収集に係る各機関の実施事項等 

ア 県等 

（ア）県（本庁）・県教育委員会 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 被害状況等の情報収集は、市町から行うことを原則とするが、緊急に現

地の被害状況を把握する必要がある場合は、消防等の実動機関とも連携

し、情報を収集する。 
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現       行 修   正   案 備 考 

また、区域内の市町において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の

報告が十分なされていないと判断する場合等にあっては、調査のための職

員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用

により、あらゆる手段を尽くして被害情報等の把握に努める。なお、収集

した情報は、内容に応じて市町に伝達する。 

ｅ（略） 

（イ）（略） 

 イ～カ（略） 

（４）～（７）（略） 

（８）県、教育委員会及び警察本部における災害情報等収集の分担 

 

 

 

 

 

 

３（略） 

第７節 通信手段の確保 

１（略） 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）（略） 

（２）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

（略） 

（ア）（略） 

（イ） 北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

 

 

 

 

 

 

 

イ～エ（略） 

（３）～（８）（略） 

また、区域内の市町において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の

報告が十分なされていないと判断する場合等にあっては、調査のための職

員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用

により、あらゆる手段を尽くして被害情報等の把握に努める。なお、収集

した情報は、内容に応じて市町に伝達する。 

ｅ（略） 

（イ）（略） 

 イ～カ（略） 

（４）～（７）（略） 

（８）県、教育委員会及び警察本部における災害情報等収集の分担 

 

 

 

 

 

 

３（略） 

第７節 通信手段の確保 

１（略） 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）（略） 

（２）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

（略） 

（ア）（略） 

（イ） 北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

 

 

 

 

 

 

 

イ～エ（略） 

（３）～（８）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 
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３（略） 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１（略） 

２ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

  消防防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分活

用することができ、かつ、その必要性が認められる場合に運航する。 

（１）～（４）（略） 

（５）その他総括管理者（危機管理監室）が必要と認める活動 

３～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

  県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消

火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対

策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地

対策本部と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急

対策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報

（ノータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者

などの参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な

運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。必要に応じ、自衛隊

による局地情報提供に関する調整を行う。 

 

 

 

第９節～第１２節（略） 

 

第１３節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア 避難所の開設が必要となった場合は、市町地域防災計画及び避難所運営マ

ニュアルの定めるところにより、地元警察署等と十分連絡を図り、避難所を

開設する。災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開

設するよう努める。 

災害が発生していない場合であっても、住民が自主的に避難しようとする

３（略） 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１（略） 

２ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

  消防防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分活

用することができ、かつ、その必要性が認められる場合に運航する。 

（１）～（４）（略） 

（５）その他総括管理者（危機管理部）が必要と認める活動 

３～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消

火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対

策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地

対策本部と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急

対策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報

（ノータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者

などの参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な

運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。調整に当たっては、

必要に応じ、政府本部又は官邸対策室等との連携の下、航空機運用総合調整

システム（ＦＯＣＳ）を活用するものとする。また、必要に応じ、自衛隊に

よる局地情報提供に関する調整を行う。 

 

第９節～第１２節（略） 

 

第１３節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア 避難所の開設が必要となった場合は、市町地域防災計画及び避難所運営マ

ニュアルの定めるところにより、地元警察署等と十分連絡を図り、避難所を

開設する。災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開

設するよう努める。 

災害が発生していない場合であっても、住民が自主的に避難しようとする

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 32 - 

現       行 修   正   案 備 考 

場合にあっては、速やかに避難所を開設するよう努める。なお、市町のみで

は困難なときは、県に応援を要請する。特定の指定避難所に避難者が集中し、

収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努め

る。 

避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

また、二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努めるほか、避

難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持

することの適否を検討する。 

県及び市町は、被災地において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

の発生、拡大が見られる場合は、防災部局と保健福祉部局が連携して、感染

対策として必要な措置を講じるよう努める。また、自宅療養者等が避難所に

避難する可能性を考慮し、あらかじめ、市町の保健福祉担当部局、防災担当

部局及び保健所との間で、情報共有の内容、情報の伝達方法などについて、

検討・調整を行い、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

 イ～エ（略） 

オ 避難所の運営 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

場合にあっては、速やかに避難所を開設するよう努める。なお、市町のみで

は困難なときは、県に応援を要請する。特定の指定避難所に避難者が集中し、

収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努め

る。 

避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

また、二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努めるほか、避

難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持

することの適否を検討する。 

県及び市町は、被災地において、感染症の発生、拡大が見られる場合は、

防災部局と保健福祉部局が連携して、感染対策として必要な措置を講じるよ

う努める。また、自宅療養者等が避難所に避難する可能性を考慮し、あらか

じめ、市町の保健福祉担当部局、防災担当部局及び保健所との間で、情報共

有の内容、情報の伝達方法などについて、検討・調整を行い、避難所の運営

に必要な情報を共有するものとする。 

イ～エ（略） 

オ 避難所の運営 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッ

ドを設置するよう努めるとともに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定

期的な情報交換や避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人

材の確保・育成に努める。 

○ 市町は、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策

を講じるものとする。 

○ 市町は、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施

設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、歯科医師、保健師、看護

師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、

配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や指定避難

所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗

濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を

講じるよう努めるものとする。 

（略） 
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カ 仮設トイレの設置 

市町は、避難所の状況により仮設トイレを設置管理する。その確保が困難

な場合は、県があっせん等を行う。また、女性用の仮設トイレや高齢者向け

の洋式トイレの設置など、女性や高齢者、障害者等の利用に配慮した避難所

運営に努める。 

なお、トイレの日常管理は、避難所の既設トイレも含めて、避難者やボラ

ンティア等が自主的な管理運営を行うようルールづくりを指導する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

キ～セ（略） 

ソ ペット動物の飼育場所の確保等 

市町は、必要に応じて、ペット動物のための避難スペースの確保等に努め

るとともに、ペットの一時預かり等必要な支援を獣医師会や動物取扱業者等

から受けられるよう、連携に努める。 

 

 

 

（２）（略） 

８～９（略） 

１０ 避難所外避難者対策 

   市町は、町内会や自主防災組織、消防団、ＮＰＯやボランティア等と連携

して、やむを得ず避難所に滞在することができない車中避難者を含む避難所

外避難者に係る情報の把握に努めるとともに、こうした避難者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サ

ービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努める。 

特に、車中避難者に対して、エコノミークラス症候群に対する注意喚起と

その予防法について積極的に情報提供するよう努める。 

 

 

カ 仮設トイレの設置 

   市町は、避難所の状況により仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置

するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適な

トイレの設置に配慮するよう努めるものとする。その確保が困難な場合は、

県があっせん等を行う。 

 

 

災害時等における資機材の供給に関する協定 

 

 

また、女性用の仮設トイレや高齢者向けの洋式トイレの設置など、女性や

高齢者、障害者等の利用に配慮した避難所運営に努める。 

なお、トイレの日常管理は、避難所の既設トイレも含めて、避難者やボラ

ンティア等が自主的な管理運営を行うようルールづくりを指導する。 

キ～セ（略） 

ソ ペット動物の飼育場所の確保等 

市町は、必要に応じて、被災者支援等の観点からペット動物のための避難

スペースの確保等に努めるとともに、ペットの一時預かり等必要な支援を獣

医師会や動物取扱業者等から受けられるよう、連携に努める。 

また、指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者につい

て、適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含

む避難状況等の把握に努めるものとする。 

（２）（略） 

８～９（略） 

１０ 避難所外避難者対策 

   市町は、町内会や自主防災組織、消防団、ＮＰＯやボランティア等と連携

して、やむを得ず避難所に滞在することができない車中避難者を含む避難所

外避難者に係る情報の把握に努めるとともに、こうした避難者に対しても、

食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サ

ービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努める。 

   特に、車中避難者に対して、エコノミークラス症候群に対する注意喚起と

その予防法について積極的に情報提供するよう努める。 

   在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な

物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者
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第１４節（略） 

 

第１５節 災害医療及び救急医療 

１～２(略) 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 医療救護班の派遣 

 （ア）～（イ）（略） 

 （ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、日本医

師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進機構、

国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本災害歯科支

援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関係団体に、

医療救護班の派遣を要請する。 

 

 

（エ）～（オ）（略） 

オ～カ（略） 

（３）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとす

る。 

   車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難を行う

ためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ

物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を車中泊避難を

行うためのスペースの避難者に対しても提供するものとする。この際、車中

泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めるものと

する。 

 

第１４節（略） 

 

第１５節 災害医療及び救急医療 

１～２(略) 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 医療救護班の派遣 

 （ア）～（イ）（略） 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、災害支援ナースや、他

の都道府県、日本医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域

医療機能推進機構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協

会、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、

日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支

援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）等の医療関係団体に、医療救護班の派遣を要

請する。 

（エ）～（オ）（略） 

オ～カ（略） 

（３）（略） 

（４）災害支援ナースの派遣 

 ア 下記の病院は、県から「石川県における災害支援ナースの派遣に関する協

定」に基づく派遣要請があったときは、災害支援ナースを派遣し、医療救護

活動を行う。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 イ 公益社団法人石川県看護協会は、県から災害支援ナースの派遣要請があっ

たときは、「災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定」に基づき、派

遣のための調整を行う。 

 

   石川県における災害支援ナースの派遣に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害支援ナースの派遣調整の実施に関する協定 
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（４）～（１２）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～８（略） 

９ 他県等からの医薬品等の受入体制 

  県災害対策本部は、他県等からの輸送医薬品等の受入窓口及び積載場所を被

災地に近い保健所に設置し、公益社団法人石川県薬剤師会の協力により、

医薬品等の保管管理及び供給を行う。 

 

 

１０～１２（略） 

 

第１６節 健康管理活動 

１～２（略） 

３ 健康管理活動従事者の派遣体制 

（１）（略） 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

（新設） 

 

（５）～（１３）（略） 

（１４）一般社団法人石川県助産師会 

  石川県助産師会は、県から「災害時の助産師による支援活動に関する協定」

に基づく派遣要請があったときは、助産師または助産師班を派遣し、助産師の

指揮、妊産婦に対する応急救護活動などを実施する。 

   災害時の助産師による支援活動に関する協定 

 

 

 

（１５）一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会 

一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会は、県から「災害時における支援活

動に関する協定」基づく派遣要請があったときは、臨床衛生検査技師または臨

床衛生検査技師班を派遣し、避難所等における健康管理のための検査や病院検

査室における診療支援などを実施する。 

   災害時における支援活動に関する協定 

 

 

 

４～８（略） 

９ 他県等からの医薬品等の受入体制 

  県災害対策本部は、他県等からの輸送医薬品等の受入窓口及び積載場所を被

災地に近い保健所もしくは公益社団法人石川県薬剤師会に設置し、そこから被

災地である市町災害対策本部又は市町保健センターに運送して保管する。 

また、公益社団法人石川県薬剤師会の協力により、医薬品等の保管管理及び

供給を行う。 

１０～１２（略） 

 

第１６節 健康管理活動 

１～２（略） 

３ 健康管理活動従事者の派遣体制 

（１）（略） 

（２）県 

 ア～ウ（略） 

 エ 県は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感

染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請する。 
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（３）（略） 

４（略） 

第１６節～第１７節（略） 

第１８節 災害救助法の適用 

１～７（略） 

別紙 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

令和５年４月１日現在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）（略） 

４（略） 

第１６節～第１７節（略） 

第１８節 災害救助法の適用 

１～７（略） 

別紙 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

 令和７年４月１日現在  
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第１９節（略） 

 

第２０節 行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬 

１～５（略） 

６ 警察の措置 

（１）身元不明者に対する措置 

警察は、知事又は市町長と緊密に連携し、県、市町の行う身元不明者の措

置について協力する。 

なお、必要に応じ、医師等の協力を得て、遺体の検視・死体調査、身元確

認等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９節（略） 

 

第２０節 行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬 

１～５（略） 

６ 警察の措置 

（１）身元不明者に対する措置 

警察は、知事又は市町長と緊密に連携し、県、市町の行う身元不明者の措

置について協力する。 

なお、必要に応じ、医師、歯科医師等の協力を得て、遺体の検視・死体調

査、身元確認等を行う。 
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また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行え

るよう県、市町、指定公共機関等と密接に連携する。 

（２）（略） 

７（略） 

 

第２１節 飲料水・食料の供給 

１～３（略） 

４ 主食の供給 

（１）災害救助用米穀の確保 

ア 米穀の引渡し要請 

県及び市町は、米穀の調達・供給を緊急に行う必要が生じた場合には、そ

の供給必要量及 び受入れ体制について、北陸農政局と十分な連絡を取りつ

つ、農林水産省農産局に引渡し要請を行う。 

イ 受託事業体への引渡し指示 

農林水産省農産局は、県及び市町から米穀の引渡し要請を受けたときは、

受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引渡人に災害救助用米穀を引

渡すよう指示する。 

災害等非常時における政府所有米穀の引渡要請の連絡先 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

５～７（略） 

 

第２２節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

 ア（略） 

イ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に

必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含め

るなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニ

ーズの違いに配慮する。 

また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行え

るよう県、市町、指定公共機関等と密接に連携する。 

（２）（略） 

７（略） 

 

第２１節 飲料水・食料の供給 

１～３（略） 

４ 主食の供給 

（１）災害救助用米穀の確保 

ア 米穀の引渡し要請 

県及び市町は、米穀の調達・供給を緊急に行う必要が生じた場合には、そ

の供給必要量及 び受入れ体制について、北陸農政局と十分な連絡を取りつ

つ、農林水産省農産局長に引渡し要請を行う。 

イ 受託事業体への引渡し指示 

農林水産省農産局長は、県及び市町から米穀の引渡し要請を受けたときは、

受託事業体に対して、知事又は知事が指定する引渡人に災害救助用米穀を引

渡すよう指示する。 

災害等非常時における政府所有米穀の引渡要請の連絡先 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

５～７（略） 

 

第２２節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

ア（略） 

イ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に

必要な物資や家庭動物の飼養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬

季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要

配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。 
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ウ（略） 

（２）情報の提供 

県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４ 物資の輸送拠点（配送）の確保と運営 

（１）～（４）（略） 

（新設） 

 

 

５（略） 

 

第２３節 こころのケア活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町 

 ① 市町は、避難所に精神科救護所を設置する。 

 ②（略） 

３～５（略） 

 

第２４節 防疫、保健衛生活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（２）県 

ア～エ（略） 

オ 県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のため、必要

に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を被災地へ派遣する。 

 ウ（略） 

（２）情報の提供 

県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４ 物資の輸送拠点（配送）の確保と運営 

（１）～（４）（略） 

（５）県及び市町は、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効率的な運営を図る

ため、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確

保するよう努める。 

５（略） 

 

第２３節 こころのケア活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町 

 ① 市町は、避難所に救護所を設置する。 

 ②（略） 

３～５（略） 

 

第２４節 防疫、保健衛生活動 

１（略） 

２ 実施体制 

（２）県 

ア～エ（略） 

オ 県は、避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のため、必要

に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を被災地へ派遣する。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  石川県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 
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カ～キ（略） 

（３）（略） 

３～７（略） 

 

第２５節 ボランティア活動の支援 

１～２（略） 

３ ボランティア本部の機能 

 (1)（略） 

(2) ボランティアの募集及び誘導 

 災害対策本部又はボランティア現地本部から次のような業務の支援要請があ

ったときは、県、市町及び関係機関においてあらかじめ登録している防災ボラン

ティアに活動依頼をするほか、マスメディア等を用いて要請に対応するボランテ

ィアを募集し、適切な誘導を行うなど、県及び市町の各担当部局及び関係機関と

が連携して、その効果的な活用を図る。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 航空機、船舶、特殊車両等の操縦、運転業務（県民文化部局等） 

 オ 通訳業務（観光部局） 

 カ その他専門的な技術、知識を要する業務（県民文化部局等） 

キ その他の業務（県民文化部局等） 

４～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

 

災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

（略） 

 

 

 

カ～キ（略） 

（３）（略） 

３～７（略） 

 

第２５節 ボランティア活動の支援 

１～２（略） 

３ ボランティア本部の機能 

 (1)（略） 

(2) ボランティアの募集及び誘導 

 災害対策本部又はボランティア現地本部から次のような業務の支援要請があ

ったときは、県、市町及び関係機関においてあらかじめ登録している防災ボラン

ティアに活動依頼をするほか、マスメディア等を用いて要請に対応するボランテ

ィアを募集し、適切な誘導を行うなど、県及び市町の各担当部局及び関係機関と

が連携して、その効果的な活用を図る。 

 ア アマチュア無線通信業務（危機管理部局） 

 イ 傷病人の応急手当て等医療看護業務（健康福祉部局） 

 ウ 被災建築物の応急危険度判定業務及び被災宅地の危険度判定業務（土木部

局） 

 エ 通訳業務（観光部局） 

 オ その他専門的な技術、知識を要する業務（生活環境部局等） 

カ その他の業務（生活環境部局等） 

 

４～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

 

災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

（略） 
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  災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

 

第２６節 雪、し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理 

１～６（略） 

７ がれき等の処理 

市町は、損壊家屋からの解体廃棄物、がれき等については、危険なもの、交

通の支障になるものを優先的に撤去する。 

（新規） 

 

 

８（略） 

 

第２７節（略） 

 

第２８節 ライフライン施設の応急対策 

１ 基本方針 

電力施設、通信施設、都市ガス施設、下水道施設のライフライン施設は、災

害により被害を受けた場合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大きな

障害となるおそれがある。 

このため、これらの施設管理者及び関係機関は、発災後直ちに、専門技術を

もつ人材を活用して、緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把

握し、応急措置を講ずるとともに、早期の復旧に努める。 

また、国が開催する現地作業調整会議において、実動部隊の詳細な調整を行

い、ライフライン施設の速やかな応急復旧を図る。 

 

 

２～４（略） 

５ 水道施設 

  水道事業者は、水道に被害が生じた場合は、次の措置を講ずる。 

（１）～（５） 

 

 

  災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

 

第２６節 雪、し尿、生活ごみ、がれき及び産業廃棄物の処理 

１～６（略） 

７ がれき等の処理 

市町は、損壊家屋からの解体廃棄物、がれき等については、危険なもの、交

通の支障になるものを優先的に撤去する。 

  災害時における廃棄物の処理に関する協定 

 

 

８（略） 

 

第２７節（略） 

 

第２８節 ライフライン施設の応急対策 

１ 基本方針 

  電力施設、通信施設、都市ガス施設、下水道施設のライフライン施設は、災

害により被害を受けた場合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大きな

障害となるおそれがある。 

このため、これらの施設管理者及び関係機関は、発災後直ちに、専門技術を

もつ人材を活用して、緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把

握し、応急措置を講ずるとともに、早期の復旧に努める。あわせて、道路管理

者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と生活インフラの連

携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化を図る。 

また、国が開催する現地作業調整会議において、実動部隊の詳細な調整を行

い、ライフライン施設の速やかな応急復旧を図る。 

２～４（略） 

５ 水道施設 

  水道事業者は、水道に被害が生じた場合は、次の措置を講ずる。 

（１）～（５） 
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（６）応援体制 

大規模な雪害により、事業者単独で復旧が困難な場合は、他事業者の応援

を求める。 

（略） 

（新設） 

 

 

６ 下水道施設 

下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７） 

（８）応援体制 

  被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

  ◯「下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 8年 1月）」 

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール（平成 20年 7月 15 

日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9年 4月）」 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定（令和 6 

年 1月 1日） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９節 輸送手段の確保 

１～３（略） 

４ 要員、物資輸送車両等の確保 

（１）（略） 

（２）陸路輸送 

旧資材、救助物資等の輸送を自動車等により行う場合は、それぞれ災害応

急対策責任者が所属の自動車等で陸路輸送を実施する。 

災害応急対策責任者が所属の自動車のみで十分な輸送が確保できないと

（６）応援体制 

大規模な雪害により、事業者単独で復旧が困難な場合は、他事業者の応援

を求める。 

（略） 

災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定 

 

 

６ 下水道施設 

下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７） 

（８）応援体制 

  被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

  ◯「下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 8年 1月）」 

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール（平成 20年 7月 15 

日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9年 4月）」 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定（令和 6 

年 1月 1日） 

  ◯「災害時における給排水設備等の応急対策の協力に関する協定」 

 

 

  

◯「災害時における復旧支援協力に関する協定」 

 

 

 

 

第２９節 輸送手段の確保 

１～３（略） 

４ 要員、物資輸送車両等の確保 

（１）（略） 

（２）陸路輸送 

復旧資材、救助物資等の輸送を自動車等により行う場合は、それぞれ災害

応急対策責任者が所属の自動車等で陸路輸送を実施する。 

災害応急対策責任者が所属の自動車のみで十分な輸送が確保できないと
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現       行 修   正   案 備 考 

きは、次の協定により確保するほか、自動車運送業者との契約により、又は

車両の借上げによって緊急輸送を実施する。 

この場合において、契約した自動車運送業者は、一般客貨の輸送に優先し

て緊急輸送業務を行う。 

緊急輸送に従事する車両の円滑な運行を確保するため必要がある場合は、

公安委員会が道路区間を指定して一般車両の通行を禁止し、又は制限するほ

か、警察署長が臨時交通規制を行う。 

隣接県の道路について、この措置を必要とする場合は、石川県防災会議が

当該公安委員会に対して、道路区間及び期間を明示して一般車両の交通の禁

止又は制限を要請する。 

緊急輸送に従事する車両であることの確認は、知事又は公安委員会が行

い、所定の標章及び証明書を交付する。 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

（略） 

（３）～（７）（略） 

５～６（略） 

 

第３０節～第３２節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きは、次の協定により確保するほか、自動車運送業者との契約により、又は

車両の借上げによって緊急輸送を実施する。 

この場合において、契約した自動車運送業者は、一般客貨の輸送に優先し

て緊急輸送業務を行う。 

緊急輸送に従事する車両の円滑な運行を確保するため必要がある場合は、

公安委員会が道路区間を指定して一般車両の通行を禁止し、又は制限するほ

か、警察署長が臨時交通規制を行う。 

隣接県の道路について、この措置を必要とする場合は、石川県防災会議が

当該公安委員会に対して、道路区間及び期間を明示して一般車両の交通の禁

止又は制限を要請する。 

緊急輸送に従事する車両であることの確認は、知事又は公安委員会が行

い、所定の標章及び証明書を交付する。 

（略） 

 

災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

 

 

 

（略） 

（３）～（７）（略） 

５～６（略） 

 

第３０節～第３２節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第６節（略） 

 

第７節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１～２（略） 

３ 生活相談 

（１）～（５）（略） 

（新設） 

 

４（略） 

５ 罹災証明の交付 

市町は、被災者の各種支援措置を早期に実施するため、災害発生後早期に罹

災証明の交付体制を確立し、被災者に罹災証明を交付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者

が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な

手法により実施する。 

早期に罹災証明の交付体制を確立するため、次の措置を講ずる。 

（１）被災市町だけで対応できない場合は、応援協定等に基づいて実施する。 

（新設） 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

６～９（略） 

 

第８節～第９節（略） 

 
 

第５章（略） 

 

 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第６節（略） 

 

第７節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１～２（略） 

３ 生活相談 

（１）～（５）（略） 

（６）県及び市町は、総務省石川行政評価事務所が特別行政相談活動を実施する

場合において、連絡・調整を図り、協力する。 

４（略） 

５ 罹災証明の交付 

市町は、被災者の各種支援措置を早期に実施するため、災害発生後早期に罹

災証明の交付体制を確立し、被災者に罹災証明を交付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者

が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な

手法により実施する。 

早期に罹災証明の交付体制を確立するため、次の措置を講ずる。 

（１）被災市町だけで対応できない場合は、応援協定等に基づいて実施する。 

 災害時における住家被害認定調査等に関する協定 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

６～９（略） 

 

第８節～第９節（略） 
 

 
第５章（略） 
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参考１－５ 

石川県地域防災計画（事故災害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

事故災害対策編 
 
 

（令和６年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

事故災害対策編 
                  
 

（令和７年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第１章～第５章（略） 
 

 

第６章 大規模な火事災害対策計画 
 

第１節～第２節（略） 

 

第３節 災害応急対策 

１ 情報通信 

 大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び

通信等は、次により実施する。 

（１） 情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

２～１０（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章～第５章（略） 
 

 

第６章 大規模な火事災害対策計画 
 

第１節～第２節（略） 

 

第３節 災害応急対策 

１ 情報通信 

 大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び

通信等は、次により実施する。 

（１） 情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

２～１０（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第７章 林野火災対策計画 
第１節～第２節（略） 

第３節 災害応急対策 

林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等

は、次により実施する。 

（１）情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

２～８（略） 

 

 

第７章 林野火災対策計画 
第１節～第２節（略） 

第３節 災害応急対策 

林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等

は、次により実施する。 

（１）情報通信連絡系統 

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

２～８（略） 
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石川県地域防災計画（原子力防災計画編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 

 
 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

原子力防災計画編 
 
 

（令和５年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

原子力防災計画編 
                  
 

（令和７年修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２ 
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現       行 修   正   案 

 
第 1 章 総則 

 
第３節  原子力災害対策指針に基づく方針 

３ 緊急事態における防護対策の基本的考え方 

(2)緊急事態の初期対応段階における防護措置の考え方 

イ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ） 

(ア)基本的な考え方 

（略） 

放射性物質の放出後、継続的に高い空間放射線量率が計測された地域にお

いては、地表面からの放射線等による被ばくの影響をできる限り低減する観

点から、数時間から１日以内に住民等について避難等の緊急防護措置を講じ

なければならない。また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された

地域においても、無用な被ばくを回避する観点から、１週間以内に一時移転

等の早期防護措置を講じなければならない。 

これらの措置を講ずる場合には、国からの指示に基づき、避難住民等に対

し、防護措置を実施すべき基準以下であるか否かを確認する検査（以下、

「避難退域時検査」という。）の結果から簡易除染（着替え、拭き取り、簡

易除染剤やシャワーの利用等）等の措置を講ずるようにしなければならな

い。 

 

 

 

第４節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

９ 指定地方行政機関 

    

機  関  名 処理すべき事務又は業務の大綱 

中部管区警察局 （略） 

北陸財務局 １ 地方公共団体に対する災害融資に関すること。 

２ 金融機関に対する緊急措置等の指示に関するこ

と。 

３ 提供・利用可能な国有財産（未利用地、庁舎、

宿舎）の情報提供に関すること。（平常時にお

 
第 1 章 総則 

 
第３節  原子力災害対策指針に基づく方針 

３ 緊急事態における防護対策の基本的考え方 

(2)緊急事態の初期対応段階における防護措置の考え方 

イ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ） 

(ア)基本的な考え方 

（略） 

放射性物質の放出後、継続的に高い空間放射線量率が計測された地域にお

いては、地表面からの放射線等による被ばくの影響をできる限り低減する観

点から、数時間から１日以内に住民等について避難等の緊急防護措置を講じ

なければならない。また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された

地域においても、無用な被ばくを回避する観点から、１週間以内に一時移転

等の早期防護措置を講じなければならない。 

これらの措置を講ずる場合には、国からの指示に基づき、避難や一時移転

を行う住民等に対し、除染を実施すべき基準以下であるか否かを確認する検

査（以下、「避難退域時検査」という。）を行い、その結果を踏まえ除染

（簡易な方法による除染（以下「簡易除染」という。）を含む。以下同

じ。）を行う。また、甲状腺の被ばく線量を推定するために行う測定（以下

「甲状腺被ばく線量モニタリング」という。）を原子力災害対策指針に定め

る対象者に対して実施しなければならない。 

 
第４節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

９ 指定地方行政機関 

    

機  関  名 処理すべき事務又は業務の大綱 

中部管区警察局 （略） 

北陸財務局 １ 地方公共団体に対する災害融資に関すること。 

２ 金融機関に対する緊急措置等の指示に関するこ

と。  

３ 提供・利用可能な国有財産（未利用地、庁舎、

宿舎）の情報提供に関すること。（平常時にお
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現       行 修   正   案 

ける定期または随時の情報提供を含む。） 

（新設） 

 

 

 

東海北陸厚生局 （略） 
 
１１ 指定公共機関  
 

機  関  名 処理すべき事務又は業務の大綱 
株式会社ＮＴＴ
ドコモ北陸支社 

通信の確保に関すること。 

ＫＤＤＩ株式会
社北陸総支社 
ソフトバンク株
式会社地域総務
部（北陸） 
楽天モバイル株
式会社（金沢支
社）） 

 
１２ 指定地方公共機関 

機  関  名 処理すべき事務又は業務の大綱 
（略） （略） 

 
（新設） 
 

（新設） 

 
（新設） 
 

 
（新設） 
 
 

 
（新設） 
 
 

 
（新設） 
 
 

 
 

 

ける定期または随時の情報提供を含む。） 

４ 災害等発生時における国有財産（未利用地等､ 

 庁舎、宿舎）の無償貸付等に関すること。（各 

 省庁所管財産を含めた広範対応を含む。） 

 

東海北陸厚生局 （略） 
 
１１ 指定公共機関 

  
機  関  名 処理すべき事務又は業務の大綱 
株式会社ＮＴＴ
ドコモ北陸支社 

通信の確保に関すること。 

ＫＤＤＩ株式会
社北陸総支社 
ソフトバンク株
式会社地域総務
部（北陸） 
楽天モバイル株
式会社（金沢支
社） 

 
１２ 指定地方公共機関 

機  関  名 処理すべき事務又は業務の大綱 
（略） （略） 

一般社団法人 
石川県建設業協
会 

・災害時における応急対策工事に関すること。 

 
金沢エナジー株
式会社 
 

 
・災害時における都市ガス及びＬＰガスの安定供 
給の確保に関すること。 
 

 
小松ガス株式会
社 
 

 
・災害時における都市ガス及びＬＰガスの安定供 
給の確保に関すること。 
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現       行 修   正   案 

 

第２章 原子力災害予防計画 
 

第２節 原子力防災体制等の整備 

７  防災関係機関相互の連携体制の整備 

(1) 県は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする原子力規制委員会、関係

市町、警察、消防、医療機関、指定公共機関、指定地方公共機関、北陸電

力、その他の関係機関と原子力防災体制につき相互に情報交換し、各防災関

係機関の役割分担をあらかじめ定め、防災対策に努めるものとする。また、

緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難や避難退域時検査等の場所等に関

する広域的な応援について、応援協定の締結を促進するなど体制の整備を図

るものとする。 

 

１３ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症流行下における措置  

  (1) 県及び市町は、令和2年における新型コロナ感染症の発生を踏まえ、避 

   難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災 

      対策を推進するものとする。 

  (2)  市町は、避難所となる施設については、必要に応じ、良好な生活環境を 

      確保するために、換気、照明等の施設の整備に努めるとともに、新型コロ 

      ナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生した場合 

      の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、 

      必要な場合には、ホテルや旅館等の活用も含めて検討するよう努める。 

 

第３節 原子力防災知識の普及 

２ 住民等に対する原子力防災に関する知識の普及及び啓発 

（略） 

 なお、防災知識の普及と啓発に際しては、要配慮者の多様なニーズに十分配慮

し、地域において要配慮者を支援する体制を整備するよう努めるとともに、被災時

の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するように努める。 

 

 

第６節  環境放射線モニタリング体制の整備 

（略） 

１ モニタリング資機材等の整備 

(1)  県は、次のモニタリングに関する資機材等を整備する。なお、これら機

 

第２章 原子力災害予防計画 
 

第２節 原子力防災体制等の整備 

７  防災関係機関相互の連携体制の整備 

(1) 県は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする原子力規制委員会、内

閣府、関係市町、警察、消防、医療機関、指定公共機関、指定地方公共機

関、北陸電力、その他の関係機関と原子力防災体制につき相互に情報交換

し、各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定め、防災対策に努めるものと

する。また、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難や避難退域時検査及

び甲状腺被ばく線量モニタリング等の場所等に関する広域的な応援につい

て、応援協定の締結を促進するなど体制の整備を図るものとする。 

 

１３ 感染症流行下における措置 

   (1) 県及び市町は、令和2年における新型コロナ感染症流行時の経験も踏ま

え、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防

災対策を推進するものとする。 

   (2)  市町は、避難所となる施設については、必要に応じ、良好な生活環境を 

      確保するために、換気、照明等の施設の整備に努めるとともに、感染症対 

      策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担 

      当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等 

      の活用も含めて検討するよう努める。 

 

第３節 原子力防災知識の普及 

２ 住民等に対する原子力防災に関する知識の普及及び啓発 

（略） 

 なお、防災知識の普及と啓発に際しては、要配慮者の多様なニーズに十分配慮

し、地域において要配慮者を支援する体制を整備するよう努めるとともに、被災時

の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するように努めることに加え、

家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努める。 

 

第６節  環境放射線モニタリング体制の整備 

（略） 

１ モニタリング資機材等の整備 

(1)  県は、次のモニタリングに関する資機材等を整備する。なお、これら機
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材に関しては、地震等自然災害への頑健性を持つよう、施設建物や保管庫

の耐震性の確保、データ通信の多重化等を図るよう努める。 

   ア 環境放射線監視ネットワークシステム 

   イ 環境放射線観測局 

   ウ 熱ルミネセンス線量計（以下「ＴＬＤ」という。） 

   エ サーベイメータ等の可搬型計測用機器 

   オ モニタリングカー 

   カ ダストサンプラ 

   キ ヨウ素サンプラ 

      ク 環境試料分析装置 

   ケ その他モニタリングに必要な資機材 

 

  (2)  北陸電力は、次のモニタリングに関する資機材等を整備する。なお、こ

れら機材に関しては、地震等自然災害への頑健性を持つよう、施設建物や

保管庫の耐震性の確保、データ通信の多重化等を図るよう努める。 

   ア 敷地境界モニタリングポスト 

   イ 排気筒モニタ 

   ウ Ｔ Ｌ Ｄ 

   エ サーベイメータ等の可搬型計測用機器 

   オ モニタリングカー 

   カ ダストサンプラ 

   キ ヨウ素サンプラ 

   ク その他モニタリングに必要な資機材 

 

  (3)  県は、原子力規制委員会、量子科学技術研究開発機構、日本原子力研究

開発機構及び電力事業者が整備するモニタリング資機材等の把握に努め

る。 

 

４ 緊急時放射線モニタリング情報共有・公表システム等の整備 

（略） 

 

第８節 原子力災害医療体制の整備 

１ 原子力災害医療体制の整備 

(6) 県は、国、原子力災害医療・総合支援センター、高度被ばく医療支援センタ

ー及び原子力災害拠点病院と連携して、原子力災害医療に関係する者に対し

材に関しては、地震等自然災害への頑健性を持つよう、施設建物や保管庫

の耐震性の確保、データ通信の多重化等を図るよう努める。 

   ア 環境放射線監視ネットワークシステム 

   イ 環境放射線観測局 

   （削除） 

   ウ サーベイメータ等の可搬型計測用機器 

   エ 走行サーベイシステム用車載装置 

   オ ダストモニタ・大気モニタ 

   カ ヨウ素モニタ・ヨウ素サンプラ 

      キ 環境試料分析装置 

   ク その他モニタリングに必要な資機材 

 

  (2)  北陸電力は、次のモニタリングに関する資機材等を整備する。なお、こ

れら機材に関しては、地震等自然災害への頑健性を持つよう、施設建物や

保管庫の耐震性の確保、データ通信の多重化等を図るよう努める。 

   ア 敷地境界モニタリングポスト 

   イ 排気筒モニタ 

   （削除） 

   ウ サーベイメータ等の可搬型計測用機器 

   エ モニタリングカー 

   オ ダストサンプラ 

   カ ヨウ素サンプラ 

   キ その他モニタリングに必要な資機材 

 

  (3)  県は、原子力規制委員会、量子科学技術研究開発機構、日本原子力研究

開発機構及び原子力事業者が整備するモニタリング資機材等の把握に努め

る。 

 

４ 放射線モニタリング情報共有・公表システム等の整備 

（略） 

 

第８節 原子力災害医療体制の整備 

１ 原子力災害医療体制の整備 

(6) 県は、国、原子力災害医療・総合支援センター、高度被ばく医療支援センタ

ー及び原子力災害拠点病院と連携して、県が整備する原子力災害医療体制の下
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て、複合災害や多数の傷病者等への対応も考慮した研修・訓練を実施する。 

 

 

３ 安定ヨウ素剤の事前配布及び備蓄等 

 (1)ＰＡＺ内における事前配布 

   （略） 

   また、県及び志賀町は、互いに連携し、（以下略） 

   

    

  (2) ＰＡＺ外における備蓄等 

  （略） 

  また、県及び市町は、互いに連携し、（以下略） 

  （新設） 

    

 

 

 

５ 原子力災害医療派遣チームの派遣要請体制の整備 

(1) 県は、原子力災害医療・総合支援センター及び他立地道府県等の原子力災害

拠点病院が保有する原子力災害医療派遣チームの派遣要請手続きについてあら

かじめ定めておくとともに、受入体制の整備等必要な準備を整えておくものと

する。 

(2) 県は、国や原子力災害医療・総合支援センターと協力し、原子力災害医療体

制の構築、原子力災害医療派遣チームの派遣及び受入体制の整備・維持を図る

ものとする。 

(新設) 

 

 

 

(3) 県及び関係医療機関は、原子力災害医療に関する研修等の充実・強化に努め

るとともに、国や専門機関の支援協力を得て、専門機関が実施する研修への医

療関係者の派遣等を行うなど、原子力災害医療の専門家の養成に努める。 

 

６ 原子力災害時の個人の被ばく線量評価体制の整備 

県は、国の支援のもと、健康調査・健康相談を適切に行う観点から、原子力災

で原子力災害医療に携わる者に対して、複合災害や多数の傷病者等への対応も

考慮した研修・訓練を実施する。 

 

３ 安定ヨウ素剤の事前配布及び備蓄等 

  (1)ＰＡＺ内における事前配布 

   （略） 

   また、県及び志賀町は、関係機関と連携し、（以下略） 

 

 

 (2) ＰＡＺ外における備蓄等 

  （略） 

  また、県及び市町は、関係機関と連携し、（以下略） 

  (3) 服用効果等の周知の徹底 

   県及び関係市町は、原子力災害対策指針等を参考に、安定ヨウ素剤の服用効

果等について平常時から住民等へ周知徹底に努める。 

 

 

５ 原子力災害医療派遣チームの派遣要請体制の整備 

(1) 県は、原子力災害医療・総合支援センター及び他立地道府県等の原子力災害

拠点病院が保有する原子力災害医療派遣チームの派遣要請手続きについてあら

かじめ定めておくとともに、受入体制の整備等必要な準備を整えておくものと

する。 

(2) 県は、国や原子力災害医療・総合支援センターと協力し、原子力災害医療体

制の構築、原子力災害医療派遣チームの派遣及び受入体制の整備・維持を図る

ものとする。 

(3) 県は、原子力災害医療調整官が県の災害対策本部、国の原子力災害現地対策

本部、国の指定する協力機関等と調整し、当該協力機関の活動内容に応じた要

員の派遣要請、派遣先の決定、受入等に当たる体制を構築しておくものとす

る。 

(4) 県及び関係医療機関は、原子力災害医療に関する研修等の充実・強化に努め

るとともに、国や専門機関の支援協力を得て、専門機関が実施する研修への医

療関係者の派遣等を行うなど、原子力災害医療の専門家の養成に努める。 

 

６ 原子力災害時の個人の被ばく線量評価体制の整備 

県は、国の支援や原子力災害医療協力機関、原子力事業者、原子力災害拠点病
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害時に個人の被ばく線量の評価・推定を行えるよう必要な体制を整備するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

第 14節 緊急輸送活動体制の整備 

３ 民間事業者等の活用 

(3) 県及び関係市町は、輸送協定を締結した民間事業者の車両については、緊急通

行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急

通行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等に対して周知

を行うとともに、自らも事前届け出を積極的に行うなど、その普及を図る。 

 

第 16節  防災対策資料の整備 

１ 防災対策上必要とされる資料の整備 

（略） 

  (1) （略） 

  (2) 放射性物質又は放射線による影響に関する資料 

   ア 発電所施設に関する資料 

   イ 発電所周辺地域の気象・海象に関する資料 

   ウ モニタリングポストの配置図、空間放射線量率測定の候補地点図及び環

境試料採取の候補地点図 

   （以下（略）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

院、高度被ばく医療支援センター等の協力を得て、健康調査・健康相談を適切に

行う観点から、原子力災害時に甲状腺被ばく線量モニタリング等を対象となる住

民等に行い、当該住民等の被ばく線量の評価・推定を適切に行えるよう必要な資

機材（ＮａＩ（Ｔｌ）サーベイメータ、甲状腺モニタ、ホールボディカウンタ

等）の確保・整備、測定・評価要員の確保、避難所又はその近傍の適所における

測定場所の選定等、住民等の被ばく線量評価体制を整備するものとする。 

 

 

第 14節 緊急輸送活動体制の整備 

３ 民間事業者等の活用 

(3) 県及び関係市町は、輸送協定を締結した民間事業者の車両は、あらかじめ緊急

通行車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び普及を図

る。 

 

 

第 16節  防災対策資料の整備 

１ 防災対策上必要とされる資料の整備 

（略） 

  (1) （略） 

  (2) 放射性物質又は放射線による影響に関する資料 

   ア 発電所施設に関する資料 

   イ 発電所周辺地域の気象・海象に関する資料 

   ウ モニタリングポストの配置図及び環境試料採取の候補地点図 

 

   （以下（略）） 
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第３章 原子力災害応急対策計画 
 
第１節 通報連絡体制 
１ 情報収集事態発生時の通報連絡体制 
 (1) 国の通報連絡 
   原子力規制委員会は、情報収集事態（志賀町で震度５弱又は震度５強の地 
  震の発生、又はその他原子力施設の運転に影響を及ぼすおそれがある情報 
  が通報された場合をいう。以下同じ。）を認知した場合には、情報収集事態 
  の発生及びその後の状況について、関係省庁、県及び関係市町に対して情報 
  提供を行うものとされている。（以下（略）） 
 
 
 
２ 警戒事態発生時の通報連絡体制 
（略） 

(2) 国の通報連絡 
原子力規制委員会は、警戒事態の発生及びその後の状況について、関係省

庁、県及び関係市町に対し情報提供を行うものとなっている。 
また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部（以下「事故警戒

本部」という。）は、県及び関係市町に対し連絡体制の確立等の必要な体制を
とるよう連絡するものとなっている。 

 
    
 
 
３ 施設敷地緊急事態発生時の通報連絡体制 
 (2) 国の通報連絡  
  ア 原子力規制委員会は、原子力防災管理者（発電所長）から施設敷地緊急事

態等の発生について通報を受けた場合には、通報を受けた事象について、原
子力緊急事態が発生しているか否かの判断を直ちに行い、事象の概要及び事
象の今後の進展の見通し等事故情報について、知事をはじめ官邸（内閣官
房）、内閣府、関係省庁、関係市町の長及び警察本部長に通報連絡を行うこ
ととなっている。 

  イ 原子力規制委員会は、全面緊急事態に該当するときは、知事及び志賀町長
に対して､災害対策本部設置､避難等の実施要請をすることとなっている｡ 

 
 
 

 

第３章 原子力災害応急対策計画 
 
第１節 通報連絡体制 
１ 情報収集事態発生時の通報連絡体制 
 (1) 国の通報連絡 
   原子力規制委員会・内閣府は、情報収集事態（志賀町で震度５弱又は震度５

強の地震の発生、又はその他原子力施設の運転に影響を及ぼすおそれがある情
報が通報された場合をいう。以下同じ。）を認知した場合には、原子力規制委
員会・内閣府合同情報連絡室を設置するものとなっており、原子力規制委員会
・内閣府合同情報連絡室は、情報収集事態の発生及びその後の状況について、
関係省庁、県及び関係市町に対して情報提供を行うものとされている。（以下
（略）） 

 
２ 警戒事態発生時の通報連絡体制 
（略） 
(2) 国の通報連絡 

原子力規制委員会・内閣府は、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき
又は原子力事業者等により報告された事象が原子力規制委員会において警戒事
態に該当するものと判断した場合は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合
同警戒本部（以下「事故警戒本部」という。）を設置するものとなっており、
事故警戒本部は、警戒事態の発生及びその後の状況について、関係省庁、県及
び関係市町に対し情報提供を行うものとなっている。 
また、事故警戒本部は、県及び関係市町に対し連絡体制の確立等の必要な体

制をとるよう要請するものとなっている。 
 
３ 施設敷地緊急事態発生時の通報連絡体制 
 (2) 国の通報連絡  

原子力規制委員会は、原子力防災管理者（発電所長）から施設敷地緊急事態
等の発生について通報を受けた場合には、通報を受けた事象について、原子力
緊急事態が発生しているか否かの判断を直ちに行い、事象の概要及び事象の今
後の進展の見通し等事故情報について、知事をはじめ官邸（内閣官房）、内閣
府、関係省庁、関係市町の長及び警察本部長に通報連絡を行うこととなってい
る。 

  （削除） 
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第２節 初動体制の確立 
２ 県職員の動員方法 
（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３節 
４ 第一次本部体制及び第二次本部体制 
 

 
 
第２節 初動体制の確立 
２ 県職員の動員方法 
（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３節 
４ 第一次本部体制及び第二次本部体制 
 

危機対策課長 
 

危機対策課 
課 長 補 佐 
 

各部局主管課 
課 長 補 佐 等 
（災害対策 
  本部連絡員) 

 
 (略) 

（略） 
危機対策課長 

 

危機対策課 

課 長 補 佐 

 

各部局企画調
整室次長等 
（災害対策 
  本部連絡員) 

 

 (略) 

（略） 
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(1)県本部の組織等 
 ア 県本部の組織 

(1)県本部の組織等 
 ア 県本部の組織 

県本部長 

(知 事) 

県副本部長 

(副 知 事) 

(２名) 

危機管理監室 

危機管理監 

危機管理班 (危機対策課) 

           (消防保安課) 

総 務 部 

総 務 部 長 

県民文化スポーツ部 

県民文化スポーツ部長 

企画振興部 

企画振興部長 

健康福祉部 

健康福祉部長 

生活環境部 

生活環境部長 

商工労働部 

商工労働部長 

観光船竜推進部 

観光戦略推進部長 

土 木 部 

土 木 部 長 

農林水産部 

農林水産部長 

教 育 部 

教  育   長 

関  係  部  局  班 

災害警備本部 

警察本部長 

原子力安全対策班 

   （原子力安全対策室） 

   （ 危 機 対 策 課 ） 

人 事 班 (人 事 課) 

県民交流班 (県民交流課) 

管 財 班 (管 財 課) 

企 画 班 (企 画 課) 

交通政策班 (交通政策課) 

医療対策班 (医療対策課) 

健康推進班 (健康推進課) 

      (障害保健福祉課) 

 
薬事衛生班 (薬事衛生課) 

生活安全班 (生活安全課) 

県現地本部   ※本節３（2）アに記載 

農林企画調整班 

(農林水産部企画調整室) 

道路整備班 (道路整備課) 

水 産 班 (水 産 課) 

森林管理班 (森林管理課) 

生産流通班 (生産流通課) 

県本部長 

(知 事) 

県副本部長 

(副 知 事) 

(２名) 

危機管理部 

危機管理部長 

危機管理班(危機管理部企画調整室) 

（危機対策課) 

(消防保安課) 

総 務 部 

総 務 部 長 

文化観光スポーツ部 

文化観光スポーツ部長 

企画振興部 

企画振興部長 

健康福祉部 

健康福祉部長 

生活環境部 

生活環境部長 

商工労働部 

商工労働部長 

能登半島地震復旧・復興推進部 

能登半島地震復旧・復興推進部長 

土 木 部 

土 木 部 長 

農林水産部 

農林水産部長 

教 育 部 

教  育   長 

関  係  部  局  班 

災害警備本部 

警察本部長 

原子力安全対策班 

   （原子力安全対策室） 

   （ 危 機 対 策 課 ） 

人 事 班（人事・組織経営課) 

戦略広報班 (戦略広報課) 

管 財 班 (管 財 課) 

企 画 班 (企 画 課) 

交通政策班 (交通政策課) 

医療支援班 (医療支援課) 

健康推進班 (健康推進課) 

      (障害保健福祉課) 

 
薬事衛生班 (薬事衛生課) 

生活安全班 (生活安全課) 

県現地本部   ※本節３（2）アに記載 

農林企画調整班(農林水産部企画調整室) 

道路整備班 (道路整備課) 

水 産 班 (水 産 課) 

森林管理班 (森林管理課) 

生産振興班 (生産振興課) 

畜産振興班  

(畜産振興・防疫対策課) 

県民協働班  

(女性活躍・県民協働課) 



 - 11 - 

現       行 修   正   案 

ウ 県本部の班名、班長担当職及び所掌事務 

  

 班  名 班長担当職  

危機管理班 危機対策課長 

（消防保安課長） 

（略） 

原 子 力 

安全対策班 

原  子  力 

安 全 対 策 室 長 

発電所の状況把握に関すること。 

（新設） 

（新設） （新設） （新設） 

 

人 事 班 人事課長 （略） 

管 財 班 管財課長 （略） 

企 画 班 企画課長 （略） 

交通政策班 交通政策課長 （略） 

県民交流班 県民交流課長 １ 報道機関との連絡調整に関すること。 

２ 被災者の総合相談に関すること。 

３ ボランティア関係団体との連絡調整に 

 関すること。 

医療対策班 医療対策課長 （略） 

健康推進班 健康推進課長 

障害保健福祉課長 

（略） 

薬事衛生班 薬事衛生課長 （略） 

生活安全班 生活安全課長 （略） 

農林企画調整班 農林水産部企画調整室長 （略） 

生産流通班 生産流通課長 １ 農産物の収穫及び出荷に関すること。 

２ 畜産物の収穫及び出荷に関すること。 

（新設） （新設） （新設） 

森林管理班 森林管理課長 （略） 

水 産 課 水産課長 （略） 

道路整備班 道路整備課長 （略） 

教 育 部（教育委員会） （略） 

関  係  部  局  班 （略） 

警 察 部（警察本部） （略） 
 

ウ 県本部の班名、班長担当職及び所掌事務 

  

 班  名 班長担当職  

危機管理班 危機対策課長 

（消防保安課長） 

（略） 

原 子 力 

安全対策班 

原  子  力 

安 全 対 策 室 長 

１ 発電所の状況把握に関すること。 

２ 緊急時モニタリングに関すること。 

戦略広報班 戦略広報課長 １ 報道機関との連絡調整に関すること。 

２ 被災者の総合相談に関すること。 

人 事 班 人事・組織経営課長 （略） 

管 財 班 管財課長 （略） 

企 画 班 企画課長 （略） 

交通政策班 交通政策課長 （略） 

医療支援班 医療支援課長 （略） 

健康推進班 健康推進課長 

障害保健福祉課長 

（略） 

薬事衛生班 薬事衛生課長 （略） 

県民協働班 女性活躍・県民協

働課長 

（削除） 

（削除） 

ボランティア関係団体との連絡調整に関す

ること。 

生活安全班 生活安全課長 （略） 

農林企画調整班 農林水産部企画調整室長 （略） 

生産振興班 生産振興課長 農産物の収穫及び出荷に関すること。 

 

畜産振興班 畜産振興・防疫対策課長 畜産物の生産及び出荷に関すること。 

森林管理班 森林管理課長 （略） 

水 産 課 水産課長 （略） 

道路整備班 道路整備課長 （略） 

教 育 部（教育委員会） （略） 

関  係  部  局  班 （略） 

警 察 部（警察本部） （略） 
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(2)県現地本部の組織等 

 ア 県現地本部の組織 

連絡調整班 

班 長 （兼）危機対策課長 

副班長 危機対策課課長補佐 

 

 危機対策課職員 

県民交流課職員 
中能登総合事務所職員等 

（新設） 

 

原子力災害医療班 

班 長 能登中部保健福祉 

センター次長 

副班長 医療対策課職員 

 医療対策課職員 

健康推進課職員 

障害保健福祉課職員 
能登中部保健福祉ｾﾝﾀｰ職員 

こころの健康ｾﾝﾀｰ職員等 

 国の緊急医療派遣職員 
 日本赤十字社救護職員 
 地域医療機関職員 

 

住民生活班 

班 長 中能登総合事務所 
総務企画部長 

副班長 中能登総合事務所 

企画振興課長 

班 員 危機対策課職員 

薬事衛生課職員 

農業政策課職員 
中能登総合事務所職員 
能登中部保健福祉ｾﾝﾀｰ職員 

中能登農林総合事務所職員 

中能登土木総合事務所職員 

（新設） 

警察本部職員  等 

(2)県現地本部の組織等 

 ア 県現地本部の組織 

連絡調整班 

班 長 危機対策課担当課長 

副班長 奥能登総合事務所 

納税課長 

 危機対策課職員 

戦略広報課職員 
中能登総合事務所職員 

奥能登総合事務所職員等 

 

原子力災害医療班 

班 長 能登中部保健福祉 

センター次長 

副班長 医療支援課職員 

 医療支援課職員 

健康推進課職員 

障害保健福祉課職員 
能登中部保健福祉ｾﾝﾀｰ職員 

こころの健康ｾﾝﾀｰ職員等 

 国の緊急医療派遣職員 
 日本赤十字社救護職員 

 地域医療機関職員 

 

住民生活班 

班 長 中能登総合事務所 
総務企画部長 

副班長 中能登総合事務所職員 

 

班 員 （削除） 

薬事衛生課職員 
農林水産部企画調整室職員 

中能登総合事務所職員 
能登中部保健福祉ｾﾝﾀｰ職員 

中能登農林総合事務所職員 

中能登土木総合事務所職員 

奥能登総合事務所職員 

警察本部職員  等 

 

県現地本部長 

兼報道責任者 

((兼)副知事) 

県現地副本部長 

((兼)危機管理監) 
(中能登総合事務所長) 

県現地本部長 

兼報道責任者 

((兼)副知事) 

県現地副本部長 

((兼)危機管理部長) 
(中能登総合事務所長) 
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イ、ウ （略） 

５ 県現地災害対策本部員会議 

  県本部長（知事）は、必要に応じ、県副本部長（県現地本部長）及び関係本 

 部員による県現地災害対策本部員会議をオフサイトセンター内にて開催し、原 

 子力災害対策に関する方針の協議及び事務連絡を行う。 

   

  県現地災害対策本部員会議の組織は、次のとおりとする。 

         

本 部 員 班  長  等 

危機管理監 危機対策課長 

原子力安全対策室長 

総務部長 総務課長 

中能登総合事務所長 

健康福祉部長 医療対策課長 

能登中部保健福祉ｾﾝﾀｰ所長 

能登北部保健福祉ｾﾝﾀｰ所長 

石川中央保健福祉ｾﾝﾀｰ所長 

保健環境センター所長 

農林水産部長 農業政策課長 

中能登農林総合事務所長 

土木部長 中能登土木総合事務所長 

警察本部長 警察本部長が指名した者 

その他、県本部長が指名する者 

 

６ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

  県本部長（知事）、関係市町の長、防災関係機関の長及び原子力防災管理者

（発電所長）は、現地事故対策連絡会議に職員を派遣し、発電所に関する情報の

共有、災害応急対策の調整等を行う。 

なお、県本部長（知事）は、次の職員を派遣する。 

ア 危機管理監室次長 

イ 危機対策課課長補佐 

ウ 中能登総合事務所税務課長 

エ 保健環境センター環境科学部長 

オ その他県本部長（知事）が指名する者 

イ、ウ （略） 

５ 県現地災害対策本部会議 

  県現地本部長（副知事）は、必要に応じ、県現地災害対策本部会議をオフサイ

トセンター内にて開催し、原子力災害対策に関する方針の協議及び事務連絡を行

う。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

  県本部長（知事）、関係市町の長、防災関係機関の長及び原子力防災管理者

（発電所長）は、現地事故対策連絡会議に職員を派遣し、発電所に関する情報の

共有、災害応急対策の調整等を行う。 

なお、県本部長（知事）は、次の職員を派遣する。 
ア 奥能登総合事務所総務企画部長 
イ 奥能登総合事務所企画振興課企画振興係長 

ウ 中能登総合事務所税務課長 

エ 保健環境センター環境科学部長 

オ 中能登総合事務所企画振興課長 

カ その他県本部長（知事）が指名する者 

県本部長 

 

（知事） 

県 副 本 部 長 
(県現地本部長) 

(副 知 事) 
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８ 合同対策協議会設置後の体制 

 (1) 合同対策協議会への参画 

   県本部長(知事）又は県現地本部長は、合同対策協議会全体会議に出席し、

以下に示す緊急事態応急対策の調整及び情報の共有を行う。 

出  席  者 会  議  の  主  な  役  割 

県本部長（知事） 

又は県現地本部長 

 

(補助員)  

危機管理監 

総務部長 

健康福祉部長 

警察本部長 

保健環境ｾﾝﾀｰ所長 

危機対策課長 

次の事項について、情報の共有を行う。 

ア 緊急時対応方針の確認 

イ 緊急事態応急対策の実施状況に関する情報の共有 

ウ モニタリング状況の報告 

エ プラント状況及び予測の報告 

オ プレス広報及び住民広報の内容の確認(主要なも

ののみ) 

カ 県、関係市町及び関係機関からの要望のとりまと

め 

キ その他、国の原子力災害現地対策本部長が必要と

認めた事項 

 

  (2) 合同対策協議会への職員の派遣 

   県本部長（知事）は、合同対策協議会に職員を派遣し、施設の状況、モニタ 

  リング情報、医療関係情報及び住民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従 

  事させる。 

合同対策協議会派遣要員 

総 括 班 副責任者 危機管理監室次長 班員 危機対策課職員   (1人) 
保健環境センター職員  (1人) 

放射線班 副責任者 保健環境センター 
環境科学部長 

班員 保健環境センター職員  (1人) 

医 療 班 副責任者 能登中部保健福祉 
センター所長 
能登北部保健福祉
センター所長 
石川中央保健福祉 
センター所長 

班員 医療対策課職員  （1人） 
能登中部保健福祉センター 
         (1人) 
能登中部保健福祉センター 
         (1人) 
能登中部保健福祉センター 
         (1人) 

住民安全班 副責任者 (兼)中能登総合事務所長 

 
班員 中能登総合事務所職員(2人) 

 

８ 合同対策協議会設置後の体制 

 (1) 合同対策協議会への参画 

   県本部長(知事）又は県現地本部長は、合同対策協議会全体会議に出席し、

以下に示す緊急事態応急対策の調整及び情報の共有を行う。 

出  席  者 会  議  の  主  な  役  割 

県本部長（知事） 

又は県現地本部長 

 

（削除） 

 

 

 

次の事項について、情報の共有を行う。 

ア 緊急時対応方針の確認 

イ 緊急事態応急対策の実施状況に関する情報の共有 

ウ モニタリング状況の報告 

エ プラント状況及び予測の報告 

オ プレス広報及び住民広報の内容の確認(主要なも

ののみ) 

カ 県、関係市町及び関係機関からの要望のとりまと

め 

キ その他、国の原子力災害現地対策本部長が必要と

認めた事項 

 

(2) 合同対策協議会への職員の派遣 

   県本部長（知事）は、合同対策協議会に職員を派遣し、施設の状況、モニタ 

  リング情報、医療関係情報及び住民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従 

  事させる。 

合同対策協議会派遣要員 

総 括 班 副責任者 奥能登総合事務所 
総務企画部長 

班員 奥能登総合事務所職員 (1人) 

保健環境センター職員  (1人) 
放射線班 副責任者 保健環境センター 

環境科学部長 
班員 保健環境センター職員  (1人) 

医 療 班 副責任者 能登中部保健福祉 
センター所長 
能登北部保健福祉
センター所長 
石川中央保健福祉 
センター所長 

班員 医療支援課職員  （1人） 
能登中部保健福祉センター 
         (1人) 
能登中部保健福祉センター 
         (1人) 
能登中部保健福祉センター 
         (1人) 

住民安全班 副責任者 中能登総合事務所
企画振興課長 

班員 中能登総合事務所職員(2人) 
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運営支援班 副責任者 中能登総合事務所 
税務課長 

班員 中能登総合事務所職員(2人) 

広 報 班 副責任者 危機対策課課長補佐 班員 危機対策課職員  (1人) 
 

運営支援班 副責任者 中能登総合事務所 
税務課長 

班員 中能登総合事務所職員(3人) 

広 報 班 副責任者 奥能登総合事務所 

企画振興課企画振興係長 
班員 奥能登総合事務所職員 

          (1人) 
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第 7節 屋内退避、避難等の防護対策 

２ 防護対策の決定 

 (1) 国等の屋内退避、避難等の指示・要請 

  ウ （略） 

    原子力災害対策本部は、県及び関係市町に対し、屋内退避の実施やОＩＬ 

   に基づく防護措置の準備（避難・一次移転先、輸送手段、避難退域時検査場 

   所の確保等）を行うよう要請するとともに、県及びＵＰＺ外の市町に対し、 

   避難してきた住民等の受入れや、関係市町が行う防護措置の準備への協力を 

   要請することとなっている。 

 

 

(3) 関係市町の長の屋内退避、避難等の指示 

ウ（略） 

   関係市町の長は、全面緊急事態に至った場合は、国若しくは県の指示、 

要請又は独自の判断により、ＵＰＺ内住民の屋内退避等の防護措置の指示を

行うとともに、ＯＩＬに基づく防護措置の準備を行う。 

 

７ 避難退域時検査等の実施 

(1) 原子力災害対策本部による指示 

原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難退域時検査及び

簡易除染を実施するよう県及び関係市町を指示するものとする 

 

第 10節  緊急輸送車両等の確保及び必需物資の調達 

２ 緊急搬送の範囲 

(2) 負傷者、避難者等 

 

４ 奥能登地域への海路、空路による交通・物流の確保 

県は、陸上交通に支障が生じた場合には、国や関係機関、さらには民間事業者

に対して、海上輸送や航空輸送による交通手段・物流手段の確保について要請を

行う。 

 

第 11節 救助・救急、消火活動等 

１ 救助・救急活動 

(1) 北陸電力のとる措置 

（略） 

また、被ばく傷病者等を医療機関に搬送する際、汚染の状況を確認し、傷

第 7節 屋内退避、避難等の防護対策 

２ 防護対策の決定 

 (1) 国等の屋内退避、避難等の指示・要請 

  ウ （略） 

    原子力災害対策本部は、県及び関係市町に対し、屋内退避の実施やОＩＬ 

   に基づく防護措置の準備（避難・一次移転先、輸送手段、避難退域時検査場 

   所の確保等）を行うよう指示するとともに、県及びＵＰＺ外の市町に対し、 

   避難してきた住民等の受入れや、関係市町が行う防護措置の準備への協力を

要請するほか、事態の進展などに応じて、屋内退避の実施を指示することと

なっている。 

 

(3) 関係市町の長の屋内退避、避難等の指示 

ウ（略） 

  関係市町の長は、全面緊急事態に至った場合は、国若しくは県の指示、 

要請又は独自の判断により、ＵＰＺ内住民の屋内退避等の防護措置の指示を

行うとともに、ＯＩＬに基づく防護措置の準備を行う。 

 

７ 避難退域時検査等の実施 

(1) 原子力災害対策本部による指示 

原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難退域時検査及び

簡易除染を実施するよう県及び関係市町を指示するものとする。 

 

第 10節  緊急輸送車両等の確保及び必需物資の調達 

２ 緊急搬送の範囲 

(2) 傷病者、避難者等 

 

４ 海路、空路による交通・物流の確保 

県は、奥能登などの地域で陸上交通に支障が生じた場合には、国や関係機関、

さらには民間事業者に対して、海上輸送や航空輸送による交通手段・物流手段の

確保について要請を行う。 

 

第 11節 救助・救急、消火活動等 

１ 救助・救急活動 

(1) 北陸電力のとる措置 

（略） 

また、被ばく傷病者等を医療機関に搬送する際、汚染の状況を確認し、傷
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病の状態を勘案して、できる限り汚染の拡大防止措置を講じた上で、放射線

管理要員（放射性物質や放射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大

防止措置が行える者）を随行させるものとする。ただし、放射線管理要員が

やむを得ず、患者に随行できない場合には、事故の状況、患者等の被ばく・

汚染状況を説明し、汚染の拡大防止措置が行える者を随行させるものとす

る。 

 

第 12節 原子力災害医療措置 

  １ 原子力災害医療体制 

  (4) 原子力災害医療班の組織及び業務 

    イ 原子力災害医療班の業務 

（略） 

職名 担当職 業務 

（略） （略） （略） 

副班長 医療対策課課長補佐 （略） 

 

 

２ 原子力災害医療措置の実施 

(1) 避難退域時検査及び簡易除染等 

原子力災害医療班長の指揮の下、国の協力を得ながら、避難退域時検査チー

ムは、避難等の対象となった住民等について、その移動先の避難所等におい

て、汚染拡大の防止等のため、避難退域時検査を行い、基準値を超える場合に

は簡易除染（着替え、拭き取り等）を行うとともに要員への指導を行う。 

また、避難退域時検査や緊急時モニタリングの結果等を踏まえ、放射線ヨウ

素による被ばくのおそれがある場合には、必要に応じて甲状腺スクリーニング

を行う。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

   (2) 原子力災害医療の実施 

病の状態を勘案して、できる限り汚染の拡大防止措置を講じた上で、放射線

管理要員（放射性物質や放射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大

防止措置が行える者）を随行させるものとする。ただし、放射線管理要員が

やむを得ず、傷病者に随行できない場合には、事故の状況、傷病者等の被ば

く・汚染状況を説明し、汚染の拡大防止措置が行える者を随行させるものと

する。 

 

第 12節 原子力災害医療措置 

１ 原子力災害医療体制 

  (4) 原子力災害医療班の組織及び業務 

    イ 原子力災害医療班の業務 

（略） 

職名 担当職 業務 

（略） （略） （略） 

副班長 医療支援課課長補佐 （略） 

 

 

２ 原子力災害医療措置の実施 

(1) 避難退域時検査及び簡易除染等 

   県及び関係市町は、国〔原子力規制委員会等〕の協力を得ながら、指定公共

機関〔国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構〕の支援の下、住民等がＯＩＬに基づき特定された区域等か

ら避難又は一時移転した後に、住民等（避難輸送に使用する車両及びその乗務

員を含む。）の避難退域時検査及び簡易除染を行うものとする。 

 

 

  (2) 避難又は一時移転の対象となった住民等に対する甲状腺被ばく線量モニタ

リングの実施 

県及び関係市町は，国〔原子力規制委員会等〕の協力を得ながら，原子力

災害医療協力機関，原子力事業者，原子力災害拠点病院，高度被ばく医療支

援センター等の支援の下，住民等がＯＩＬに基づき特定された区域等から避

難又は一時移転し避難所等に到着した後に，住民等の甲状腺被ばく線量モニ

タリングを行うものとする。 

 

   (3) 原子力災害医療の実施 
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（略） 

   (3) 一般医療の実施 

（略） 

  (4) 合同対策協議会医療班への報告 

（略） 

   (5) その他 

（略） 

 

（略） 

   (4) 一般医療の実施 

（略） 

  (5) 合同対策協議会医療班への報告 

（略） 

   (6) その他 

（略） 
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